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|巻~頭~言頭

北海道の自然と野生生物を油汚染事故から守ろう

、油汚染国際ワークシヨツプ実行委員長奥谷浩一

昨年７月、北海道の知床が、屋久島、白神山地に次いで我が国で第三番目の世界自然通産

に登録されて、大きな話題となっています。このことは、北海道の、然の豊かさが世界的に

見て貴重なものとして評価されたことを示しており、それ自体としては大いに歓迎すべきこ

とです。しかし、これは同時に、私たち自身がこれから北海道における自然と人間との共生

に大きな責任を背負わなければならないことを意味してもいます。一見したところ北海道に

はまだまだ豊かな原生的自然が残されているように見えますが、残念ながらこれは外見に過

ぎません。子細に観察すれば、北方の生物たちにとってはその北海道さえも決して安泰な場

所ではなくて、その反対に彼らは今さまざまなかたちで追いつめられています。知床でさえ

も決して例外ではありません。

北海道の自然生態系の危機を示す好例は、森林伐採やダム・砂防ダムの相次ぐ建設によっ

て海と川と森をつなぐ生態系が大きく分断されていることです。ダム等による生態系の分断

は、サケ・マスなどの河川遡上を阻み、上流部の動物の食料や森林の栄養分の供給源を断ち

切ることによって、海と川と森との間に本来存在するはずの物質術環を阻害します。今この

ことが、森林伐採と相乗作用を起こして、野生生物に強い圧力をかけています。知床でも、

世界自然遺産に登録された地域内に50、半島全体では約360もの砂防ダム等があり、世界自

然遺産の指定にあたって問題のひとつとされたことは周知の通りです。北海道全体では何と

３万６千ものダムがすでに建設され、生態系は破壊されつくしています。

生態系と物質循環の破壊によって次に引き起こされるのは、例えば海洋生態系の悪化で

す。地球温暖化による日本海の海水温度の上昇を背景に、海に注ぐ河川の富栄養化、河川の

上流部での森林伐採による「フルポ酸鉄」の流入の減少が「磯焼け」と呼ばれる海の砂漠化

現象を作り出し、これが漁業盗源の減少を引き起こしている可能性が大いにあります。

今、その北海道の自然と野生生物に新しい蒋威が忍び寄っています。それが、ロシアのサ

ハリン州の石油・天然ガス開発による環境破壊と油汚染の脅威にほかなりません。現在、サ

ハリン北東部沖では、サハリンＩとサハリンⅡと呼ばれるプロジェクトによる万油・天然ガ

スの大規模な開発が進められており、なかでも英蘭ロイヤルダツチシエル、三井物産、三菱

商事が共同出資しているサハリンエナジー社が進めているサハリンⅡは1999年から石油の生
産を開始し、当初の計画から１年遅れるものの2007年から石油タンカーが一年を通して通航

する予定となっています。その石油とガスの掘削域はオオワシの繁殖圏内にあり、また今最

も絶滅が危慎されているコククジラの繁殖海域に隣接しています。ここからアニワ湾まで延
長される800キロにおよぶパイプラインの建設は、先住民族の生活を脅かし、サケやマスが

遡上する河川をズタズタに寸|折しています。 また同社の環境影響評価はきわめてずさんで、

オオワシの営巣数を過小報告したり、これ以外の烏や海獣のデータがないことが自然保護

関係者の指弾を受けています。同社は昨年12月環境影響評価の補遺版を出しましたが、これ

も私たちの要求を満たすものではありません。さらに同社が、アニワ湾に土砂を不法投棄し■



たり、ターミナル建設で裁判ざたになるなど、きわめて強引なやり方で事業を進めているこ

とに国際的な非難の声があがっています。宗谷海峡にはタンカーや商船が頻繁に行き交い、

あのナホトカ号事件のような大規模な油汚染事故が発生する可能性が日増しに高まっていま

す。

もしもアニワ湾や宗谷海峡で大規模な油汚染事故が発生すれば、原油が３日から遅くとも

４日後にはオホーツク沿岸の各地に漂着すると予測されています。そうなると、オホーツク

沿岸の漁業やホタテ養殖業などに甚大な被害を与え、やがては世界自然遺産の知床半島にも

襲いかかって、人間の生活と観光と野生生物に大きな打撃を与えることは明らかです。もし

も日本海の天売島付近で大規模な油汚染が起これば、この世界有数の海鳥の楽園も壊滅的な

被害を受けるでしょう。そしてもしも結氷期に油汚染事故が起これば、私たちはこれまで未

体験の事態に直面します。結氷期にはどのように油汚染が広がるのか、どうすれば油汚染を

防除できるのかの諸問題は、まだほとんど研究されていないからです。

したがって、ナホトカ号事件のような油汚染事故を決して起こしてはなりません。現在

まで幸いにも大規模な事故は起きていないものの、アニワ湾での波深船や石狩湾での韓国船

の油汚染事故など、小規模な事故はかなり頻繁に起きています。油汚染事故を防ぐには、漁

業関係者が要求しているように、石油タンカーを二重底にしたり、タンカーの航路と位置を

常に海上保安部に連絡するなどの措置をとることが絶対に必要です。しかし、サハリンエナ

ジー社はタンカー事故については責任を負わないと言明したばかりか、タンカーの航路を企

業秘密とし、事故の責任を回避しようとしています。われわれは、サハリンエナジー社はも

ちろん、国際協力銀行、海上保安庁、北海道庁、ロシア当局にたいして、油汚染事故の予防

措置、万一事故が発生した場合の有効な油防除対策、そして結氷期の油汚染事故の研究を要

求していかなければなりません。そして、当事者である同社に環境影響評価を任せるのでは

なくて、専門の科学者による正確な環境影響評価を要求し、９年前のあのナホトカ号事件を

教訓に、万一の事態にそなえて北海道沿岸の植物と動物の生息状況を正確に把握すること、

実際に事故が起きた場合にいち早く被害を受けた生物の救護と油除去を行いうる体制を作る

こと、そして漁業関係者のみならず野生生物に対しても補償を要求しうるような仕組みを作

ることがどうしても必要です。そのためには、北海道の自然と野生生物を研究している研究

者、その保護に携わっている団体と個人、そしてそれに関心をもつすべての市民・学生の広
範な結集と連携が不可欠です。

私たち実行委員会は、昨年６月に札幌で、JEDIC（日本環境災害情報センター）とＩＦＡＷ

（国際動物福祉基金）の協力のもとに、北海道では初めての試みである油汚染国際ワーク

シヨツプを開催しました。これは、北海道において今後生じうる油汚染事故の可能性に警

鐘を鳴らすとともに、万一事故が起こった場合の野生動物救護と油防除のためのネットワー

クを作るための第一歩を踏み出したかったからにほかなりません。大変残念ながら、油汚染

事故にたいする私たちの懸念は今年になって現実のものとなりました。２月末から知床とオ

ホーツク海沿岸、それに国後島などで油に汚染された海鳥の死体が大量に発見され、その数

はあわせてすでに４千羽を超えるという衝撃的な事件が発生したからです。その原因はまだ

特定されていません。この国際ワークショップを出発点として、生物保護の諸活動に携わっ

ている団体と市民とのネットワーク作りが促進されるように、そしてこの報告書がこれから

の油汚染事故防止のために役立てられるように、心から願ってやみません。
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油汚染国際ﾜー ｰー ｸショップin札I幌

1997年に起こったナホトカ号重油流出事故から、早いもので8年が経ちました。幸いにも日本では

その後、大規模な自然被害を伴う油汚染事故は発生していません。しかし急速に具体化されているサ

ハリンＩ．Ⅱの油田開発に伴い、北海道周辺海域での油汚染が心配されています。

豊かな自然に恵まれている北海道沿岸海域が一旦油で汚染されれば、そこに生息する野生生物やそ

の生息環境に多くの被害をもたらし、生態系の回復にも長い年月がかかることが予想されます。

北海道沿岸海域の生態系を油汚染から守るためにはどうしたら良いか、それらの被害対策が十分に

なされるにはどうしたら良いのか。海外からの講師も交えて、北海道の豊かな自然を守っていくため

に今からできることを皆さんと一緒に考えていきたいと思います。

一油汚染国際ワークショップin札幌

日時：平成17年６月１６～１９日

場所：石狩市いしかり浜「番屋の宿」および前浜（１６日）

苫小牧市ウトナイ湖野生鳥獣保護センター（17日）

札幌市札幌学院大学社会連携センター（18,19日）

主催：油汚染国際ワークショップ実行委員会

国際動物福祉基金（ＩＦＡＷ）

ｉ１本環境災害情報センター（JEDIC）＊

後援：ウトナイ湖野生鳥獣保護センター、日本海鳥グループ、北海道海鳥センター友の会、

n本野鳥の会札I幌支部、北海道自然保護協会、野生動物救護研究会

*日本環境災害情報センター（JEDIC）の術成理事団体；国際動物福祉基金、

財）世界自然保護基金ジャパン（ＷＷＦジャパン）、社）日本海難防止協会、

財）日本鳥類保護連盟、財）「1本野鳥の会、特）野生動物救護獣医師協会’

４
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【講師】

ＲＧ・フォードコンサルティング社長／上級研究員

グレン・フォード氏

北海道環境生活部環境室自然環境課

武田忠義氏

北海道立地質研究所海洋地学部海洋環境科

漬田誠一氏

【司会：渡辺有希子】

今日はできるだけ実習の時間を多くとりたい

ので、講義はできるかぎり簡単にレビューとし

てお話したいと思います。その後皆さんと一緒

に海岸に移動して、実際にどのように鳥を見つ

けるか、どのように記録するかを説明します。

その後はこちらに帰ってきまして、マリン・オ

オサカ号事故などについて武田さんと演田さん

にお話しいただきたいと思います。その後は質

疑応答の時間を設けています。今日通訳してく

ださるのは加藤さんです。

【グレン・フォード】

私はグレン・フォードといいます。海鳥に関

する生物学者です。私は何年にもわたり海鳥海

岸漂着調査に携わっています。今回このような

機会を与えられたことをうれしく思います。

私が大学院生の頃、アラスカのベーリング海

で大きな油田が発見されました。しかしこの地

域には多くの海鳥が生息していて、重大な心配

ごとになっていました。もしこの地域で大規模

な油流出事故がおこった場合には、広範囲にわ

たる重大な影響が海鳥に対して起こるだろうと

思われたからです。そこで私は、このようなこ

とを起こさないためにはどのようなことができ

るのかを考えはじめました。

現在ではベーリング海での採掘は行われてお

『〃

１．Ｆ.｡。

りませんが、これをきっかけとして、私は自然

資源の損害調査にかかわってきました。実際に

エクソン・バルデイーズ号や昨年のセルダー・

アユ号の事故においては、その手法を用いて評

価を行いました。この損害評価では、実際に被

害を受けた鳥の数がどのくらいになるかを見積

もることを行います。ビーチサーベイのデータ

は、鳥の死亡率を推定するにあたって最も重要

なデータとなります。

それではこれから、ビーチサーベイのやり方

についてお話します。説明の後には、実際に海

岸に出て、皆さんにもこの調査をやっていただ

くことになりますので、途中でわからないこと

がありましたらどんどん質問してください。

この調査をやる理由としては、ふたつのこ

とが挙げられます。まずひとつは、油の流出に

よってもたらされた鳥の死亡が、どの程度であ

るかを推測するためのものです｡もうひとつは、

油流出がない時期においても烏の個体群の健康

状態がどのようであるかを観察する点にありま

す。アメリカでは何カ所か、年間を通してモニ

タリングをしている場所があります。調査者は

コーステイスト、ビーチウオッチ、ビーチコー

マー、シーメンなどと呼ばれています。これら

のプログラムは、生物学者によって計画されま

すが、実際に調査を行なうのは訓練されたボラ

ンティアです。このボランティアの人たちは、

たいへん良くやってくださいます。こうした訓

練を受けたボランティアたちが、油流出事故が

あったときにも対策を立てる際に手伝ってくれ

ますし､他の方々への訓練も行なってくれます。

覚えておいてほしいのは､この漂着鳥調査では、

全ての鳥を数えることにはならないという点で

す。漂着した鳥の中には、腐肉食の動物によっ

て食べられてしまうものもあります。もちろん

５



調査員が見逃してしまう場合もあるでしょう。

今週末には札幌の会議で、このような点につい

て詳しくお話いたします。

ですから漂着鳥調査は、全体でどのくらいの

数の鳥が死んだかという推測を出すための指標

となるものであります。直接その数を使うとい

うものではありません。しかし適切なデータを

この調査で収集することによって、実際にどれ

くらいの鳥が死んだかという正しい推測をする

ことが可能になります。ここまで何かご質問は

ないですか？

次に、どのようにこの漂着鳥調査を行なう

かということについて説明します。正確な調査

を行なうためには、計画の最初の段階から適切

なものでなければなりません。あらかじめ計画

された典型的な海岸の部分を使うべきです。そ

してその部分を調査するときは、毎回全く同じ

方法で調査が行なわなければなりません。対象

とするビーチは、２～３時間で歩いて調査を終

了できる程度の広さのものでなければなりませ

ん。つまり１キロから４キロくらいの長さにな

るでしょう。スタート地点と終了の地点が決め

られなければなりません。そしてその部分に関

しては、浜の構造（地形）が一定（均質）でな

ければなりません。

調査の頻度については、どういった目的で調

査を行なうかによって違ってきます。目的が、

シーズンごとやあるいは数年にわたる傾向を知

るためであれば、月に一回ぐらいの調査になる

でしょう。もし単なる指標のためにではなく、

それによって死亡した鳥の数を正確に把握した

いということであれば、一日あるいは二日おき

に調査を行なう必要があります。もしその目的

が実際に油流出の影響を調べるためのものであ

れば、一日に１回または２回の調査を、それぞ

れの海岸で行なう必要があります。

目的がどのようなものであるにせよ、集め

られるデータの種類は同じようなものになりま

す。違いがあるとすれば、発見した鳥を回収し

て持ち帰るかあるいはそのままにしておくかと

６

いうことがあります｡油汚染事故の時には通常、

発見された鳥は回収され、冷凍保存されます。

これは、腐肉食動物に食べられないようにする

ためであり、後に証拠として必要になることが

あるからです。海岸のモニタリング調査として

行なう場合には、発見した死亡烏は、印をして

そのままそこに残しておくのが通常です｡ただ、

死んで日数があまりたっていないものは、持ち

帰って解剖することもあります。このように、

発見した鳥をそのまま海岸に残しておくことに

よって、他の情報も得ることができます。たと

えば腐肉食動物によって食べられるまでに何日

くらいかかるか、とかいった情報です。今日行

なう調査では、鳥は回収してください。油流出

事故のときのように回収したいと思います。何

かご質問は？

【質問】調査頻度について、油流出事故の場合

には当初は１日に１回または２回の調査を続け

るということですが、どのくらい続けた後通常

のペースに戻すのでしょうか。

【グレン】先ほどは１日に１回または２回の調

査と言いましたが、これは理想的な頻度で、通

常はなかなかここまではできないと思います。

そういう場合には２～３日に一回でも結構です。

２週間くらい経ちますと漂着する鳥の数も減っ

てきますので、週に２～３回といった頻度に減

らしてもいいと思います。頻繁に行なわなけれ

ばならないのは､流出後の数日間ということです。

この調査は、必ず引き潮のときに行なわな

ければなりません。まず担当区のスタート地点

に行きます。そこで、記録用紙の最初の部分に

記入します。次に波打ち際に沿って歩きながら

鳥を探して行きます。漂着したばかりの鳥があ

る場合には、波打ち際の砂の濡れた部分にいる

はずです。もし鳥を発見したらその場に立ち止

まり、自分の立っている場所から鳥の位置まで

の距離を見積もります。そして用紙に記入しま

す。その後鳥のところまで歩いていって、鳥に

関する情報を記録します。写真をとります。も



し鳥を回収するのであれば、大きな鳥は大きな

紙袋に、小さな烏は小さな紙袋に入れます。時

には、残っているのは骨や羽だけという場合も

あります。そのときもそれを袋に入れます。も

し油事故の場合で烏を回収するのであれば、油．

のついた鳥は紙の袋かアルミホイルで包んで回

収してください。そしてそれを冷凍保存するこ

とになります。ビニールの袋は使わないでくだ

さい。ビニールはプラスチックの成分が油と反

応して、油の成分が変わってしまうことがあり

ますので。

ひとつの袋には一羽しか入れないでくださ

い。２羽以上入れると、別の鳥にも油がついて

しまいます。アルミホイルを使ってもいいので

すが、いったん冷凍するとホイルをはがすのが

大変困難になります。紙の袋には、外からわか

るように鳥の番号を書いてください。冷凍庫の

中でも鳥の番号がわかるようにするためです。

もし回収しないでそのまま鳥の死体を海岸に

残していく場合には、目印となる札やタグを残

してください。次に来たときに鳥がどうなって

いるかわかるようにしておくためです。印をつ

ける方法はいろいろありますが、例えば色とり

どりの紐をつける方法や、プラスチックのバン

ドをつける方法もあります。一番簡単なやり方

は、脚の先の一部分を切りとるというやり方で

す。もう死んでいますから､痛くはないのです。

ここまでの作業が済みましたら、また歩き始

めます。そして自分の担当部分の終点まで行き

ます。終了地点まできたら、また調査用紙の終

わりの時間、終わった場所というところに記入

します。時には時間が足りなくて、終点まで到

達できないこともあるかもしれません。その時

も自分がどこで調査を終えたのかが、はっきり

わかるように記録してください。そしてまたも

との地点まで引き返します。今度は波打ち際で

はなく､高い場所を歩いて戻ってきてください。

そして海岸の高いところで鳥が見つかるとすれ

ば､それは打ち上げられた後長い時間が経って、

ミイラ化した鳥の場合が多いです。スタート地
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点まで戻ってきたら、また記録用紙に記入しま

す．これから記録用紙の細部を説明しますが、

ここまででご質問は？

【質問】時化の後に調査すると鳥の死体は少な

いように思ったのですが、時化の後には調査を

しない方がいいのでしょうか？

【グレン】おっしゃるとおりだと思います。前

の晩が時化だったりしますと、海岸は全部波で

洗われてさらわれてしまいますので、何も残っ

ていない状態になると思います。ですから前

日の天候も考慮しなければなりません。先ほど

言ったミイラ化した鳥というのは、場合によっ

ては何ヶ月も高いところにそのまま残っている

のですけれども、それでも時化があると流され

てしまいます。

【質問】最初に烏を発見したときに距離を測る

のは、どういう意味があるのですか？

【グレン】調査者がどれだけ鳥を見つける能力

があるかという、調査者の有効性を見る指標に

なるからです。ライントランセクト分析という

方法ですが、当然自分に近い鳥は見つけやすい

ですが、離れるにしたがって発見できない確率

が高くなります。必ず記録しなければならない

ものではありませんが、データを後で分析する

際に、この記録もあると役に立ちます。

【質問】死亡個体がどのように消失するかにつ

いて教えてください。

【グレン】例えば一日おきや二日おきに調査す

ると、どれくらい時間が経つと死体がカモメな

どに持ち去られてしまうかがわかってきます。

あるいは鳥に重石か何かをつけて、毎日どう

なったか調べることもできます。この点につい

ては後でまたご説明します。

まず最初に記入するものですが、日付、自分

の担当する海岸の部分の名前です。この地図に

はこの海岸が３つの担当区に分かれています。

この人が担当することになったのは「グリーン

公園区域」だったわけですね。次に天候を記録

します。そして開始時間。もしＧＰＳがあれば
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数字を記入します。なければその地点の説明を

言葉で書きます｡そして自分の名前と所属団体、

連絡先を書きます。電話番号なども書いてく

ださい。後で何か質問が出たときに連絡がつく

ようにしてください。アメリカでは場合によっ

ては四輪駆動車や全地形万能車などを使って調

査することもあります。ここには徒歩だったの

か、そういう車だったのかということを記入し

ます｡調査は通常引き潮の時に行なわれますが、

場合によっては上げ潮のときに行われるかもし

れませんので、潮の状態を記録します。

鳥を発見したら、まず自分の立っているとこ

ろから鳥までの距離を目測します。札の番号を

書きます。鳥一羽に対して別々のひとつの番号

が割り振られます。それぞれの鳥に違った番号

が割り振られるように、調査を計画するときに

番号の割り振りを考えなければなりません。特

に鳥をそのまま海岸に残しておくのであれば、

より鳥の種類を正確に記録しておく必要があり

ます。例えばボランティアなど烏にあまり詳し

くない人が調査をする場合には、鳥の種類がよ

くわからないかもしれません。これはワシント

ン州で作られた、鳥の死骸を発見したときに種

を識別するためのガイドブックですが（資料編

参照)、残念ながら日本でよく見られる種とは

違います。こういった漂着鳥調査を計画する際

には、発見した鳥について、調査に参加してく

れるボランティアの方が、細かい段階までわか

らないまでも大まかなグループまで大体の種類

がわかるような説明やガイドブックを作ること

が必要かもしれません。

発見した鳥には、油がついているかもしれま

せん。油流出事故がなくても、鳥に油がついて

いることはあります。鳥の体の何パーセントの

部分に油がついているかを見積もりますｄそし

てタグを鳥につけ、タグが見えるようにして写

真を撮ります｡また鳥の大きさがわかるように、

何か目安となるものやスケールを横において写

真を撮るとなお良いと思います。写真の番号を

記録しておきます。後で写真番号と鳥の番号が
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結び付けられるようにするためです。

漂着してからどれくらい時間が経っているか

を推定するのも大切です。漂着後の時間経過を

見積もるひとつの方法としては、足を触ってみ

．ます。足が柔軟に曲がる状態ですと、漂着して

からまだ日が浅いことになります。脚がもう硬

直している、あるいは腐っている場合は、漂着

してからずいぶん日数が経っています。もちろ

んもう食べられてしまって足がない場合にはわ

かりませんので、不明ということになります。

目を見ることによっても漂着してからの日数

が推定できます。目がまだ澄んだ状態ですと、

漂着してからまだ数時間しかたっていないとい

う証拠です。目がくぼんでいる、あるいはなく

なってしまっているときには、漂着してから日

数が経っています。その鳥が打ち上げられてい

た場所についても記録します。海岸の高いとこ

ろであったか、いろいろなものが打ち上げられ

ている線のところ（漂着物線）であるのか、そ

れとももっと海よりの低い波打ち際であるのか

です｡通常､高い場所にある鳥はより日数が経っ

ていて、低いところにあるほど時間が経ってい

ないことになります。

次に、どの程度食べられてしまっているか

を見ます。残っている体の部分がどこであるか

を記入します。さらに鳥の体に何か巻きついて

いる場合には記録します。たとえば漁網や釣り

糸が絡まっているかもしれません。釣り針が刺

さっているかもしれません｡アメリカでは､ビー

ルなどが６缶パックで販売されています。その

プラスチックのリングに鳥が首を突っ込んで死

んでしまう場合もあります。

次のページをご覧ください。例がいくつかあ

ります。鳥の例と、どのように記録したかとい

う例です。これには間違いがあります。２番目

と３番目の鳥に関しては、標識番号がついてい

ません。さらに写真には、鳥の大きさがわかる

ように、定規か何かを置いた方がいいですね。

そして残っているからだの部分がどこであるか

については、そこに書いてあるリストの中から



挙げていけばいいわけです。

自分の割り当て区域の最後まで行ったら、必

要班項を記入して、戻ってきます。ＧＰＳがあ

ればそれに越したことはないですが、なければ

そこがどのような場所であるか言葉で記入して

ください。そしてスタート地点まで戻ってきた

ら、残りの空柵を記入します。まず海岸のタイ

プです。そこに書いてあるようにいろいろなタ

イプがあります。今'二Iはお分かりのように、た

ぶん砂浜です。それからは「漂着物線」と書い

てありますが、浜にどれくらいのものが打ち上

げられているかも書いてください。たとえば時

化の後でしたら、浜に何も落ちていないかもし

れません。もし油が浜にあるようでしたら、そ

の程度を記録します。シームは薄く膜のよう

な状態で光って浜に残っている油です。タール

ボールというのは硬い、茶色<なった油の塊で

す。浜を歩いていて、足にくっついて取れなく

なったりすることがあります。本当に油流出が

あった場合には、どろどろとした油が海岸に漂

蒲します。

記録することは以上ですが、何か質問はあり

ますか？この後実際に海岸に出てやっていただ

くことになりますが、わからない点はありませ

んか？

【質問】時間の記録については？

【グレン】スタート地点と､スタート地点に戻っ

てきた時間を記録します。ＧＰＳで地点を記録

するのは、スタート地点と、区間の終点のふた

つです。それでは、これから海岸に行って鳥を

探します。
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【海岸でグレン】

まず、烏を発見したら、立ち止まって烏まで

の距離を目測します。

次にタグをつけるんですが、ここがＢ区間

ということで、この鳥はＢ－０１ということにし

ます。必要だと思ったら使い捨ての手袋をして

ください。わたしは普段しないんですが。

これは何の烏だかわかりますか。エトロフ

ウミスズメです。タグ（標識）をつけます。脚

につけられれば一番いいです。そして写真を雌

るときには番号が見えるようにします。使い捨

てカメラでもいいです。写真の番号は何番です

か？烏の体に油がついていないかを見ます。

何％でしょう。これはゼロですＯ

脚の状態を見ます。比較的新鮮です。目の状

態を見ます。<ぼんでますね。場所は、浜の低

い位侭ですね。網など体にからまっているもの

はありません。漂着物線上にあるかどうかも記

録します。これは、見逃した鳥もあるかもしれ

ないという情報になります。発見した時間を記

録します。ＧＰＳデータはわかりますか。緯度

経度を記録します。
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【質問】はじめに、砂に埋まって翼の先だけ見

えていた写真はとらないんでしょうか。

【グレン】一番いいのは､最初そのままの状態で、

タグと定規を近くにおいて写真を撮るのがいい

ですね。

それじゃ側収します。必ず袋にも番号を番い

てください。もし種類も書ければ書いてくださ

い。一羽の烏に一枚の袋を使ってください。

そしてここが終了地点だとすると、ここから
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高い場所を通って雌初のスタート地点に戻りま

す。何か質問はありますか？

【質問】もし海岸が１１１冊広い場合にはどうやって

調査したらいいでしょうか。

【グレン】ジグザグに歩くのがいいでしょう。

発見する能力がわかっていて、参加した人数や

広さと距離に対して礎やした時間などがわかっ

ていれば、もし見落としがあってもある程度補

正することができます。
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まず、流出した重油の17'1収についてです。事

故後すぐに関係行政機関からなる対策本部が設

置されました｡亜油の拡散状況の調査を行ない、

海岸への漂着状況の調査も行ないました。事故

発生現場近くの油の状況ですが、事故発生直後

に船の周りにオイルフェンスを設置し、海岸か

らポンプを使って回収を始めました。事故発生

後３日してからですけれど、事故現場から東側

の石狩浜の方に、油の漂着が確認されました。

それは人手によってＭ収されました。そのとき

の様子です。

これはバキュームカーで油を吸い上げている

写真です。写真のこの辺りに船があります。今

'二|皆さんが歩いた場所からそう遠くないところ

です。これは砂浜に漂着した油をスコップです

くい上げているところです。吸着マットも見え

ます。

静講塗昼
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池
｛

石狩新港で起きたマリン・オオサカ号油汚染事

故の概要について

武田忠義(北海道環境生活部環境室自然環境課）

北海道庁自然環境課の武田と申します。昨年

の冬の初め、１１月にこの近くで起きたマリン・

オオサカ号事故の概要と、そのとき野生動物

にどんな影禅が出たかを報告させていただきま

す。

まず、事故の発生が2004年１１月１３日、午

前１時49分ごろです。マリン・オオサカ号は

韓国籍の貨物船で、5,500トン。事故の原因は、

折からの暴風に流されて港の防波堤に衝突した

ものです。その折に船体が３つに分断して沈没

しました。７名の乗員が死亡して、燃料のＣ愈

油が約２００トン流出しています。これがそのと

きの写真です。これが防波堤で、船体が分断し

て半分沈没しているのがわかります。流出した

油も見えます。これが沖に向かって流出した油

の帯です。

次は沖合いに流出した油についてです。事故

発生翌日午前に、浜捕村（石狩浜から北にl11IIIの

ように突き出ているあたり）の沖に流れている

のが見つかりました｡しかし上空からの調査で、

これは回収を要するほどの量ではないと判断さ
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れました。事故発生２日後の確認を雄後に消失

しました。結果として、広い範囲に渡る海岸へ

の漂着はありませんでした。

流出油の動きを地図で示しました。×印が事

故発生現場です。ここから１４日には浜益村の

近くまで油が流れて行きました。そのときの油

の塊です。翌々日の１１月１５日には、浜益村の

沖付近で確認されたのを並後に消失しました。
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次に､野鳥への影紳と救護活動についてです。

流出油による海鳥への影禅が、当初から懸念

されました。海岸脆弱性指標地図(ESIマップ）

から、影響を事前に把握しようとしました。で

すが、野鳥に関する具体的なデータが不足して

いました。そのことにより、影響の程度を事前

に予測することはできませんでした。あわてて

沿岸部の鳥類の分布を洲恋しました。これは事

故発生３日および４１雪|後に行ないました。これ

は対策本部でESIマップを見ながら対策につ

いて検討している様子です。この地図について

の詳細は､後ほど演田さんからお話があります｡

海鳥海岸漂着調査BeachedBirdSurveV講習会

調査の結果、現場近くには海烏の集中は見ら

れませんでした。沿岸には一般的な種類は見ら

れましたが、特に集中域はありませんでした。

しかし陸上からの調査でしたので、沖合の状況

は全くわかりません。こういうことから、被害

の程度は予想できませんでした。

ですが、油に汚染された野鳥の回収に備え、

まず海岸調査の体制をとりました｡海岸調査は、

道庁職貝と鳥獣保護員が定期的に海岸を見回り

ました。鳥が発見された場合の１１|収ですが、漂

藩油の監視のために地元市町村の関係者などが

すでに海岸を見回っていましたので、それらの

方々に協力を依頼して、発見した場合には対･策

本部への搬入をお願いしました。

収容と治療についてです。北海道獣医師会に

協力を要請しました。死体の病理検査について

は、酪農学悶大学獣医学部にお願いして実施す

ることになりました。

実際の野鳥の収容状況です。事故発生後７日

Ⅱまでの間に、３５個体が確認されました。内

訳は、生きて発見されたのが３個体、死体が

32個体、ただし実際の死体の回収は３２個体の

うち２４個体でした。その内訳です。

ウミスズメが１６個体で、確認されたうちで

は蚊多でした。ちなみにこれは環境省のレッド

データブック（RDB）で絶滅危仙１Ａ類です。

北海道のＲＤＢでも同じく絶滅危倶種に指定さ

れています。次がマダラウミスズメ。これが２

個体llji収されました。通常日本海側の沿岸では

確認されない種です。これも環境省ならびに北

海道のＲＤＢに記載されていますが、注目すべ
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きはIUCN（国際自然保謹連合）で絶滅危倶１

Ａ類に分類している国際的に希少な種です。

それから、エトロフウミスズメ。そのほか種

類不明のウミスズメ類が８個体で、ウミスズメ

類合計で29個体となり、全体の８３％を占めま

した。

宝炉

_鶏

ノ

--.--~壁一一毒声一毎畳s弓蒙･

；〆蕊雲霞
ニー弓冒一

費雛

これはウミスズメを海岸で発見した写真で

す。これも油まみれで保護されたウミスズメ類

の写真です。これも油まみれで発見されたもの

で、右側は確かスズガモでした。

鳥の漂着状況を地例で示します。これは先ほ

ど説明しました油の漂流状況です。まず１１月

１７日、事故から41.1経っていますが、地図上

に丸で示した位憧で発j,ILされています。さらに

翌日、この日は18個体で一番数が多く回収さ

れました。主に浜益村で発見されています。次

にここで６個体、そして次の日にはここで２個

体です。事故発生後７日後に発見されたもの

が最後でした。これらのことから、被害を受け

た鳥はウミスズメ類が多数を占めています。汚

染は主に沖合いで発生したと考えられます。雌

初の確認は事故発生後４川冒Iで、最後の個体

は事故発生７日後。現場近くで回収されたもの

は３個体で、それ以外は浜益村で事故現場から

10kｍ以上離れています。

これらのことから、汚染は事故現場近くの沖

で発生し、海流と風で浜益村の海岸に漂着した

と考えられます。ただし調査できなかった海岸

線も多く、個体が沈没して消失してしまった可

能性もありますので、実際の死亡個体はもっと

多かったものと思われます。

1２

次に解剖所見ですが、いずれも重油汚染に起

因すると思われる病変が見られました。消化管

からの出血や牌臓の肥大、肝臓の変性など。い

ずれも栄養状態は良好でした。これらのことか

ら、羽毛の汚染による溺死あるいは凍死や衰弱

死と考えられます。

治療の経過ですが、まず、生きて収容された

うちの２個体が治療を受けましたが、アビは３

F|後に死亡しています。ウミスズメは一時は回

復し放鳥を検討するまでになりましたが、結果

的に２５日後に死亡しました。いずれも重油の

摂取が原因と思われます。ウミスズメとアビの

写真です。

珊故対応の反省と今後の課題です。

事故発生時の被害予測。まず野鳥の生息状

況に関するデータが全く不足しておりました。

ESIマップの充実が必要です。被害規模の評価

ですが、これも事故の前後で調査を行なった

データが、今のところありません。自然環境

への影響把握が必要となっています。これは原

因者に補償要求するということにつながります

が、今のところ確としたデータがありません。

それから野生動物‘保護の協力体制。より大規

模の事故が起こった場合、多くの人の協力が必

要となります。役割分担など、救護体制の戦略

と構築が必要となっています。ホームページ等

への情報集約があっても良かったかなと思いま

す。危機管理体制についてですが、北海道庁に

は災害時の危機管理マニュアルがあります。今

Ｍの事故のような状況を想定してはいますが、

野生動物の救護だけに的を絞ったものではあり



ませんので、このようなきめ細かな行動計画が

今後必要になると思います。以上です。

沿岸域脆弱性指標地図（ESIマップ)・野生生

物情報について

潰田誠一（北海道立地質研究所海洋地学部海洋

環境科）

私たちのところでは、油汚染の対策に特化し

た海岸情報図を現在作成中です。その内容につ

いて、ナホトカ号の事例も含めながらお話させ

ていただきます。まだ情報図は作成途上ですの

で、今後はご指摘がありましたように、情報の

補足等を生物関係の方々からいただければ幸い

と思います。

まず北海道の海岸、およそ3,000キロありま

すけれども、堆積物の調査、現場での調査を各

海岸で行なっています。空中写真等を使いまし

て地形など海岸の詳細な‘情報を掴んでいます。

また衛星画像を使って、広大な干潟等の情報を

得ています。

道外の方もいらっしゃるので、少しだけ説明

します。北海道の海岸線は、測定方法にもより

ますがおよそ3,000キロあります。北海道の海

岸線距離は､日本全国の１割弱を占めています。

特に漁業の生産活動が活発でして、この辺でも

鮭やホタテなどが主要な産業となっています。

北海道での漁業生産は、1990年代の統計です

が､全国の水揚げの約４分の１を占めています。

また水産物のみならず、原生花園などきれいな

花のある場所やレクリエーションに使われてい

る海岸も見られます。また道北の沿岸地帯には

特有の民族がかつて上陸していたと思われる遺

跡が分布している貴重な海岸があります。

先ほど武田さんからお話がありましたが、

ESIマップ（EnvironmentalSensitivityMap）

と申しますのは、米国のＮＯＡＡで1970年代

から活用されています。三つの要素からなって

いまして、一つは海岸の堆積物、ふたつ目は海

海鳥海岸漂満調査BeachedBirdSurvey溺習会

岸の生物、もう一つは人の利用する海岸施設な

どを情報として含んでいます｡これと連動して、

砂浜だったらどのような油が残るか、油の挙動

がどうなるかといった、油の予測ができるよう

なカウンターマニュアルというのがあります。

このＮＯＡＡの指導の下に、北海道の海岸線を

調査しているわけです。

ぷ
又

Oｈ

些沃届

生物情報につきましては、私たちは生物の専

門ではありませんので､既存情報をいただいて、

集めて情報として載せる作業をしています。そ

れとナホトカ号事故の教訓をできるだけ載せら

れるように、地学的にどのような特性のある場

所に油が残ったかということも情報として残し

ました。

さてマリン・オオサカ号ですが、１１月１３日

に事故が起こってしまいまして、作成途上でし

たけれど、この情報図を実践で使いました。こ

の事故対応を指揮しました佐々木さんという方

がおられます。佐々木さんからご連絡いただき

まして、石狩に来ないかと依頼を受けました。

そこで地図を実際に使用することになりまし

た。

ラッキーなことに、ここに石狩川河口があり

ますが、石狩川というのは北海道でもっとも大

きい流域面積を持っています。ここから川の水

が大量に海に流れておりますので、川の水が油

を沖合いに押し流すような効果があります。こ

のために、周辺の海岸に油を寄せ付けない効果

がありました。油は川の水と海の水との境界線

に沿って北に流れたということがひとつありま

した。
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このマップを現場で、大きな紙に貼り付けて

提示させていただきました。この目的というの

は、海岸情報の共有と、認識の共有といいます

か、油が流れ着く先に何があるかを皆さんに見

ていただいて共有しようということでした。こ

ちらの方は皆さん漁業者ですが、彼らは漁場に

ついてよく知っておりまして、それらの情報を

追加して手書きで加えていきました。私は生物

の専門家ではありませんが、佐々木さんや長さ

んに来ていただいて、水鳥の分布域をその場で

書き加えていきました。

大まかに言いますと、当時危倶されている情

報としては、ここにハタハタの産卵場所があり

ちょうど産卵時期でした。またこの辺はホッキ

貝の漁場です。このふたつの資源が特に危倶さ

れた漁業資源でした。またホタテの養殖海域も

ありました。これらが漁業資源として危ないと

考えられたものでした。

そういう情報まではあったのですが、鳥につ

いては、特にウミスズメ類がたくさん被害を受

けましたが、そういう情報は現場に一切ありま

せんでした。打ち上げられた時点で、ああいた

んだということがわかりました。ただ鳥につい

ては、北海道医療大学の樋口先生から水鳥の情

報、主にカモ類についてですが事故現場の周辺

について聞き取りをして、どの種類がいつごろ

来るかという情報を入れました。汚染がまだ長

引く可能性もありましたので、それに備えて、

詳細な種類まではわかりませんが、どこにカ

モがいるか、アザラシがいるかというその程度

の大まかな情報を紙に書いて追加していきまし

１４

た。

ただラッキーだったことは、事故が鳥の渡り

の時期の直前だったことだと、樋口先生もおっ

しゃっていました。

こういう情報を現場で集めていきました。

デイスパーサント（分散剤）のことですけれど、

効果がないということでしたが、その後、使

うかどうかということが問題になったとも聞い

ています。分散剤の話はまた後にします。これ

は事故後３日目に、先ほど歩いた海岸よりもつ

と北の海岸に油が漂着した様子です。左の写真

が漂着直後、広い範囲に上がりました。翌日こ

れを回収しようと勇んで現場に向かったのです

が、一夜たっただけで油の性状が変わっており

ました。時期的に波が荒れていましたので海岸

が浸食されていました。それで、浸食された海

岸の上に油が乗ってくるということになりまし

た。その上にまた砂が乗って、油が埋もれてし

まうのです。

これはナホトカ号事故のときに、油と砂を混

ぜてしまったという反省があったかと思います

が、今回の事故では、丁寧に手作業で、砂をで

きるだけとらないようにすくい上げ、表面だけ

を取るように配慮して回収を行いました。また

左の写真のように、北海道の土木現業所が管理

して、車両が入らないように規制しています。

これは油と砂が混じらないようにという配慮で

す。

先ほども海岸で少し油が発見されたみたいで

すけど、ぽつぽつと油の塊が回収後にも出てき

ます。それを再度このようにふるいで漁しとっ

て油を回収しました。この作業の直後、北海

道は雪の季節になりまして、ずっと春まで監視

(静観）ということになりました。この海岸で

は、目立つ油はこのようにして回収されたよう

です。先日５月１３日に油が残っていないかと

いう確認が保険会社からありまして、石狩市と

土木現業所の立会いで砂に埋もれていないかと

いう確認作業が行われました。

そういうことで、私どもはこのようにＰＤＦ
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ファイルで、このようにクリックすることで簡

単に場所の情報がわかるようにしています。公

開するのは現在は海岸の地形のみですが、これ

を近々に公開する予定です。以上です。

【渡辺】グレンさんに質問です．今日のビーチ

調査で、チームとしては何人くらいで組むのが

ベストでしょうか。

【グレン】通常は１グループ２名のことが多い

ですが、１名でも十分です。２名以上の場合は

海岸の幅が広いようなときで、分担して調査を

行います｡‐

【渡辺】生きている鳥がいた場合にはどうする

のか。

【グレン】死んでいようと生きていようと、漂

着している鳥については全て記録します。そし

て生きている場合には直ちに回収するのがいい

でしょう。しかし例えばシギチドリ類の場合だ

と、発見しても簡単に捕獲できない場合があっ

て、その場合には数をチェックするだけになる

かもしれません。

【村上】1999年に根室半島でウトウが大量に打

ち上げられたことがあり、その後５年、同じ海

岸を７～８月を中心に調査してきました。その

結果、1999年のように１００羽以上も衰弱して

いたり新鮮な死体が上がることはなかったんで

す。100羽以上海岸に上がるのは異常であると、

結論付けていいものかどうか。

【グレン】何年も同じ浜を調査しているとわか

ると思いますが、その年によって値が変わりま

す。原因として考えられるのは、ある年が鳥に

とって非常に条件が悪い年だった、それからあ

る年には鳥が死んだときにちょうど風が浜に向

かって吹いてくるとかいうこともあります。

【村上】そのときにどんな漁業が沿岸で行なわ

れていたかを照らし合わせることも重要だと思

うのですが、日本では漁業者はなかなか公開し

ないんです。ちょっとそれが難しい部分です。

【グレン】どこでも漁業者の問題はあります。

【村上】５年間のデータで、異常であったと結

海鳥海岸漂満調査BeachedBirdSurvey講習会

論付けることができるかどうか。まだデータ不

足かどうか。

【グレン】衰弱してやせ細ったような鳥でした

か。

【村上】大量に打ち上がったときには、ぼくは

調査していなかったんです。次の年は衰弱した

鳥はいなかったので、ちょっとわかりません。

【グレン】鳥の栄養状態を見るのはひとつの鍵

になります。もし油汚染があった場合などには

栄養状態が良いままで打ち上げられますけれど

も、嵐などで餌がとれずに衰弱した場合にはや

せこけた状態で打ち上げられます。

【黒沢】９９年の死体を見たんですが、一見した

ところ脂肪の蓄積があまり見られなかったの

で、最初は栄養状態が悪いのかと思いました。

ただ、同じ繁殖期のバンディング調査時のウト

ウの体重データと比べるとほとんど差がなかっ

たので､栄養状態の低下はないと考えています。

多数を解剖したわけではないんですが、首の周

りとか背中に病変が見られたので、漁網による

ものと私たちは判断しました。

私からも質問したいのですが､最初にビーチ・

サーベイは油の被害にあった鳥を調べるという

ことでしたが、鳥の死体がたくさん打ち上げら

れるケースというのにはいろんな可能性がある

と思いますが、具体的にはどんな原因があるの

でしょうか。

【グレン】原因ですが、なかなかそれを結論付

けるのは難しいこともあります。鳥は冬の時期

に衰弱して死ぬことが多いと思われます。寒さ

や飢えで弱った状態になりますと、例えば普段

は問題にならないような寄生虫で死ぬこともあ

ります。解剖を行なっても死因がわからないこ

ともあります。ですから冬の場合は、自然衰弱

死というふうに考えることが多いです。もちろ

ん他のわからない原因もあります。どこであっ

ても５年に一回やあるいは１０年に一回くらい

大量の死体が打ち上げられることは、決して珍

しいことではありません。しかし首に傷が見ら

れたということであれば、やはりそれは漁具に
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よる被害であると思います。

【黒沢】続けてグレンさんにですが､ビーチ･サー

ベイでは打ち上げられた死体の数から実際の被

害数を推定するということですが、その方法は

どのように行ない、かなり確実な数が出るのか

どうか伺いたい。

【グレンｌあさって札幌でまた詳しくお話しま

すが、基本的には被害を受けた鳥の中には沈

んでしまうもの、ほかの動物に食べられてしま

うもの、あるいは調査者が見逃してしまうもの

もあります。他の動物に持ち去られるまでの時

間（何時間、何日間かかる）や、海に沈むまで

の時間といったものを調べます。また調査者に

よって何％見逃されるかというデータも取りま

す。それらを使って算出します。

【漬田】なぜ海岸を見ていらっしゃる方のデー

タが大切かということですが、事故が起こる

前にも鳥がやってきているのか、もしくは事

故が起こったからやってきたのかを区別するた

めに、普段はどうなのかという情報が貴重なの

です。そういった情報を、私たちがやっている

情報図にもまとめさせていただいて、普段はど

うなのかということを把握しておけば、事故に

よってどれだけ状況が悪化したかということが

言えるわけです。海岸を普段から見ておくとい

うことが、何かあったときにベースラインとし

て使える貴重なものであると考えていただきた

いと思います。

【渡辺】石狩浜だけではなくて、北海道全域で

見ていく人を作るというのが大切だと思いま

す。今回参加してくれた方々が、他の人々に

も伝えていくということが重要だと思いますの

で、今日学んだことをしっかりと伝えていって

ください。今日はどうもありがとうございまし

た。
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１０．６月､１７日、,． ハi射

開催挨拶【ポール・ケルウェイ】

私は、ポール・ケルウェイと申します。

IFAWのロンドン事務所で働いています。私

はＩＦＡＷのなかで、油汚染の海鳥に関する対

策チームに所属しています。

ＩＦＡＷは世界的な組織で、動物の福祉に関

するさまざまな活動をしています。世界中の

１５カ所に事務所を持っていて、日本にもあり

ますし、ロシアや中国にもあります。ＩＦＡＷは

油汚染についてこの１０年ほど活動を続けてい

ます。油汚染鳥の救護に関しては、IBRRCと

の共同作業として行なっています。IBRRCは

30年以上に渡って油汚染の水鳥救護に関して

実績のある組織です。そこから、私たちと共に

活動しているバーバラ・キャラハンさんとカー

ト・クランプナーさんをご紹介します。このお

二人はIBRRCで活動していますが、ＩＦＡＷの

油汚染チームにも所属しています｡お二人とも、

油汚染動物のリハビリテーションに関して長年

の経験をお持ちです。

1997年に日本でナホトカ号の座礁、油流出

事故がありましたが、そのときにもIFAWと

して協力させていただきました｡その際に､カー

トさんは日本に来ていますので、ご存知の方も

多いと思います。ナホトカ号事故に関しては、

ＩＦＡＷからもいろいろな援助をさせていただ

きましたが、ひとつには苫小牧に海鳥リハビリ

用のケージを提供させていただきました。そう

いった以前からのお付き合いもあり、今日ここ

に呼ばれることになりました。今日のトレーニ

ングコースが、皆さまにとって有意義な時間に

なりますことを期待しています。

また皆さま方の中に、油汚染のリハビリテー

ションについてもっと勉強したいという方がお

られましたら、IBRRCがカリフォルニアで実
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施しているリハビリテーションのトレーニング

コースがありますので、ご紹介することもでき

ます。もしこちらに参加されたいという希望者

がおられましたら、申し出てくださればご案内

します。

今日はどうもありがとうございます。ぜひ有

意義な時間をお過ごしください。

講習【カート・クランプナー】

苫小牧にはナホトカ号事故のときに来ていま

すので、また今回ここにこられて大変うれしく

思います。そのときに比べて立派なセンターが

できておりますし、また多くの方々に再びお会

いできて光栄に思っています。

これからお見せするビデオは、油汚染を受け

た鳥の洗浄と、基本的な対応を見せるためのビ

デオです。洗浄のシーンが出てきますが、その

あとで実際に洗浄の手技をお見せします。

みなさんひとりずつ、それぞれのやり方とい

うものもあるのですが､重要なことは基本です。

基本をきちっとご理解いただいた上で、いろい

ろな場面にフレキシブルに対応することです。

皆さんが一番やりやすいと思う方法で良いので

すが、必ず基本に則ってやっていただくという

ことが重要です｡ビデオをごらんいただいた後、

質問の時間もとりたいと思います。

(救護技術のビデオ上映）

ここまでで、何かご質問があればお受けしま

す。

【質問】貧血の場合にはどういう処置を行なう

のでしょうか？

【カート】一般的には、血液検査というのは鳥

の状態を知るために行ないます。搬入されてき
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てすぐ、脱水に陥っている場合には、血液検査

でＰＣＶが低くないように見えることがありま

す。脱水が改善すると初めて貧血がわかること

もあります｡また搬入時に良い状態に見えても、

すぐにプールに持っていくというようなことは

しないで、２４時間ぐらいは水分補給をしなが

ら安静にさせて、様子を見ることが重要です。

です。冷たい水は烏の体温を急速に奪ってしま

うので、必ず温かい水を使います。

お湯を触ってみて、実際に温度を体感してみ

てください。今の温度は、摂氏で言うと３９度

くらいになっています。ちょっと低めですが、

これでも大丈夫です。私にとって適温は、手

を入れて少し熱く感じるぐらいです。もちろん

手を引っ込めたくなるような高温ではいけませ

ん。

洗剤を入れたお湯に、実際に手を入れてみて

ください。今洗剤を入れましたので、そのぬる

ぬる感を確かめてください。これくらいの滑ら

かさがあると油を洗い流すことができます。ど

の程度の濃度にしたら良いのかは、このぬるぬ

るの感覚で確かめます。韮本的にはｌから２％

と言われますが、私たちはあまり戯を測ること

はしません。実習：

作業を始める前に、水のことについてお話し

ます。水は大変重要です。水の硬度が問題なの

です。1.1本ではあまりないということですが、

硬水でありすぎたり逆に軟水でありすぎたりす

ると、洗剤の洗浄力が十分に発揮されないこと

があるので注意が必要です。水の硬度は洗浄に

際しても大事ですし、リンス（すすぎ）のとき

にも亜要です。さらにリハビリのときにも重要

となります。

水の硬度を知るためには、測定する専用の

キットがありますので、これを利用します。基

本的に硬度が商い水というのは、地下から湧い

てくる水です。終始水の上に悪らしているよう

な烏では特に注意が必要です。水の硬度が高す

ぎると、羽毛の擬水能力を回復させるのに大変

時間がかかります。そういう場合には、特別な

装置を使って軟水に変えるようなこともできる

ので、専門の会社に相談します。

もうひとつ大事なことは、水の温度です。ひ

とつには、あまり温度が低いと洗剤の洗浄能力

を引き出すことができません。食器洗いのとき

などでもわかりますが、水で洗っていると汚れ

が上手に落ちません。もうひとつは鳥のために

（鳥を真水に入れる）水の中に入れても、羽

毛が水を弾いています。（今度は洗剤液の中に

鳥を入れる）しかし洗剤液に入れると、このよ

うに羽毛に水がしみこんできます。

洗浄を始める前に、まず安全のために必要な

ことをお話します。

皆さんの安全を守るためにも、まず油の危険

性を知ってください。本来であれば、自分の体

をほとんど覆うような衣服を着てください。盛

田さんの今側の格好は非常に良いです。背中が

開いているので､暑いときにもいいと思います。

実際に烏を洗うときには、部屋間体を暖かくし

ておくことが多いです。それは鳥の体温を確保

するためです｡しかし人にとっては大変暑くな
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ります。非常に過酷な環境で洗っていることに

なります。

油だけではなく、洗剤も私たちの皮膚に悪い

ことがあります｡､一日に７時間も８時間も洗浄

作業をするようですと、非常に問題になるかと

思います。ですから腕を隠すような長いタイプ

の手袋が必要です。短い手袋は袖口から洗剤が

入ってきて手袋の中に溜まりますので、何もつ

けていないよりさらに悪いことになる場合もあ

ります。

目の保護も重要です。完全に覆うようなゴー

グルまでは必要ないですが、洗剤が飛沫になっ

て飛んできたときにカバーできるようなめがね

が必要です。また、鳥が噴で攻撃してきたとき

の防御にもなります。今日は生きた鳥を使いま

せんので、攻撃される心配はありませんが。

洗浄作業をする部屋の温度を高く保つとお

話しましたが、人間のほうも適度に休憩時間を

とり、その都度飲み物をとってください。人間

も脱水状態にならないように気をつけてくださ

い◎

洗浄だけではなく、人獣共通感染症について

も注意が必要です。動物を置く部屋や洗浄室で

食べたり飲んだりすることはいけません。私た

ちは通常、手を使わなくても飲めるような容器

を使って飲み物を飲みます。そうでなければ、

手袋をはずして手を十分に洗ってから飲食をし

たり、タバコを吸ったりします。

以前は、鳥の眼に軟膏や目薬を使っていまし

た。理由は、油や洗浄液が鳥の眼に入ると良く

ないと考えたからです。しかし最近は使ってい

ません。洗浄液がそれほど眼に悪いとはいえま

せんし、仮に目薬などを眼に付けてもすぐに涙

で流れてしまうのであまり意味がないと考えて

います。また、洗浄のせいで眼の病気になった

ということは経験がありません。それよりも、

砂が眼に入るなど外傷性の原因で眼は傷ついて

います。

すすぎの時には､水(お湯)の圧力が重要です。

水の圧力が弱すぎると、洗い流す作業が困難に

油汚染鳥の救識技術鯛習会

なります。すすぎの時、顔の辺りや頭を水で強

く流すと烏がびっくりしてしまうので、コップ

の水を使うなどします。ビデオでは歯医者で使

うウォータービックを使っていましたが、これ

については、好きな人と嫌いな人がいます。

さて、今日は油に汚染されている鳥を使うわ

けではないので、私たちが普段やっているのと

は若干違います。たらいをひとつだけ用意して

いますが、本来であれば３つか４つのたらいを

用意して、次々に替えながら洗います。実際に

油のついた鳥をひとつの洗浄液に入れると、た

ちまち油が出て汚れてくるので、次のたらいに

入れますｄたらいの洗浄液を流して、またお湯

を溜めるということはしません。その間に鳥が

冷えてしまうからです。きれいなお湯を入れた

コップも用意します。鳥の顔に洗浄液がついて

しまったときに、これで流します。

重要なのは、補助者（保定者）がどのように

烏をコントロールできるかです。もし保定者が

準備できていない場合、つまり鳥がまだばたば

たしているような時には、洗浄を始めません。

役割分担をしっかりして、保定する人は保定に

専念し、洗う人は洗浄に専念します。保定する

人は保定するだけでなく、鳥の状態をよく注意

していて、もし鳥に何らかの変化が起こった場

合には、すぐに洗浄している人に知らせます。

押さえ方ですが、二本の指で後ろから首を挟ん

で少し伸ばし気味にします。頭をもう一方の手

で包み込むようにすると周りが見えないので、

暴れることが少なくなります。そして時々隙間

から覗き見をして､鳥が正常に息をしているか、

状態がおかしくなっていないかどうかをチェッ

クします◎噴を持つことはしません。噴を持つ

と、鼻の穴をふさいでしまい呼吸が困難になる

こともあるからです。

もし洗浄中に保定が外れて鳥が洗浄液の中に

潜ってしまった場合、それを引き上げるのは洗

浄をしていた人のほうがいい。洗浄中、頭は常

に洗浄液の上に出ていますが、体は液に完全に

沈んでいるようにします。その方が、鳥にとつ
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て温かい。同時に洗浄液に浸かっていることに

より、全体から油が流れ出てきます。烏を持ち

上げた状態で洗浄液をかけたりする洗い方は、

効果的ではありません。胸の部分を洗っている

ときも、背中が沈んでいれば同時にそこからも

油が溶け出してきます。今ひととおり作業を進

めていきますが、洗浄の順序については、必ず

しもそのとおりに行なわなければならないもの

ではありません。それぞれ個人のやりやすいよ

うにやってかまいません。ただ、自分の頭のな

かで順序を決めて常に同じ順番で行なうように

しないと、洗い忘れてしまう部分ができたりし

ますので､手順を整理しておく必要があります。

私は右利きなので、

まず右手で鳥を保定

して左手で胸を洗いま

す。洗うと言っても、

皮術を直接こすってい

るわけではなくて、洗

浄液が皮層まで達す

るように、羽毛を逆立

てるように洗っていま

す｡また胸を洗ったり、

足の付け根の部分に指を入れて羽毛を逆立てた

りして、洗浄液を浸透させています。指でやさ

しく羽毛を逆立てるように進んでいきます。鳥

の羽の構造によって、初列風切り羽、次列風

切り羽、尾羽については直接羽を先に向かって

こするようにして洗うこともありますが、それ

以外の羽毛については、こするようにはしませ

ん。体躯の羽毛が抜けてしまうこともあります

が、あまり心配することはありません。左側が

終わったら、今度は左手で保定して、右側を洗

います。同じように、体の後ろから前に向かっ

て羽毛を逆立てるように洗います。私のやり方

は、胸を洗ったあと、足の付け根の部分、尾羽

部分の順。それが終わったら、次は翼の部分に

移ります。このサイズの烏であれば、もっと小

さいたらいのほうが洗い易いです。

また烏を壁に押し付けて翼の自由を奪うよう

剛

にすると、暴れることが少なくなります。左の

翼を洗います。今回は死体なので翼を伸ばすこ

とがうまくできませんが、翼を広げて、羽根の

一枚一枚に液が浸透していくように、液に浸し

ていきます。

これらは全て、洗浄液のなかで行なう作業で

す。続いて逆の右側を洗います。同じように翼

を広げて、一枚一枚の風切り羽に浸透していく

ように洗っています。次に背中側を洗います。

通常は翼をたたんでいると、背中の羽毛は隠れ

ている部分が多い。なので、背中を洗うときに

は、背中にかかっている羽根をよけるようにし

て。こうしてこの手を広げるように、押し篠む

ような洗い方をします。今の作業、右を洗って

左を洗って、翼を洗って背''1を洗ってという一

連の作業を、用意したそれぞれの洗浄槽で繰り

返し行います。新しい洗浄梢に移したときに、

鳥の羽毛から汚れが出なくなることが確認され

るまで続けます。

次に頭を洗うときは、保定のやり方を変えま

す。保定者が体部分を持ちます。洗浄者が頭を

保持しながら洗います。ブラシで少量の洗浄液

を取って、頭の後ろから、やさしくかけます。

頭の部分全体に洗浄液が染み通っていくように

洗います。もし鳥の勝が小さい時は、保定が難

しいこともあります。海ガモなど暗の大きい烏

は、階を保持してもかまいません。今の持ち方

ですが、親指と中指で職をはさみ後頭部を人差

し指で押さえて、烏が頭を後ろへ引かないよう

に保定しています。|勝を持っていますが、鼻の

穴をふさがないように、呼吸ができるように保

持しています。



頭を洗うときは、沈めて洗うことはできま

せんので、洗浄液をつけていきます。まず首の

方を洗ってから頭頂部を洗います。歯ブラシを

使って、羽毛を逆立てるようにやさしく、羽毛

の中に洗浄液がしみこんでいくようにします。

歯ブラシは､柔らかいタイプのものを使います。

こういうふうに頭を保持してゆっくり液を流し

ていると、眼の近くまで洗浄液が流れていきま

す。重要なことは、眼の周りを十分に洗うこと

です。もし油が残っていると、あとで鳥が羽づ

くろいをしたときに、また体に油が付いてしま

います。ある程度洗ったら、きれいな水を頭か

らかけます。こうして洗浄液を流します◎鳥に

よっては非常に大きなストレスを感じるので、

できるだけ手早く洗浄します。

こうした作業を繰り返し行います。洗ってい

て、泡が茶色になったり、洗浄液が汚れたりす

ることがなくなるまで、繰り返します。首のと

ころも同じように、後ろから前に羽毛を逆立て

るように洗います。この部分、洗浄液の中に沈

めることのできない部分は、このように洗いま

す。

頭とのどの部分を洗ったあと、口を開けてみ

て､口の中に油汚れがないかどうか確かめます。

もし口の中に油が残っていると、羽づくろい

のときに再び体の羽毛が汚れてしまいます。最

後に、沈められるだけ沈めて、首のところを洗

町､ますが、汚れた液が垂れてきてまた汚れてし

まっているので、最後にここを洗います。

またそれが終わったら、向きを変えてもう

一度きれいな洗浄液で体を洗います。最初に行

なった手順どおり行います。洗浄液のなかに油

が出てこないことを確認します。綿棒は、口の

中が油で汚れているときに使います｡監督者は、

綿棒を使ってそれぞれの洗浄者の洗浄が十分で

あるかチェックします。綿棒でぬぐってみて汚

れるようであれば、洗浄が不十分ということで

す。

通常は、足の汚れについてはあまり心配する

必要はありません。羽毛がないので、洗浄液に

油汚染鳥の救謹技術謂習会

つかっているだけで、油はきれいになっている

からです。念のため、最後に軽くぬぐってやる

だけでよいです。

洗う作業について、何か質問がありますか？

【質問】翼の下とかはきちんと洗わないといけ

ないのでは？

【カート】脇腹のこの場所は、胸を洗っている

ときに、親指で洗っていました。また翼を広げ

たときには、裏側にも洗浄液が浸透するように

しています。翼の付け根は､親指などを使って、

根元まで浸透するように洗っています。もちろ

ん鳥のサイズにもよりますが、このサイズなら

ば一度に洗えています。

【質問】いくつも洗浄槽があるのですが、ひと

つで体を洗って頭を洗って、次の槽で同じよう

に体を洗って頭を洗って、というふうに繰り返

すのでしょうか？

【カート】まず体を洗って、次の槽に移りとい

うように、始めに体を洗ってしまいます。そう

して体がほぼ完壁に洗えたと思ってから、頭の

洗浄に移ります。きれいな洗浄液で頭を洗い始

めます。

洗浄技術だけではなく、洗浄槽の高さは非常

に大切ですね。この台は私と植松さん(保定者）

にはちょっと低いですね。腰を痛めてしまう可

能性があります。洗う人にちょうど良いように

高さを調節した方がいいです。一羽を洗うだけ

ならいいですが、次々にたくさんの鳥を洗う場

合も考えられるので、洗う側の姿勢が楽なよう

にすることが重要です。

もしもたくさん鳥が来てしまった時には、手

早く洗浄するために、補助の人が洗浄液を取り

替えたりする役割分担も必要です。保定者と洗

浄者と、水を取り替える係、ということです。

洗浄について何か質問は？

2１



＝

郡

罵蕊雷､索、愚］
〃

砺麗 いようにしています。

また水が出ている縁のところを使って、眼の

周囲を流します。水圧が商すぎる場合には烏が

嫌がったり、怪我をしたりすることもあります

ので気をつけてください。頭の部分から、のど

のところを流しています。洗い流している部分

を頭のなかできちんと把握しながらすすいでい

きます。

頭の部分が終わったら向きを変えますが、そ

のときにまず、保定者の手も洗い流します。保

定者が頭を持ちました。次に翼です。すすぐ人

がきちんと翼を広げて保持します｡持つときに、

烏の翼の先の方、人の手で言えば指に当たると

ころを持たないでください。翼角(手首の関節）

のところを広げて持つようにします。すすぎ方

は、風切り羽を覆っている雨覆いは逆立てるよ

うにすすぎ、風切り羽は表面を先に向かってす

すぎます。こうして向きを変えながらすすいで

いきます。翼を広げていますが、持ち上げてい

るのではなくて､ただ支えるようにしています。

暴れたりして怪我をすることもあるので、怪我

をしないような持ち方が亜要です。

翼に隠れているからだの部分をすすいでいま

す。次に翼の下や背中の方をすすいでいます。

こちら側が終わったら、一度手をすすいで体の

向きを変えます。そして同じことを反対側の翼

でも繰り返します。こうしてすすぐと、一枚一

枚の羽毛がきちんと洗い流されます。またこち

ら側の翼の下をすすぎます。できるだけ早く、

時間を節約しながらすすぎます。次に胸の部分

をすすぎます。小さい鳥の場合には、必要あり

ませんが、大きい烏で蹴ってくるような場合に

は、足をこのように保持します。保走者が翼の

後ろで足を保持します。尾羽の付け根もすすぎ

ます。また羽毛を逆立てるように胸の部分をす

すぎます。耐:接皮府に水を当てているのではな

く、あくまでも羽毛を逆立てるようにすすいで

いきます。ほとんどの場合、胸を洗い流すのに

一番手間がかかります。羽毛が非常に密に生え

ているからです。終わる前に忘れてならないの
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次に、すすぎです。油で汚れた水が流れてい

くので、それを処理するシステムについても当

然必要になります。

すすぎのときは、洗浄液が体に残らないよ

うに注意します。近づいて見ていただきたいの

ですが、羽毛の全てに洗浄･液がしみこんでいま

す。その洗浄液を洗い流してやると、羽毛が元

通りになってきます。ですから、すすぎのとき

には、羽毛の状態を確かめながらやります。こ

の違いがわかりますか？洗浄液を洗い流したと

ころは、羽毛の機能が戻って、水を弾いていま

す。羽毛が一枚一枚広がっているように見えま

す。すすぎしていないところでは、羽毛がぺた

んとなっています。もし皮府が見えているよう

な状態だと、すすぎが不十分です。また洗い流

すときの水の温度にも気をつけます。最初に洗

浄液をつくったときのように、適温にします。

まず、保走者などの人の手についている洗浄

液を流します。すすぐ人も自分の手を洗い流し

ます。このノズルは、水圧をコントロールする

ことができます。体をすすぐときには強い状態

でやりますが、頭をすすぐときには少し水圧を

落としてすすぎます。洗い流すときには、上か

ら、頭の方から流していきます。そうすれば、

再び洗浄液で汚れることがありませんから。台

の上も、洗浄液が流れ去っていくような構造が

望ましいです。また洗い流すときにも、洗浄時

とおなじように、羽毛を逆立てていきます。羽

毛が元に戻っていくのがわかります◎水を眼に

当てるようなことはしないでください。頭の後

ろ側から水をかけて、眼に直接水圧がかからな
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は、脚の部分、内股の部分などで、すすぎ忘れ

しやすいです。すすぎ残しのないように注意し

ます。総排汲腔や腰の部分も良くすすいでくだ

さい。もしすすぎが終わったなと思ったら、こ

うして羽毛を押し広げてみてください。これ

は死んでいる烏ですので少し判断が難しいです

が、羽毛が元に戻るのがわかるでしょうか。こ

こ、違いがわかりますか？ここはまだすすぎが

不十分な場所です。ここの部分は、羽毛の根元

が少し濡れているような状態に見えます。こち

らは完壁にすすぎがされています。

やり直しをしています。脚の羽毛の生え際

は、汚れがつきやすい（溜まりやすい？取れに

くい？）。しかしこの場所は、擬水性が多少悪

くてもあまり重大な問題にはなりません。

非常に重要なことですが、皆さんわかりまし

たか？これですすぎ作業が終わります｡雌後に、

念には念を入れて、持っていた場所、背中部分

をすすぎます。般後に頭も再度すすぎます。

タオルで烏を包みます。水を拭き取るという

より、乾燥室に運ぶためと考えてください。乾

燥するやり方ですが、箱のなかにネットが張っ

てあります｡通常私たちは､動物用のドライヤー

を使っています。これは温風が熱すぎないから

です。人川のドライヤーを使うときには、熱過

ぎないように気をつけます。箱の''１の温度は、

３０度から３２度くらいになるようにします。タ

オルで上をカバーしたり、カバーを取ったりし

て調節します。温風で熱過ぎる場合には、羽毛

のない足の部分が低淵やけどになってしまうこ

ともあります。乾燥している間、烏の状態を良

く見て、熱すぎず寒すぎずに管理します。熱過

ぎる場合は、烏は口を開けて速く深い呼吸をし

ます、そのようなときにはドライヤーを遠ざけ

るなどして調節します。

たいていの場合、最後まで滞れているのは翼

です。なので、ちょっと触ってみて滞れている

かどうか確認します。鳥が完全に乾いている状

態でないと、プールなどに入れることはできま

せん。小さい烏やシギ・チドリの場合には、電

油汚染鳥の救護技術講習会

灯で乾燥させます。渉禽類やカモメなど歩き、

る烏にはヒートランプを使い、アビやカイツブ

リ、カモなどにはドライヤーを使っています。

何か質問は？

【質問】洗浄前の処置は何かあるのでしょうか？

【カート】洗浄前に、食べさせたり補液をした

りすることが重要です。経口補液をして一時間

おき、餌を食べさせて３０分置いてから洗浄に

かかります。洗浄後の補液ですが、ほとんどの

場合は完全に乾いた後に行います。例えば吐き

戻したりするとまた汚れてしまうからです。

では誰か、やってみますか？まだウミツバメ

とクロガモがありますね。普段あまりやってい

ない人、どうでしょうか。

【質問】怪我をしているときは洗浄できますか？

【カート】皮術に傷がある場合、その部分は擬

水性が悪くなります。水に浮かべることも良く

ないので、傷が治るまで待つべきです。

特に胸の部分は非常に重要です。体重の重い

烏では、胸骨の突出部（竜骨突起）に挫傷がで

きやすい｡､この部分に羽毛がないと、水が侵入

して体温が奪われてしまうので、この場所に擬

水性がないことは致命的になります。竜骨のそ

ばから左右に羽毛が生え始めているので、この

部分をすすぐときに、傷がないかどうか念入り

に調べる必要があります。傷がある場合には、

プールに入れるのもひかえるべきです。傷がな

ければプールに入れてもよろしい。
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一

【司会】

私は今|ITIのワークショップを主催する実行委

員会の職成団体のひとつ、野生動物救護研究会

に所属しています黒沢信道と申します。今日は

司会を担当します。

皆さますでに十分ご承知のように、船舶から

の油流{1部故は野生動物や自然環境に重大な影

響を及ぼすことがわかっています｡北海道でも、

過去には１０年前に白老沖でノードホープ号、

最近では石狩湾でマリン・オオサカ号の座礁蛎

故による油流出事故がありました。いずれも海

鳥の油汚染被害が発生しています。

一方サハリンでは、急速な油田開発が進行し

ており、それにともなって大型タンカーが北海

道の周辺海域を往来するようになっています。

タンカーなどの事故はある程度の確率で必ず起

こるものと言われており、いつ北海道沿岸で大

きな油流出事故が起こってもおかしくない状況

になっています。しかしそのための対策、特に

野生動物や自然環境の保全に関する事故対策は

十分でないと考えられます。そこでこの問題に

以前から取り組んでおられる剛祭動物福祉韮金

(IFAW)、11本環境災害情報センター（JEDIC）

と一緒に同際ワークショップを開いて、皆さん

と共に考えましょうというのが今回のねらいで

す。

それでは、早速始めたいと思います。配布盗

料は受付時に配布されていると思います。これ

らは日本語版ですが、実際にスライドで映写さ

れるものは英語になっています。

(緊急救謹)および油汚染リハビリコーディネー

ターとしてＩＦＡＷに入る。世界中の油汚染野

生動物への対応計画の改善をサポートしている

生物学専門家、獣医師およびリハビリテーター

を擁するチームである油汚染野生生物部門の緊

急救護マネージャーを務める｡主な活動実紙は、

Erika号撫故（フランス2000）Treasure号小

故（南アフリカ2000)、Rockness事故（ノル

ウェー2004)。
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私はポール・ケルウェイと申します。ＩＦＡＷ

のＥＲマネージャーをしています。ＩＦＡＷのな

かの油汚染野生生物部門に所属していて、油流

出事故が起きた際に、油にまみれた野生動物を

どのように救援し最終的に自然に帰していくか

が私たちの担当する業務です。今回札幌は初め

てですので、このような機会を与えていただき

嬉しく思います。

私たちの仕事は、油流ＩＩ部故の発生を想定し

て発生時の対応計画を策定し、それを行動に移

していくことの二本柱になります。この会場に

も来ているＩＦＡＷバーバラ・キャラハン、グ

レン・フォードと一緒に仕郡をしています。グ

レンは災害によってどのような被害が出るかと

いう被害評価の査定のためのかなり洗練された

手法を持っており、油汚染対応計画の根幹とも

なるダメージアセスメントの話も、後ほどする



ことになっております。

私たちの所属するIFAWという団体の説明

を簡単にいたします。1969年に設立され、当

初の目的はカナダにおけるアザラシの狩猟問題

でした。カナダのアザラシ保護のためにこの組

織が作られたのです。しかし現在では対象を拡

大し、野生動物やコンパニオンアニマルも対象

とする、動物福祉のための世界最大の組織にな

りました。今日、私たちの活動を支援してくだ

さる人々は世界中で200万人に達しています。

世界各地に１５の拠点を置いており、日本では

東京、中国は北京、ロシアのモスクワ、アジア・

太平洋地域としてオーストラリアのシドニーに

も活動拠点を置いています。

活動の二つの柱のうちの一つは、「野生動物

生息域の長期的な保全と、野生動物の商業取引

の削減｣。もう一つは緊急的なもので「動物の

救護活動、レスキューやリハビリテーション、

リリースなど」であります。世界の各拠点で

は、それぞれの地域で調査研究に活躍している

NGOや専門家、科学者と連携を強くもってい

ます。また地域の専門家や科学者の調査データ

を用いて、私たちの活動の科学的根拠としてい

ます。ＩＦＡＷの各拠点間でのコミュニケーショ

ンも十分にとっているので、常に世界規模で

の問題として活動を展開していくことができま

す。

それでは、私たちの緊急救護チームの活動を

紹介させていただきます。

ＩＦＡＷは、アメリカ合衆国カリフォルニア

州にある国際鳥類救護研究センター（IBRRC）

と協力し活動しています。このセンターはす

でに30年の活動実績をもっていますが、私た

ちはIBRRCと１０年間一緒に活動しています。

IFAWは世界規模の野生動物保護を行う大き

なチームを持っています。これが野生動物緊

急救護（ER）チームであり、IBRRCと協力し

て活動しています。油汚染だけに限らず他の

野生動物問題についても取り組み、救護活動を

行っています。実際に油流出事故が起きたとき

市民公開「油汚染国際ワークショップ」

に、まず私たちが行うマネージメントレベルの

活動は、ＩＦＡＷと協力関係にある世界各国の

団体に所属する専門家を招き、核となるチーム

を作ります。そして油流出事故の規模に合わせ

てチームの輪を拡大していきます。このときは

経験のある専門家に来ていただき、具体的な知

識や技術指導を行います。最終的には事故の起

こった国にその知識や経験を集積し、国全体で

共有してもらうという利点があります。一つの．

例としては、植松先生を2004年にノルウェー

の油流出事故のときに招き、先生のもつ知識や

技術を提供し専門的で有用な提案をいただき、

世界各国の専門家と知識の共有をしていただき

ました。

地元での私たちの基本的な姿勢は、地元

NGOや行政､ボランティアとのパートナーシッ

プをもとにしています。地元の人が持つ地域の

情報や策定すべき対応計画などが必要ですが、

それらは地元の方々が中心になって作り上げて

いくものですので、私たちは事故地域に行って

地元の方々に対してお手伝いをするという立場

をとっています。被害を受けた野生動物の個体

数が多い場合には私たちが手伝う必要がありま

すし、出来る限り効果的で具体的な提案をする

ようにしています。

実際の救護活動に当っては、個々の野生動物

にどのような救護をしていくかということと、

救護活動のマネージメントをするという二つの

仕事があります。マネージメントとは地元の資

源（人、知識、技術、物資を含めたものを意味

する）をどのように活用していくかということ

です。

これまでに個々の野生動物の救護活動とマネー

ジメントがうまくできた例として、2000年に

南アフリカで起こったトレジャー号の事故があ

ります。このときは野生動物救護で評価の高い

地元ＮＧＯ「ＳＡＮCOBB：サンコブ」が、地元

の行政機関ともうまく連携をとっていました。

２万羽のペンギンの救護を行いましたが、この

状況下で最良のケアができたと思います。２万
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日凸戸

羽のうち９割以上のペンギンがリリースできま

した。これは事故発生前に良い対応計画が出来

ていたためと思います。この頃、アフリカの海

では幾つかのタンカー事故が起きていたため、

油汚染事故が起きたときの対策が進んでいたの

です。もちろん事故を未然に防ぐことが出来る

ような対応策も必須ですが、それに加え、万が

一事故が起きたときの対応策を事故前に立てて

備えておくことが大切です。

ります。

「１本のＩＦＡＷは、1994年に商業捕鯨に関す

る活動から始まりました。日本で初めて油汚染

による野生動物救護に関わりましたのは、１９９７

年のナホトカ号油流出聯故のときです。ＩＦＡＷ

のカートやIBRRCとチームを組んで対.応しま

した。その後、南アフリカで起きたトレジャー

号の油流出事故の教訓を本にまとめ、その日本

語版「ペンギン救出大作戦」も出版されていま

す。私たちはJEDICのメンバーでもあります

ので、災害時に野生動物がどのような影稗を受

けるのか、市民としてどのような情報が必要と

されるのかに興味がおありの方は、是非ご魔く

ださい。また、日本でもどのような備えをし、

どのように対応していけばいいのかについて力

を入れておりますし、実際に有事の際、ここに

お集まりの皆様と一緒に効率の良い活動をして

行きたいと思いますので、よろしくお願い致し

ます。

ご静聴ありがとうございました。
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防止策としては、予防法を整備し、また既存

の法制度の徹底が必要です。例としては、環境

調査をして環境の脆弱な地域については船の航

行を禁止すること、また斐川の節約のために船

が航海中に油を捨てることがありますが、こう

いう行為を禁止することなどがあります。

事故を想定した対応計iIIjiとしては、石油業界

のなかで野生動物保誰に取り組む団体IPRCA

と共同して、対応策のガイドラインを策定して

います。例を挙げますと、アゼルバイジャンで

は英国石油と協力していますし、サハリンエナ

ジー社とも協働しつつあります。油汚染の野生

動物の処侭やリハビリテーションができるよう

な専門家の育成、啓蒙活動も行っています。そ

の上で私達は野生動物救護技術のレベルを世界

規模で上げていこうと取り組んでいます。

油汚染事故が起こった際には、地元のＮＧＯ

または行政機関からの要請を受けてＩＦＡＷが

動くという形をとっています。対応終了後も、

継続的に活動しています。リリース後の野生

動物を継続的にモニターし、この調査結果が

ＩＦＡＷの次の活動における科学的根拠にもな
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｢北海道における油汚染対策

～その現状と課題～」

萩原責浩

独立行政法人海上災害防止センター防災部業務

課業務課長。海上保安庁入庁、神戸海上保安部

巡視艇、海上保安学校教官、警備救難部海上防

災課等を経て、平成７年４月より海上災害防止

センター防災訓練所教官、平成１４年４月より

現職。この間、米国テキサス農工大学にて武者

修行し「流出油防除コース」「上級船舶火災コー

ス」「上級産業施設火災コース」等を修了。鹿

児島県志布志湾穀物運搬船座礁流出油事故、長

崎造船所客船火災、下I.[I沖キシレン流出事故、

伊豆大ｌ鳴門動車運搬船火災・油流出事故などの

現場第一線において黄任者として指柿を執る。

出光興産北海道製油所タンク火災消火につい

て、雌前線で自衛・公設消防に専門的アドバイ

スを行なう。平成８年から１３年、国土交通省

委託による「ＡＳＥＡＮ各|:'1に対･する海上防災対



策構築事業」にかかわる専ｌＩｌｊ家として各国に訓

査､技術指導および緊急時計画策定支援を実施。

独立行政法人「海上災害防止センター」は、

全国に約１６０ある独立行政法人のうち、唯一税

金によって運営されていない部署であります。

私たちの仕事は､｢非営利ダスキン｣であります。

油汚染事故が起きたとき、漂着した油を回収し

なければなりませんが、この回収費用は最終的

にタンカーの所有着に要求するわけです。この

点が自然災害と異なる点です。

なぜ「非営利」なのかとI11しますと、回収作

業をすることで利潤を追求するのではなく、環

境に最も影響が少なくなるような作業をしなけ

ればならないからです。

油を回収する時、投入する愛用と人材が増え

ると、きれいになりますか？答えはＮＯです。

私たちはファイヤーファイティングも行うので

すが、石油タンクが燃えているときほとんどの

人が「早く火を消せ」と言います。しかし私た

ちは、燃えている石油タンクのことだけではな

く、その風下のタンクへの延焼が起きないよう

に考えなければならないのです。真っ暗闇に一

本のろうそくが立っています。この光を目指し

て蛾が集まり、中にはその炎に飛び込んで焼け

死ぬのもいます。これを「キャンドル・モス・

シンドローム」と言います。つまり、起きて

いる災害そのものしか|ｌに入っていない状態で

す。守るべきものが何で犠牲にするべきものが

何か、ということ、また環境被害を最小に食い

止めるためにはどうしたらよいか、ということ

を私たちはいつも考えていかなければならない

市民公開「油汚染国際ワークショッブ」

のです。

油流出事故に置き換えた場合、私たち単独で

は対応することが出来ません。みなさんと協力

していかなければなりません。行政の対･応文書

はありますが、実際には人が集まって同じルー

ルと共通認識のもとで活動しなければなりませ

ん。緊急時計画は北海道、海上保安庁など陸、

海の両方の立場でそれぞれ作っています。今日

お集まりの皆さんは、野生動物保謹の立場でこ

のルール作りに参加することになるでしょう。

民間側では、漁業関係者、沿岸に住む住民、野

堆動物保護関係者などそれぞれの立場から、犠

牲にするもの救うものを官民共通の認識の下

で､油Iul収作戦を考えなければならないのです。

このような活動は、詰め将棋に例えられま

す。持っている将棋の駒の数、その動かし方を

熟知していて初めて効果的に攻めることが出来

ます。プロと子供の将棋の指し方の違いは、､先

を読んでいるかどうかです｡油流出事故の際は、

関係者全員が持っている駒を把握し、使う駒と

犠牲にする駒とを共通認識の下に選んでいかな

ければなりません。

では今からは、ナホトカ号（Ｎ号）油流出事

故とベンチャー号（Ｃ号、2002年２月鹿児島

県志布志湾）の事故との比較をしたいと思いま

す。もっともこの二つの事故では油流出鮭の違

いがありますので、イメージとして比較してい

ただければ幸いです。

ベンチャー号もナホトカ号と同じＣ重油オ

イルが流出し、砂浜4kｍに渡って漂着しまし

た。ナホトカ号のときは、町民がバケツをもっ

て集まり、油を集めました。靴についた油を岩

場でそぎ落とし、コンビニエンスストアにも出

入りする。善意で集まった人々が結果的に汚染

を広めることになってしまいました。駒の使い

方を知らなかった例と思います。
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ナホトカ別『故の際、集まったボランティア

は２７万人でした。しかし官と民が同じ視点で

将棋を指せたかと申しますと、出来なかったと

言えます。陸の側はオイルブームを張れと言い

ました。同じように、Ｃ号事故の際も海上保安

庁や地方自治体はオイルブームを張ろうと命令

しましたが、私はダメと言いました。油をその

場で回収しなければなりません。油の並が多け

ればオイルブームを張り、ポンプで吸うことが

出来ますが、鉱によっては違う回収方法を選択

することができます。このとき私は市民にオイ

ルブームを張らないことで批判されました｡そ

の人達は黄色いオイルブームにより安心感を得

られていたためのようです。しかしこの認識は

間違っていました｡

ナホトカ号のときの写真です。岸に油が漂着

しないように油汚染域の周りに張るオイルブー

ムを、ネックレスと呼んでいます。しかしその

翌日、日本海は荒れて、オイルブームの甲斐な

く油汚染が広がったのでした。ナホトカ号の事

例が次の事故に応用されるかは一概には言えま

せんが、油汚染域の100％を守れるわけではな

く、一部分を犠牲にして油を集め、そこで回収

作業をし、他の重要な沿岸域を守るという方法

があります。しかしナホトカ号事故の当時、自

治体の答えは、自分の駒を守りたいがために

ＮＯでした。この辺りの認識が関係者に徹底し

ていれば、防除作業がもっとスムーズなものに

なったかもしれません。

鋸

海岸に漂着した油は、Ｃ号の場合はＮ号に

比べて少しです。ゆえに技術的に全く同じよう

に比較することは出来ません。Ｃ号のときは海

岸を立ち入り禁止にし、汚染域を広げないよう

にしました。油回収の際は、できるだけ汚染し

た砂のみを回収したいのです。回収作業によっ

て軟らかい油が砂にしみこんで汚染域を広げた

り、廃棄すべき砂の戯を増やしたりすることに

繋がるからです。当時、事故後１週間は晴天が

続き気温が上昇するとの天気予報だったので、

軟らかい油を乾かすという方針をとりました。

■
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Ⅲ収作業にはボランティアを募集しました

が、人の命が優先されます。暑い日中の作業に

なりますので、日射病になってはいけません。

そのため､平日に募集することで人数を減らし、

抑iの４日間にトイレや飲み物、食べ物、救急

車や医療施設などを準備した上で、ボランティ

アには一日のみ働いてもらいました。地元の青

年団に半日レクチャーを行い、回収作業をする

場所を分担させ、それぞれのチームリーダーに

なってもらいました。また、同収した油はその

１１のうちに運ばなければなりません。Ｎ号のと



きは集めた油を入れたドラム缶を運び出すこと

ができず、翌日は海に沈んでしまいました。汚

染を拡大してしまったのです。

廃棄物処分については､県内処理が基本です。

Ｎ号事故の際は近隣の県で処理が出来なかっ

たため、九州や広島に運ばなければならず、１３

もの許可申請が必要でした。一方、Ｃ号の際は

規模が小さく県内で処理ができたため、迅速に

廃棄物処理作業を行うことが出来ました。

：重機をいれてオイルを'１１１収して３日目の写真

です。オイルポールが残っている、と言われま

した。しかし一粒残さず回収することはできま

せん。最後はバクテリアなどの自浄作用に任せ

るしかないのです。そこで砂をふるいにかけて

オイルポールを同収し、エアーレーションをし

て空気を含ませ、バクテリアが増えやすい環境

を作るところまで行いました。

残念ながら日本では行政のリーダーシップが

期待できません｡私たちが現場で考えることは、

流出した油ではなく人をコントロールするこ

とです。それぞれの立場の人が共通認識を持っ

て回収作業を行えるのかどうかです。私たちが

市民公開「油汚染国際ワークショッブ」

Ｎ号の油流出事故以降行いましたのは、全国を

M1って共通のルールについて識演をすることで

す。Ｃ号の事故は、ちょうどその地区で一年前

に講習を行った直後のことでした。

私は各地で年間３０講演ほど行いますが、そ

のうちの１箇所以上で事故が起こっている計算

になります。講演の後は、事故が起きなければ

私と会わないことになるので、石油会社の担当

著にとってはできればもう稗ぴ会わないほうが

幸いということでしょう。

ご静聴ありがとうございました。

｢野生生物保護の視点を取り入れたサハリン対

応の地域緊急計画について」

バーバラ・キャラハン（BarbaraCallahan）

ＩＦＡＷのＥＲチーム、国際鳥類救護研究セン

ターDirectorofResponseServiceso1997年に

|測際鳥類救護研究センター（IBRRC）に参加。

油汚染野生生物対応国際チームの一員としてフ

ランス､南アフリカおよびノルウェーでも活動。

ＩＦＡＷのＥＲチーム油汚染野生生物部門との

パートナーシップコーディネーターを務める。

アラスカ・アンカレッジ大学で鳥類の血液学お

よび微生物学を学び、生物化学の学位を取得。

野生鳥類のリハビリテーションに１４年間携わ

り、特に猛禽類に関して蝋富な経験がある。主

な活動爽紙はSelendangAyu号那故（アラス

カ2004)､Venturaでの原因不明油流出事故（カ

ナダ2005)。

私はバーバラ・キャラハンと申します。

ＩＦＡＷのＥＲチーム、また国際鳥類救誰研究セ

鵬



これがピルトゥン・ラグーンの写真で、た

いへん様々な生物が生息している地域です。写

真のこの時期には、沖合にニシコククジラや３

種類のアザラシなど多様な生物も生息していま

す。

ンターで働いています。今同Ｈ本に来ることが

できて大変嬉しく思っています。このような削

際ワークショップを企画してくださった方々に

たいへん感謝しています。日本は海に凹まれた

国ですので常に海上災害、とりわけ油流出事故

の危険性があります。そして、サハリンでの石

油生産活動が活発になりますと、タンカーの油

流出事故の危険性がさらに高まります｡今日は、

ＩＦＡＷがどのようにサハリンエナジー社に関

わっているか、また国際鳥類救護研究センター

がどのように協力しているかをお話ししたいと

思います。

このプロジェクトは始まってからまだＨが浅

いので、多くのことをしているわけではありま

せん。現場に行っての活動もまだ少ないです。

現在、サハリンでどのような資機材が入手可能

であるかを調査中でありまして、それが分かっ

た段階でサハリンエナジー社へ野生生物救護に

あたり、何が出来てどのようなことをしてほし

いかを提示していく予定です。今日の私の発表

のI|･'では、野生生物救護にあたりどのような要

素があるのかをお話していきたいと思います。

だきたいのは北の方で、ここは環礁になってい

ます。ピルトゥン・ラグーンという、大変すば

らしい生物の多様性がみられる地域です。この

ラグーンのすぐ沖合に油I:Hの掘削地点があるの

です。他にも北の方に掘削場所がありますが、

パイプラインを今後サハリン南部まで延ばす計

画があります。ここに、モリクパックという海

上掘削施設があるのですが、ここで掘削された

石油は貯蔵船に貯蔵し、流氷のない時期にのみ

タンカーで輸送するという形をとっています。

しかし、今後徐々に生産できる石油の量が増え

るにしたがって、パイプラインを使用して年中

輸出できるようにしようという計画なのです。

パイプラインは２本あり、液化天然ガス用のも

のと原油用のものです。この写真が流氷時期の

モリクパックのプラットホームです。ここには

沖合に浮上式の貯蔵船があります。
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これが烏の南部にあります石油輸出ターミナ

ルおよび液化天然ガスターミナルです。私は石

油開発や掘削については専門外であるのでこれ

以上の詳しい説明はしませんが、みなさんに地

理的なものを知ってほしかったのです。
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それでは次に、ＩＦＡＷが野生生物の対応計

画をどう作っているか、どのような役割を果た

し、サハリンだけでなく世界の他の地域で企業

と協力して活動しているかという話をしたいと

思います。

先ほどポールさんの話にもありましたが、

ＩＦＡＷでは様々な活動があり、ＩＦＡＷのキャ

ンペーンの中にはニシコククジラ保護のために

サハリンエナジー社そのものに反対する活動も

あります。そして皆様もご存知と思いますが、

サハリンや他の地域のＮＧＯの活動のおかげも

ありまして、サハリンエナジー社は当初のパイ

プラインを通すルートを変更しました｡しかし、

新しいパイプラインのルートについてはまだ公

表していません。

ＩＦＡＷの立場は独特であり、一方では企業

に対し世界的な観点において十分な野生生物

および環境対策をとるように要請しながら、他

方ではＩＦＡＷ内にＥＲチームを抱え、油流出

事故の際には野生生物救護体制を整え救護計画

を立て実行するというものです。それゆえにサ

ハリンエナジー社は、ＩＦＡＷが十分な環境対

策を要求する運動を続けることも知っています

し、もしも油流出事故が起きた場合に野生生物

救護をどのように行うかサハリンエナジー社の

能力を問う活動をすることも知っています。先

市民公開「油汚染国際ワークショッブ」

ほど油流Il剛故への対策は複雑だというお話が

ありました。これは野生生物救護についても同

じく非常に複雑ですが、どちらも到揃の準備が

-'一分であればあるほど、実際に油流出事故が起

こった際に迅速な対応が出来ます。

油流出事故はどうしても起こってしまうもの

で、そのときは海鳥や海棲liili乳類が被害を受け

ます。私たちの扱う対象は主に海鳥と小型の海

棲liiIi乳類です。油汚染に関するＩＦＡＷの見解

ですが、今11の111:界では石油への依存度が高い

です。このような仙界において油流出事故の起

こる危険性は、輸送するのがタンカーであれパ

イプラインであれ減ることはありません。そし

て海の環境に与える影響を妓小限にしたいと考

えています。この中には事故が起きる確率を最

小限にすることと同時に、油流出が及ぼす環境

への被害、野生生物の生息地への被害を簸小限

に減らすことがあります。さらにさきほどポー

ルさんが指摘していたように、意図的に油を

海に捨てるという行為をなくすことも含まれま

す。ＩＦＡＷが懸念する海洋汚染の発生源にな

る可能性があるものや、石油、ガス開発または

採掘において野生生物に悪影響があると考えら

れるものには、以下のものがあります。油流出

事故、石油埋蔵場所を探すためのテスト、船に

よる輸送、現地での建設作業による野生生物の

生息地のかく乱などで、輸送以後の活動も含ま

れます。

次に、救護対応計画に必要な要素を見ていき

ましょう。まず、救謹に関わる人達が救護に関

する十分な知識や訓練を受けていない場合、収

容された海鳥は死んでしまいます。私たちは蚊

初の対応をする人達に対しての識習会を開いて

います。サハリンでも今秋行う予定です。救護

された烏に対･し妓善の処祇をするためには、油

流11剛故が起こる前に野生生物のケアに関する

プロトコル、手I|剛:がなくてはなりません。そ

してすべての人がこのプロトコルに則った訓練

を受ける必要があります。

さらに全体の救謹計iI1jiや湘術|･iIIIiに加え、１ｉｆ
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任分担表を作っておく必要があります。油流出

事故が起きた時点で、自分が何の作業について

責任があるかわかっていなくてはなりません。

そしてどこの施設が利用可能か、ということも

把握しておかなければなりません。通常使用し

ている施設のどこをどのように変えれば救護セ

ンターになりうるのか、考えておく必要があり

ます。そういった施設は年中野生生物の救護治

療センターとなっていなくても、いざ事故が起

きたときにすぐに治療センターに変更できれば

いいのです。離れたところに専門施設を設ける

よりも、ボランティアと物資の集まりやすい場

所、また鳥の1愉送も可能な場所が近くに確保で

きれば、そのほうが良いと考えられます。

鳥が救護されたとき、すぐに適切な処置をし

ておけば、その後は長距離の輸送が可能である

ことが分かっています。救護された烏の一時避

難施設には､大きなスペースは必要ありません。

烏の体を保温し、水分補給ができればよいので

す。事故が起こったときに使える機材が倉庫な

どに常備されていればよいのです。この機材と

いうのは救護活動の最初の数日～数週間分あれ

ばいいと思います。さらにもっと機材が必要に

なった場合や遠隔地で事故が起きた場合、さら

なる機材の供給をどこからすればよいのかも考

えておきましょう。

覚えておいていただきたいのは、油流出事故

の対応というのは非常に大掛かりなもので、野

生生物救護というのはそのほんの一部分でしか

ありません。もしも、オイルフェンスを張るた

めに船をすべて使用されてしまえば、鳥を救護

するための船がありません。いったん事故が起

きた場合、船や人、機材の取り合いが部門間で

起こることがあります。そのため、野生生物救

護専用に使用できる機材を確保しておく必要が

あります。先ほどの発表にもありましたが、全

体的な計画にしても野生生物救護にしても、こ

の時期に行えば成功するというチャンスがあ

ります。ですから油流出事故が起こる前に、使

用できる人や機材を確認しておく必要がありま

3２

す。

これは、フィールドキットです。もし事故が

起きて、野生生物救護に行かなければならない

ときにこの袋一つ持っていけば、必要なものが

すべてそろっています。
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それでは実際にどのように対･応するかとい

うお話をします。まず、事故が起きたときアセ

スメントをします。被害を受けるであろう野生

生物の種類、数の評価を行う必要がありますの

で、それが出来る人が現場に行きます。ゆえに

全体の対策計画のなかに、野生生物救護部門が

含まれる必要があります。初期の判断により救

える鳥の数が左右されます。状況によってはオ

イルフェンスを張ることで重要な環境を守るこ

とができるかもしれないし、汚染地域に生息す

る野生生物を移動させる、また寄ってこないよ

うにする手段を講じることができるかもしれま

せん。これらは対応が早ければ早いほど成功の

確率が高くなります。

また、海岸で油汚染された鳥を収容すると

いう方法もあります。ただ、油汚染により海岸

に漂着した鳥はすでに衰弱している場合が多い

ので、船に乗って海上の鳥を網を使って収容す

る方が救命できる確率が高くなります。私たち

ＩＦＡＷのＥＲチームがすぐに現場で作業を行う

ことが出来ればいいのかもしれませんが、すべ

ての事故に対して行うことは難しく、それゆえ

に地元の人による対･応が求められます。

ケープタウンでのペンギン救出作戦では、

ゆっくりしている時間はありませんでした。事

故が起きた３時間後には、救護関係者に竜話し
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ました｡ていました。油流出の規模によってレベル１～

３に分けられます。規模が小さく地元の対応だ

けで処理できるものはレベルｌ、もう少し広い

地域での対応が必要なものはレベル２，国全体

での対応が求められる規模の事故はレベル３と

分類しています。規模の大きい聯故の場合は、

私たちも地元の方をお手伝いいたします。鳥は

生きている状態または死んでいる状態で漂着し

ます｡重要なのは種類と数を記録することです。

また、烏の生死に関わらず必ずⅢ収して、他の

動物が油にまみれた鳥を食べるのを防がなけれ

ばなりません。この写真はケワタガモです。こ

のカモは普段沖合いに生息していますので、こ

のように海岸近くで見られたときは海上で何か

異変が起きている可能性があります。

｢.

そして洗浄するセンターへ輸送されてきた烏

は、体力Iul復のためｌ～２１１間休養させ栄養と

水分の補給をします。その後、洗浄、すすぎ、

乾燥が済んだ烏はりコンディショニングの段階

に入ります。栄養を与え体重を回復させ、血液

検査により健康状態を見ます。そして重要なの

は羽毛の擬水性を完全にIIjI復していなければな

らない点です。リコンデイシヨニングの段階で

はプールが必要です。ここで完全に擬水性を回

復させます。プロトコールの11'には、リリース

の段階で満たすべき基準が書かれています。そ

れを脇が満たしたとき、リリースが出来ます。

その後で、研究者によるモニタリングを行いま

す。烏をリリースする前には脚に標識をつけて

おきます。

これまで私たちは幸運なことに、研究者、科

学者、獣医師と協力して活動を行うことができ

ました。以上が私たちの活動内容です。

ありがとうございました。
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市民公開「油汚染国際ワークショッブ」

【司会：黒沢信道】

次に、「油汚染に備えた自然資源損害アセス

メントとその手法」という題で講演をいただき

ますが、その前に、自然資源損害アセスメント

とは私たちにはあまりなじみがない言葉です。

そこで、この件に詳しいJEDICの植松先生よ

りI{|然盗源損害アセスメントと油汚染野生生物

救護との関わり.について説明していただき、事

前の理解を深めることにしたいと思います。

油汚染烏を収容したとします。まず、一時避

難場所で結椛ですので、保温と補液をします。

その間にセンターでは鳥の洗浄装侭と収容場所

を整え、一時避難場所からのi輸送方法を確保し

ます。これらのことはすべて同時進行で行われ

ますので、前もって十分な計凹があればそれに

したがって全員が同時に動き始めることが出来

ます。

ある程度烏の体調が安定すれば、長距離輸

送が可能です。写真はエトピリカです。写真で

は３羽が同じ縮の中にいますが、コロニーで生

息する同じ種なので少し狭く見えますが大丈夫

です。右側の写真はヘリコプターで輸送する際

の箱です。穴を開けて十分に換気できるように

なっています。写真の鳥は飛行機で６００マイル

の移動をし、その後車で救護センターに運ばれ

3３



【植松一良】

私は、ナホトカ号酬故の際にやり残した楕題

が、この脚然資源損害アセスメントであると考

えています。国際ルール上、油流出事故におい

ては「原因者」というものがいて損害賠償武任

がありますが、自然環境がどのくらい批害を受

けたかを生態学者が算出し原因者に請求しない

限り、お金が支払われることはありません。国

際ルールでは請求できることになっています。

しかし日本では未だ一度も詰求したことがあり

ません。私は行政やＮＧＯが主体となって野生

生物に代わり損害を請求することが出来るよう

になればと考えて、このようなワークショップ

を企画いたしました。

今Ⅱの講演者のグレン・フォードさんは、

ＮＯＡＡの委託で損害請求に関わった経験を持

つ方です。彼らが正確な評価をするためには、

何も起こっていない平常状態でのデータを皆様

がいかに集めてくださるかにかかっていますの

で、今liI1意外な内容に思われるかもしれません

が、講演を聞いて理解を深めていただきたいと

思います。

｢油汚染に備えた自然資源損害アセスメントと

その手法」

グレン・フォード（R､GlennFord）

R､Ｇフォードコンサルティング社長兼上級研究

員。専門領域は「脊椎動物の行動生態学および

個体群の動態論について｣。脊椎動物の空間利

用パターンの分析、環境変化に対する個体群の

反応および復帰率の分析、生態規模および個体

群配置川データの統計分析、油流出軌道の分析

および生物資源と生息地への危険度の分析、立

案および海洋資源管理のためのＣＧおよび情報

システムの開発、油流出による海鳥の死亡率

評価、浜に打ち上げられた鳥の収集および分析

データの調査などを行っている。学歴は、動物

学（カリフォルニア大学1979およびパロマ大

学1971)。
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私はグレン・フォードと申します。私は海鳥

の生物学者であり、何年も自然資源批稗アセス

メント(ⅣRDA)に関わってきました。今日は、

アメリカでは油流出の蛍任者がどのように海鳥

の死亡に関して賠償を行っているかをお話した

いと思います。さらに今Inlこのような場を戴い

たことを、カート博士と植松先生に感謝･いたし

ます。

油汚染により死んだ烏についてのＮＲＤＡに

は、二つの手続きがあります。一つ'1は死亡し

た鳥の総数を推定すること、もう一つは死亡し

た鳥のための補償です。どちらも決して簡単で

はありません。死亡総数の推定はしばしば困難

で、また補償の点でも死亡した烏の種のための

良いⅢ復方法が見つからないことがあります。

油汚染の鳥を何収しリハビリをすることは重

要なことですが、多くの烏は保護される前に死

んでしまうのです。エクソンバルデイーズ号の

事故のときは約800羽の烏が手当てを受けまし

たが、実際には３０万羽以上の烏が死亡したと

思われます。この事故以来、リハビリ技術は格

段に向上しましたが、いつのときも手当てを受

ける前に死亡する烏が多いのです。

被害総数の推定が附難であるのは、死体を

すべてⅢ収することができないからです。こ

の表は実験の結果を示しています｡海中に烏の

死体を置いて、どれだけの死体が海岸に漂着し

て、しかも人により発見回収されるかという実

験でした。時にはlnl収される率が50％以上の

こともありますが、５％の低い1111収率という結

果もありました。特にウミスズ類の、収は難し
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〈、しばしば０％の回収率ということがありま

した。
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さらに、いったん漂着した死体が再び海に流

されてしまうこともあるため、次のような実験

もしました。ルッケンバッハ号の事故は変わっ

た事故で､沈んだ船から事故後５０年間にわたっ

てゆっくりと油が流出し続けました。このと

きも発信機を使った実験を行いました。状態の

良い死体に発信機をつけ、腐食動物により捕食

されたときと同じように内臓と胸筋を除いた死

体のコントロールとしては、ペットボトルにウ

エットスーツ用のゴムを巻いたものを使用しま

した。再漂論した死体の'１１には、カニのような

底生生物に食べられたあとの骨とわずかな肉が

ついた羽毛だけの状態のものもありました。こ

のような死体は発信機がついていなければ、漂

着したこともわからなかったと思われるもので

す。また、岩の隙間やテトラポットに挟まって

見えず、発信機がなければ見つけられなかった

と思われる死体もありました。

この実験では、海岸のタイプ別に死体が何日

間海岸に残っているかを調べました。まず、死

体は急速に海に流されていき、雌終的にすべて

の死体が海岸から消えます。死体は海に運ばれ

たり、波のjilIかない海岸の商いところに運ばれ

たりしていました。１つ目は後ろに絶壁がある

形の海岸で手前はなだらかな傾斜になっていま

す。ここは波の作用が少ないです◎２つ目は岩

浜で、潮溜まりがあるような平たい海岸です。

j'ず‘；'ず診ず.ぎぎj'ずj，紗紗‘ず＃’

では、死んだ烏は回収されない場合どの‘
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では、死んだ烏は回収されない場合どのよう

になるのでしょうか。海に沈む、いったん海岸

に漂蒲したものの再び海に流される、捕食肴に

よる捕食、調査者の見逃し、人が近づけない場

所に漂着するなどです。油流出事故により消失

した烏の総数を見積もるには、以下のことが必

要になります。まず何羽の烏が回収されたか、

どの海岸を調査したか、洲在の頻度です。これ

らは一昨側、石狩浜で開催した海鳥海岸漂藩調

査のワークショップで参加者に実際にやってい

ただきました。そして捕食動物が運び去るまで

の時間､さらに可能であれば事故時の海の状況、

天候、肌、波、潮の状態を知ることで海鳥の流

されかたを推測することが出来ます。

エクソン号事故の後、私たちは烏の死体が

何日間海上に浮いているかを調べました。死体

には発信機をつけて船や飛行機で追跡調査をし

ました。１００kｍも離れたところに運ばれた死

体もありましたので、強力な発信機が必要でし

た。写爽はエトロフウミスズメにつけた発信機

です。アンテナが水につかないようにスポンジ

をつけて浮かせてあります。また下に錘がつい

ていますので、常にアンテナが上を向くように

工夫されています。しかし発信機全体の浮力は

死体を支えるほどではないので、死体が沈めば

発信機も沈みます。最初の何日間かは浮いてい

ますが、その後急速に発信機の信号を拾えなく

なります。殆どのものがlOI-I後には沈み始め、

201]後には殆どすべて沈んでしまいます。

|ll-l丙
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３つ目は前方砂丘海岸で波打ち際までの傾斜が

急で、波の動きが大きいです。３つ目の海岸の

形は最も早く死体が消失しますが、石狩浜もこ

のタイプの海岸でしょう。

また多くの死体は、調査者の発見前に小型哨

乳類やカモメなどの捕食者により運ばれてしま

います。最初は胸筋や内臓が食べられた状態に

なり、つぎにカモメなどが死体をばらばらにし

ます。最後には羽が数枚のみ残る、ということ

になります。また、ウトウなどの小さい鳥の死

体はトビやカモメ、カラスなどに運び去られて

しまい何も残りません。キツネは大きな鳥も運

ぶことが出来るので、引きずった跡しか残らな

いこともあります。私たちはこのような腐食動

物による調査を何度も行っています。調査自体

は簡単なものですし有用です。もしも北海道で

このような調査を行うのであれば、季節ごとに

調査を行うことが必要になります。なぜなら四

季の気候の変化が大きいからです。

これは鳥の死体を浜に置いて、毎日どのくら

いが残っているかを調べる実験です。死体が浜

から無くなっていく時間は様々です。小型の鳥

は消えるのが早いです。アラスカのような場所

では１～２日しか残っていません。一昨日の石

狩浜では、ほんの１～２時間で捕食動物に食べ

られたものもありました。北海道の捕食動物は

非常に効率の良い動物が多いですね。

色の鳥などは非常に発見困難です。カリフォル

ニアで実際に、あらかじめ死体を置いた海岸を

調査者に歩いてもらい、どのくらい発見できる

かを調査しました。砂浜に置いた小型の鳥を発

見できた確率は、わずか12.5％でした。一番発

見率が高かったのは、岩浜に大型の烏を置いた

場合です。また､海岸が絶壁で近づけない場合、

漂着した鳥を見つけることが出来ませんが、そ

のような海岸にも死体であれ生体であれ鳥は漂

着するのです。

では、海岸に漂着した鳥の死体数を基にし

て、どのように死亡した鳥の総数を推測するの

でしょうか。まず、風、潮の状態を確認し、ど

のくらいの鳥が漂着しなかったかを計算しま

す。また、海岸で回収された烏の数やその調査

の状況を基にして漂着した鳥の総数を計算しま

す。海岸に漂着した鳥の数を推定するために、

BeachedBirdModelというコンピュータソフ

トを使って計算します。

例えば１６羽の鳥が漂着したとします。その

うち、５０％が調査前に捕食者により持ち去ら

れたとします。実際の漂着調査は、海岸の半分

で行うことができたとします｡調査を行った際、

調査者は漂着死体全体の半数を発見できたとし

ます。これらの条件下では、実際には１６羽の

死体が漂着していても、調査者は２羽しか発見

できていないことになります。この場合、１羽

見つかった時には全部で８羽も死んでいるとい

う計算になります。これは簡単な例ですが、こ

のように数式によって計算します。実際の計算

式は、（実際に漂着した鳥の数）×（洗い流さ

れてしまわない確率）×（捕食者により持ち去

られない確率）×（調査者が発見する確率）＝

(実際に調査者が発見できた鳥の数）となりま

す。このようにして計算できれば、実際に漂着

したであろう鳥の数がわかります。

では、これからは海岸に漂着することのな

かった死亡鳥の数についてお話します。

事故が海岸から遠い場所で起こった場合、漂

着することなく海に沈んでしまう死体がありま

海岸の漂着調査をする調査者はすべての漂着

死体を見つけようとしますが、完全には無理で

す。幅も広く、様々な漂着物が多い海岸では、

死体を発見することが困難です。特に小型で褐
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す。漂着した鳥の死体数がわかれば海で沈んだ

数をコンピュータモデルにより計算することが

出来ます。このモデルでは、流出した油の動き

を推測するコンピュータモデルと同じものを使

用します。というのは、死体は油と同じように

風や潮により移動するからです。

このようなモデルを使川するためには、ンＩｉ故

前の鳥の分布を知らなければなりません。カリ

フォルニア州のポール・キャリーさんらのチー

ムは、海鳥の観察を行っています。油流出事故

が起こると､油が流れてくる前に生息地に行き、

総数をカウントします。その調査の数時間後に

はＧＩＳを使川して、生息地と数を地図上に記

入します。この情報は油汚染対策に非常に有効

です。

いったん死亡総数がわかったら、次はどのよ

うに回復させるかという話になります。ＮRDA

では、死亡した烏のために補償が行わなければ

ならないということになっています。つまり、

事故を起こした黄任者が被害を受けた鳥の狸を

事故前の数にもどさなければならないというこ

とです。実際に被審を受けた種の個体数の'''１復

が困難であれば、類似の種の個体数回復でも良

いとされています。個体数にどれだけの損害が

あったかを測定するには、経済学者が使用して

いるトリネンスーという概念を使います。

ではどのように補償するのでしょうか。

NRDAによると、烏に失われた年数と同じ年

数を回復させなければならないという義務があ

ります。具体的には以下のような方法が考えら

れます。使われなくなったコロニーの復元、海

鳥を捕食する動物の数をコントロールする、繁

殖地の保護、漁業活動によって死亡する烏の数

を減らす、場合によっては一般の人への啓蒙活

動などです。

市民公開「油汚染国際ワークショップ」

使われなくなったコロニーの復元は、木やプ

ラスチックで作ったデコイを置いたり、鏡を侭

いたり、テープで烏の声を流したりして行いま

す。こうすることで、鳥が再びコロニーを使川

するようになります。多くの海鳥は捕食者によ

る危険も多くあります。ネズミや野生化した猫

もコロニーにとっては脅威になります。これら

は人間によって持ち込まれた動物ですので、民

や毒餌によって駆除することも可能です。また

繁殖地の保護という点では、マダラウミスズメ

が巣を造るアメリカスギの植林をして繁殖地を

増やすことも方法の一つです。ただ、このアメ

リカスギは剛lliですが。

漁業活動から死亡する鳥を減らすには、あ

る区域を禁漁にしてその漁業者に対して補償を

することや、漁業者に援助をして海鳥に対して

より安全な網を買ってもらうことなどがありま

す。

一般市民の啓蒙活動としては、コロニーに

ウェブカメラをつけて人々が見られるようにす

ることもできます。さらに標識やトレイルを営

巣地の近くにとりつけることもします。人々に

知識を深めてもらい、コロニーヘのかく乱を減

らすための試みです。

ＮRDAを作成するにあたり、JEDICで考慮

した方がいいと思われる点が幾つかあります。

一つ目は、海‘鳥海岸漂着モニタリングプログラ

ムを行うことです。この利点は、参加若が調査

に‘慣れてもらい、また手順が事故前に確認でき

ることがあります。自然での海鳥の死亡率も把

握できます。二つロは海鳥の生息地を示すＧＩＳ
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があると良いと思います。藤田さんは既にフェ

リーを使用して調査されていると聞いています

が、さらに広い地域で調査できると良いと思い

ます。三つ目は捕食動物が漂着物を持ち去るの

に何日くらいかかるかのデータがあると良いと

思います。最後に油流出事故が起きた際、鳥の

生息数をカウントできる方法、船や空からの調

査法が確立できていると良いでしょう。

以上です。ありがとうございました。

質疑応答・ディスカッション

【質問】萩原さんへの質問です。北海道では冬

季流氷がありますが、油流出事故の際、流氷の

影響はあると思われますか？

【萩原】カナダやノルウェーなどでは、流氷期

間における流出油対応の手法の研究が進んでい

ます。日本で流氷がある海で事故が起こったと

きは､その手法を導入するといいと思いますが、

日本における流氷は海の表面をがっちり覆って

しまうことがあり、そのときの氷の状況と流出

した油の量によって方法を考えなければなりま

せん。ただ、流氷期でも海岸への油の漂着はあ

ると思います。

【質問】バーバラさんへの質問です。流氷があ

る時期の野生鳥獣救護に対しての考えが何かあ

れば教えてください。

【バーバラ】冬でも夏でも基本的に野生生物救

護の対応に変わりはありません。ただ、冬は動

物が低体温になりやすいため、救護が成功する

時間が限られるかもしれません。

【質問】グレンさんへの質問です。海岸に漂着

した鳥が生きていて救護センターに運んだ場合

のカウントは、どうしたらいいのですか？
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【グレン】漂着した鳥が死んでいなくても、回

収され救護施設に運んだ個体は死体としてカウ

ントしています。なぜなら、放置しておけばそ

の鳥は死んでしまうからです｡ただ､状況によっ

ては死亡個体総数の推定のための計算方法が異

なることもあるかもしれません。．

【司会】今回GISのお話がでていますが、日本

ではどのような状況なのでしょうか。今回ワー

クショップにご出席の小野さん、長さんにお話

をいただけないでしょうか。

【小野宏治】日本海鳥グループの小野です。日

本では現在、太平洋上の海鳥コロニーのデータ

ベース化を文献から行っています。海上の海鳥

の分布についてもデータベース化を行っていま

す。しかし、実際にそのデータベース化のため

の調査は行われていません。これは日本におい

て調査の手法も決まっておらず議論中であるか

らです。また、日本には海鳥用の調査船さえな

い状態で､実際に調査が行われることになれば、

NGOやボランティアの協力を仰ぐことになる

でしょう。

【長雄一】北海道環境科学センター自然環境部

野生動物科に所属しています長といいます。北

海道でも、海鳥のコロニー情報がまとめられつ

つありますが、海上の海鳥分布情報はほとんど

ありません。先日のマリン・オオサカ油流出事

故の際、多くのエトロフウミスズメが漂着した

ことがあり、これは私たちには意外なことでし

た。日頃の海上での海鳥分布の調査の必要を感

じています｡GISの整備は進んできていますが、

早く海上にも範囲を広げる必要があります。た

だ、日本では漁業における混獲問題もあり、死

亡個体のカウントについては考慮が必要です。

【司会】ナホトカ号事故のときの海鳥被害の状

況を教えてください。



【古南幸弘】日本野鳥の会の小南です。今日受

付でお配りした「ナホトカ号油流出事故にお

ける海鳥被害調査活動記録」という報告書の

219ページに、環境省が当時行った被害海鳥の

数を推定した記録があります。これは日本野鳥

の会も含めたＯＢＩＣというＮＧＯが行った海岸

漂着した死体の記録をもとに、環境省がシミュ

レーションしたものです。このシミュレーショ

ンの方法と結果は報告書にもありますが、ウミ

スズメの場合、発見された数の２～2.3倍の死

亡数が算出されています。コンサルタント会社

によって、被害を受けたと思われる海上の場所

についても推定されました。この類のことはナ

ホトカ号のときに初めて行いました。ただ、こ

の結果をもとにして被害額の計算や個体数回復

にかかる費用の請求や、回復方法についてのプ

ロジェクトを立ち上げるまでには至っていませ

ん。その部分が日本のこれからの課題と考えて

います。いずれにしてもきちんと個体数の回復

まで行わないと意味がないので、ナホトカ号事

故のときは前半だけやった例、ということにな

ります。

ナホトカ号事故では、カンムリウミスズメ３

羽の死体が発見されています。実際には何羽死

んでいるか分かりませんが、この個体数回復の

対策を行っていません。現在カンムリウミスズ

メのコロニーはカラスやドブネズミの影響も受

けて､良い状態でない場所がたくさんあります。

この回復計画は是非実行しなければならないと

考えています。

【箕輪多津男】昨年まで日本鳥類保護連盟に所

属していました箕輪と申します。現在は野生

動物救護協会（WRV）におります。当時環境

省に予算を組んでいただいて、アセスメント会

社に被害鳥の数の推定を委託しました。この際

参考にさせていただいたのは過去のアメリカの

文献などで、これを元にシミュレーションを行

いました。ただ、今までのお話にもありました

が、日本には洋上の海鳥分布データがなかった
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ので、対象種はウミスズメとウトウでしたが、

洋上に一様に分布するという前提で行うことに

なりました。本当にそれが妥当であったかはわ

かりませんが、その結果はウトウの場合５～７

倍という結果になりました。やはり前提になる

データが必要なので、船を出して洋上における

調査ができると良いと思いました。詳しい報告

書が別刷りになっていますので、機会があれば

ご覧いただければと思います。以上です。

【グレン】私も海鳥の海上分布を把握すること

が必要不可欠だと思います。特に油流出事故の

際には、海岸での対応計画を立てるにも必要に

なります。事故発生後速やかに決定しなければ

ならないことには、船がどこに沈没して油がど

のくらいの量でどの方向に流れる可能性がある

かを把握し、実際に油をどう誘導してどの海岸

に導くのかということがあります。この決定に

は海上の海鳥データも必要になります。被害規

模についても、計算上は実際に回収した数の数

倍～１０倍の数字が出てきますが、普段の海鳥

分布数のデータがあることでより大きな科学的

根拠になるわけです。また、推定方法や計算法

などＮRDAの重要性を日頃から皆様に理解し

てもらうことが必要です。

【質問】ＮRDAを行う法的根拠は国にあるのか

州政府にあるのか、また船舶会社の事故時の賠

償する義務を課すシステムはどのようになって

いるのですか。

【グレン】長年ＮRDAに携わってきましたが、

法的根拠がどちらにあるのか考える間もなく

やってきました。被害を受けた資源に責任を

もつ立場の人は、ＮＯＡＡ、アメリカ漁業野生

生物局、アメリカ先住民、州、軍、公園管理者

などです。これらのどこか一つが中心になって

NRDAを行っていきます。被害評価について

は他のところも参加して行い、請求先を求めま

す。
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【萩原】日本でも、請求には非常に厳しい査定

が入ります。これは自動車事故のとき保険屋さ

んがどこまで認めてくれるかと同じです。物品

に対しても何個、何円、という細かく計算しな

ければならないので、野生生物に対しては非常

に厳しい科学的根拠が求められます。また、船

自体の保険ではなく、第三者に対して損害を与

えたときのための保険は、共済組合と同じで船

主さんたちがお金を出し合って行っていますの

で､営利を求めるものでなく査定は厳しいです。

【質問】油流出事故時に生態系保護のための補

償は認められると思うのですが、野生動物救護

が動物愛護の立場から行われた場合、原因者に

補償責任がありますか。

【バーバラ】非常にいい質問です。ケースバイ

ケース、と言えます。例えばタンカーによる

油流出事故が起きたとき、国際公害補償条約に

加盟している国であれば、そのような補償制度

があります。以前は国際油濁補償基金が野生動

物の被害の補償について積極的ではなかったの

ですが、昨年１１月になって初めて油汚染を受

けた野生生物に対しての指針を示し、野生生物

も補償の対象になりました。今後期待できるで

しょう。

【ポール】付け加えるとするならば、かかった

費用についてかなり細かく記録しておかなけれ

ばなりません。そうすることでかかった費用の

正当性が主張できるからです。

【バーバラ】私からも付け加えますと、動物福

祉の観点からケアに関する基準があります。運

ばれてきた野生生物の痛みや状態によっては速

やかな処置が必要になることもあります。野生

生物の生命を救うには時間、空間、お金、私た

ちのエネルギーがかかるので、一つ一つのケー

スについて記録を残しておかなければなりませ

ん。
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【司会】救護活動の話もしたいと思います。当初

私たちは、船を出して鳥を捕まえることは危な

いからしてはいけないという考えでしたが、バ

ーバラさんは船を出して捕まえるとおっしゃっ

ていましたね。

【バーバラ】どんなときも人命が優先されます

ので、十分な訓練を受けた経験のある専門の人

が船に乗って救護に出ます。以前事故があった

時には、担当者が悪天候の中、事故のあった海

岸近くに寝泊りし、毎日安全を確認して、海に

出られるか話し合って決定していました。烏の

健康状態を考えると、海上で捕まえたほうが回

復は早くなると言えます。

【質問】スペイン沖の事故のときは採用されな

かったけれど、バクテリアによる油分解の手

法も選択肢に挙がりました。他にも海上で油を

燃やすという方法も実験されていると聞きまし

た。現在の油処理の最新情報があれば教えてく

ださい。

【萩原】バイオによる処理ですが、バクテリア

処理させるために栄養剤を混ぜる場合と、他か

らバクテリアの移入をさせる場合があります。

しかし空荷の船舶の重しとして使用する海水

(バラスト水)が目的地で捨てられることにより、

本来自然界では起きないような、他地域のバク

テリアが移入されてサンゴ礁が破壊されるなど

の生態系破壊が起きることがあります。同じよ

うに、バイオによる油処理をすることで生態系

に予想外の悪影響がおよぶことを懸念している

こともあり、日本ではバイオ処理の導入にはあ

まり積極的ではありません。

もう一つはオンサイトバーニングという方法

です。オイルフェンスで囲った油を洋上で燃や

すという方法で、カナダとアメリカの海上保安

庁でも実験をし、認められています。しかし日

本では海が荒くオイルフェンスの使用は困難で

す。また、大気汚染の問題もあり、これも日本



では困難かと思っています。

【司会】それでは、論点はほぼ出たと思います

し時間にもなりましたので、これにて閉めさせ

ていただきたいと思います。

【奥谷実行委員長】皆さま、お忙しいなかを集

まってくださって、また長時間にわたり熱心に

ご討議いただきありがとうございました｡また、

野生生物救護先進国から有意義な講演をしてく

ださった講師の皆さまに心より御礼申し上げま

す。

これで本日のワークショップを終わらせてい

ただきたいと思います。

【司会】この会の運営は、ワークショップ実行

委員会、ＩＦＡＷ、JEDICのほかに、数名のボ

ランティアスタッフにも協力いただきました。

通訳の方、講師の方々、ボランティアの方々に

感謝の拍手をもって終わらせていただきたいと

思います。

(会場より大きな拍手）

市民公開「油汚染国際ワークショップ」
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J０５年６月１９日･I’札札岬 震葡璽擢識》芝議

この関係者会議は、油汚染国際ワークショッ

プにおける６月１６日から１８日の内容に基づき、

｢北海道における、野生動物保護と自然環境保

全という視点からの油汚染対策の具体化をめざ

す」ことを目的に、関係者に呼びかけて開くも

のです。（呼びかけ人：同ワークショップ実行

委員会、ＩＦＡＷ国際動物福祉基金、JEDIC日

本環境災害情報センター）

関係者の間で現状認識を共有し、問題点や不

足点を挙げて、今後の緊急時計画策定に向けた

アクションプラン（行動計画）を作ることを最

終目標としています。

会議の進め方

１．１６日から１８日までの内容について各担当

者からの報告

・１６日（ビーチ・サーベイ講習）

・１７日（油汚染鳥救護技術講習）

・１８日（講演会）

２．北海道沿岸の野生生物についての情報

・海鳥の生息情報（長さん、小野さん、藤田

さん、大館さん）

・海獣類の生息状況（渡辺さん）

・海岸生態系の概況（演田さん）

３．現在成文化されている緊急時計画

・北海道の作成した「流出油事故災害対策マ

ニュアル」について（本郷さん）

・他地域における地域緊急時計画の策定例

（植松さん）

４．これまでの油汚染被害対策の経験から

・マリン・オオサカ号座礁事故時の対応につ

いて（武田さん）

・ナホトカ号事故時の北海道での救護活動に

ついて（盛田さん）
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・海獣類の保護収容体制について(角本さん）

５．活動を担保する体制について

・沿岸の生物、生態系の情報収集について

・現在運用中の北海道傷病野生鳥獣救護シス

テムについて

・油流出事故に関するカリフォルニア州法の

例（植松さん）

６．今後の活動、特にアクションプランの作成

について

・アクションプランの作成と協力関係

・アクションプランの提出先

・アクションプランに必要な要点

．特に検討すべき課題、盛り込むべき課題

７．その他

【司会：黒沢信道】私は黒沢信道と申します。

今回の油汚染国際ワークショップ実行委員会の

メンバーで、野生動物救護研究会の会員です。

今日は野生動物や自然環境に関係する方々

にお集まりいただきました。昨日までのワーク

ショップの内容を受けて、関係者でこれからど

のように行動していったらよいか、実際に油汚

染事故が起きたときに野生生物および海岸生態

系の保全にどのように貢献することができるか

を考えていきたいと思います。

まず､６月１６日から昨日までのワークシヨッ

プの内容について、簡単な報告をしたいと思い

ます。

【渡辺有希子】６月１６日は石狩浜で、グレン・

フォードさんに講師をしていただいてビーチ・

サーベイの講義と講習を行いました。せっかく

の機会なのでできるだけ多くの人を、と思った

のですが、定員が20数名というのだったので、

これから野生動物救護のリーダーやサプリー



グーになっていく人達を優先して考え、希望者

と関係者の中から参加者を選定させていただき

ました。博物館の方や漂着物学会のビーチコー

ミングを普段から行なっている人達、鳥類研究

者、日本野鳥の会や自然保護協会に所属してい

てよく浜辺を歩く人達に対象を絞って、今回は

実施いたしました。

最初にグレンさんの講義を聞き、データの取

り方、記録用紙にどのように記入していくのか

を教えていただきました。その後実際に浜に下

りて、事前に苫小牧の鳥獣センターから提供い

ただいて砂浜に置いておいた６羽の鳥の死体を

見つけてタグをつけ、記録をつけるという実習

を行いました。石狩浜では、先のマリン・オオ

サカ号事故時のものと思われるオイルボールが

実際に落ちているのを見ることもできました。

以上です。

【盛田徹】ウトナイ湖野生鳥獣保護センターの

救護を担当しています盛田と申します。１７日

はカートさん、ポールさん、バーバラさんにウ

トナイのセンターまでおいでいただきまして、

油汚染烏の洗浄について学びました。私たちも

すでに洗浄の経験はありましたが、新しい洗浄

法習得などのスキルアップのため講習をしてい

ただきました。

まず講義をしていただいて、その後洗浄実習

に入りました。当初１０名という予定でしたが、

獣医師、リハビリテーター、センターのボラン

ティア、獣医学科の学生など約20名で受講し

ました。

私の感じたことを申しますと、洗浄のテク

ニックはほぼ以前のやり方と変わらないと思い

ましたが、違う点は鳥の保定の仕方でした。以

前は体と噴を持つということでしたが、職をつ

かむと鼻孔を塞いでしまう恐れがあるため、頭

部を保定するよう指導されました。また洗浄前

の目薬は、現在では洗剤が改良されたため使わ

ず、特に眼軟膏は油分が羽毛に付着する恐れが

あるため使用しないとのことでした。三点目は

油汚染国際ワークショップ関係者会議

すすぎの場面ですが、できるだけ鳥にストレス

をかけないために頭からシャワーを流すように

していました｡講習は予定通りに終了しました。

以上です。

【奥谷浩一】奥谷です。１８日の公開ワークショッ

プについて報告します。

最初にポール・ケルウェイさんからIFAW

の活動についての報告がありました。ＩＦＡＷ

の歴史、現在の活動、日本のIFAWの活動に

ついての説明がありました。次に海上災害防止

センター防災部の萩原貴浩さんより「北海道に

おける油汚染対策～その現状と課題～」という

お話がありました。萩原さんはナホトカ号事故

にも関わっておられまして、救護活動や海岸で

の油処理について非常に詳しいお話をいただき

ました。また、北海道沿岸における油処理対策

についても提言されました。

ＩＦＡＷのＥＲチームおよび国際鳥類救護研究

センターのバーバラ・キャラハンさんは「野生

動物保護の視点をとり入れたサハリン対応の地

域緊急時計画について」ということで、サハリ

ンにおける油田開発の現状と油汚染が野生生物

にどんな被害を与えるかについて、また油汚染

された鳥類の処置とリハビリテーションについ

て非常に詳しい説明を戴きました。続いてグレ

ン・フォードさんから「油汚染に備えた自然資

源損害アセスメントとその手法｣ということで、

ＮRDAについて説明をいただきました。被害

補償計算の際に科学的根拠になります海岸漂着

物調査についての詳しいお話がありました。専

門家の識見に裏付けられたお話で、私自身も大

変勉強になるものでした。

フリーディスカッションでは、特徴的な意見

だけ申しますと、最大の関心は石油タンカーの

日本海域航行が通年になるということで、海氷

期の油防除の方法というあまり研究されていな

い分野に質問が集中いたしました。また日本で

は、海鳥の海上での生息分布の情報が不足して

います。マンパワーが少ないので市民の協力を
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得て情報収集していかなければならない、とい

うこともありました。海岸からの調査だけでな

く、洋上調査も行わなければならないという意

見が出されました。また、ＮRDAについては

わが国ではまだこれからの課題であるため、今

後どのように進めていけばいいかの意見交換が

ありました。人的被害だけでなく、野生動物へ

の被害をどのように補償に組み込んでいくかが

私たちの考えるべき課題であると意見がありま

した。以上です。

図にも自分で落としましたので、まさにマンパ

ワーであります。
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【司会】以上、３人の方からワークショップの

これまでの３日間の内容を簡単にですが報告し

ていただきました。

次に、まず共通認識を作ることが必要だと

思いますので、レジュメの２の項目に入りまし

て、北海道沿岸の野生生物についての情報をお

持ちの方々から順次情報をいただきます。まこ

とに申し訳ありませんが、盛りだくさんの内容

になってしまい沢山の方々にお話いただく予定

になっているにもかかわらず１時間しかありま

せんので、要点だけをかいつまんでお話いただ

くようお願い致します。まず、海鳥の生息情報

について、長さんにお願い致します。

ここにはコロニーが沢山あるように見えます

が、この地域は海鳥学者が多くよく調べられて

いるということで、他の地域の小さなコロニー

についてはよく調べられていないというのが

私の考えです。これをまとめたときに北海道に

おける繁殖数を出せ、ということだったので、

2002年にまとめました。ウミガラスが、現在

はもっと減っていると思いますが、この時点で

１０つがい、エトピリカは１５つがいくらいでし

た。このときは海鳥が過去からどのくらい減っ

ているのかを調べました。ウミガラスは年間

25％の急激な減少傾向が見られました。これ

は絶滅危倶のランクですが､､ウミガラスはこの

ように高いランクであるのがわかります。ウミ

ガラスは皆さんもよくご存知のように天売島で

は万羽レベルの数であったのが現在ではこのよ

うに減り、道東の無人島であるユルリ・モユル

リ島では以前は生息していたのですが、現在は

いなくなりました。エトピリカも急激に減って

います。この繁殖地は北海道東部に限定されて

います。ウトウは天売島が日本最大のコロニー

で､現在も一定の数を保っていると思われます。

【長雄一】北海道環境科学研究センター自然環

境部野生生物科の長と申します。生物学者で

す。北海道の海鳥繁殖地の現状について発表し

ます。

北海道は海に囲まれた一つの島で、これが自

然環境として特徴付けられるかと思います。流

氷も流れてくるので、サハリンで石油事故が

起これば影響を受けると思われます。また沿岸

にはこのように寒流と暖流があり、海流構造的

にも特徴的な場所であります。今日は北海道の

海鳥の生息状況を発表されたいということです

が、これは文献的にどこに海鳥のコロニー（集

団繁殖地）があるかを示した図です。これはす

でにペーパーになっています。これはＧＩＳで

はなく、これらのデータをエクセルでまとめ地



ウミネコについては、見つかっている繁殖地は

ここに示したとおりですが、増えていると思い

ます。オオセグロカモメの繁殖地も増加してい

ると思います。

種名

ウミガラス禽禽

エトピリカ向念

ケイマフリ☆

ウミスズメ・☆

ウトウ

ウミネコ

オオセグロカモメ

チシマウガラス･倉

ウミウ

ヒメウ

オオミズナギドリ

コシジロウミツバメ

.･絶滅危慎種１Ａ類

･絶滅危倶種Ⅱ類

繁殖つがい数 最近１０年間の増減

く１０ －２５％

１ －１０％

1０ －８～１５％

＜２ 一 ？

300,000 ＋１５％

30,000 十？

＞１０，０００ ＋１０％

２５± gtabl

＞３，００ ＋５～１０％

＞１ St弓bＩ

1２ 一？

900,00 ＋？

私は1997年よりある島でエトピリカのコロ

ニーを観察しております。ここには９つがいが

生息していて、日本最大のコロニーです。北方

領土も近くに見えますが、定置網も多く設置さ

れていて漁業利用密度の高い地域です。この写

真はロシアの管理下にある島です。ロシア側に

はエトピリカが多く生息し、日本に近づくほど

生息数が減っています。

この情報はコロニーの情報です。海鳥は海で

餌をとり、繁殖期以外は海の上で生息していま

す｡これまで海上の情報は少なかったのですが、

1999年に北海道水産試験場の船に乗せてもら

いカウントしました。これは襟裳岬周辺で、２

月にはウミガラス、ミズナギドリやウトウが多

く確認され、流氷の外縁に多く分布していまし

た。数は少ないですがこのような海上での調査

も実施しています。海面の海水温度との対応関

係を調べましたが、ある水温の海域に海鳥が集

まっています。海洋構造と海鳥の関係を調べて

いけばある程度、海洋構造からの海鳥の分布推

測が可能なのではないかと思います。

油汚染国際ワークショップ関係者会議
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最後に宣伝です。現在環境省から予算をい

ただいて、野鳥の大量死の原因になりうる病

原体のデータベースを作っています。獣医師

にも参加してもらい行っています。途中で鳥イ

ンフルエンザがはやった時期がありましてイン

フルエンザの研究と誤解されがちですが、他の

病原体についても大量死につながるものを特定

し、ＧＩＳや他のデータベースに載せていきたい

と思っています。酪農大学の学生さんにも、救

護したけれど死んでしまった野鳥の死因を調べ

てもらっています。これらの情報を救護関係の

方々と共有しデータベース化できればいいと考

えています。油汚染についても情報を共有して

いけたらいいと思います。以上です。

【司会】ありがとうございました。続いて日本

海鳥グループの小野宏治さんです。

【小野宏治】実は前日まで天売島にいて調査し

ていましたので、準備が不十分で資料などは

何も持っていません。昨日、フリーディスカッ

ションの際に少しお話させていただきました

が、我々がどんなことをやってきたということ

と、何が問題なのかをお話したいと思います。

昨日グレン・フオードさんのお話のなかで

ベースラインデータの話が出てきたと思います

が、実は日本の海鳥研究者は多くなくて、仕事
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として研究できる立場の人があまりいないので

す。アメリカでは大学や政府の調査機関に所属

して調査研究をする人が多いのですが、日本で

は殆どが仕事は別にあってその傍らで調査をし

ている人です。日本の海鳥研究者のネットワー

クができていなかった10年ほど前に、今回ご

参加の藤田さんらとともに海鳥研究グループを

立ち上げました。ちゃんとした形になったのが

2000年で、始まったばかりです。

どのようなことをやっていくのかは３つあり

ます。１つ目は航路からの観察データです。日

本ではまだ調査マニュアルもなかったので海外

のマニュアルを翻訳して、日本でもデータベー

スの標準化を始めました。日本の航路調査は調

査船でくまなく回るのではなく、フェリーを用

いての調査です。北海道では羽幌から天売、ま

た稚内から利尻を結ぶ航路でデータが取られ

ています。ただ、それ以外の海上では殆どデー

タがありません。例えばマリン・オオサカ号事

故の際の石狩浜沖などはフェリーがないため、

我々は調査することが出来ず、データを持って

いません。ゆえに情報がかなり偏っています。

海岸については、北海道海鳥センターという

施設が海鳥の研究施設としては日本で初めてで

きたわけですが、私はそこに勤めて1997年か

ら３年間、海岸漂着調査を月に２回ずつ行って

きました。そのなかで市民向けに講習会も開き

ました。しかし一般の人々の関心は低く、鳥の

死体を敬遠している現状でした。我々自身も海

岸を見る時間が十分ではなく、北海道全体では

海岸が広く人が足りないため、全部の海岸をカ

バーできないのです。調査という形では市民が

関わりにくいと思いましたので、シヨアウオッ

チ・プログラムという啓発も兼ねた海岸観察お

よび調査のようなプログラムも考えましたが、

実行する側の人が多‘忙だったため、立ち消えに

なってしまいました｡名前が悪かったのか､シュ

ワシュワと消えてしまいました。

コ ロニーのデータベースについては、 ア メ

リカから強く指摘があったため、環境省から
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委託を受け2001年から日本における海鳥のコ

ロニーデータベース化を始めました。このとき

我々はまず、すでに発表されている海鳥に関す

る文献からのデータベースを作りました。海鳥

に関する文献は1,000件以上ありましたが、そ

の中に書かれている繁殖に関する情報をすべて

データとして用いました。それが2,000以上あ

りました。北海道での海鳥情報は長さんのコロ

ニーデータをデータベースの核にさせていただ

きました。コロニーデータベースにもかなり偏

りがあり、例えば天売島は調査者が多いので情

報が多く、繁殖成功率などまでわかる詳しいも

のです。

しかし北海道はまだ情報が多い方です。例え

ば小笠原諸島の北硫黄島などでは、クロウミツ

バメの情報は1920年代が最後になっていまし

た。クロウミツバメについての補足ですが、日

本でも北硫黄島と南硫黄島の２箇所でしか繁殖

していないと言われています。日本でのデータ

ベースは欧米諸国と比べ、情報量が非常に少な

くデータベースとしてはまだ使えないものだと

思っています。

また、グレンさんのお話にもでてきました

が、北海道でも海鳥のレストレーションプログ

ラムが盛んに行われていて、私自身も天売島で

ウミガラスのレストレーションプロジェクトに

関わっています。さきほどウミガラスの数が激

減しているという話がありました。７０年前に

４万羽いたという記録が残っていますが、昨年

の調査では’８羽と大きく減ってしまいました。

これに対しデコイや音声装置による誘引などを

はじめとして、外国の研究者からの情報もいた

だいて対策に当たっています。また、オオセグ

ロカモメやハシブトガラスなどの捕食者の影響

の大きさ、漁業など人間活動の影響を調べてい

ます。日本の漁業は実はたくさんの海獣類や海

鳥を殺してしまうのですが、漁師さんもそうし

たくてしているのではないし、この問題の改善

には市民の力、マンパワーが必要と考えていま

す。



市民のパワーを得るためには、啓発に力を入

れなければならないと考えています。啓発活動

については昨日のシンポジウムでは話ができな

かったので今日させていただきますと、まずは

施設を利用した展示、ホームページ、「海鳥を

知ろう（LearnAboutSeaBirds)」というアメ

リカのプログラムの翻訳に日本向けの内容を付

け加えたプログラムを作成しています。近所の

子供たちや実際に天売島に来た人に対してこの

プログラムを行いながら、日本版を開発しつつ

あります。

ベースラインデータ作成やレストレーショ

ンプログラムなどへの市民参加において問題と

なるのは、例えば調査において一定の精度を必

要とするものには誰でも参加できるわけではな

くなってしまうこと、海岸漂着調査で鳥を見つ

けようと呼びかけても鳥に興味のある人の大部

分は都市部に住み、定期的に頻繁に海岸を見回

れるわけではないことです。しかし、都市部に

住む人にはその人にできることがあると思いま

す。例えばデータ入力、烏の識別、プログラム

の作成などです。このように市民の協力を考え

るときに実効性のある長続きするような方法に

ついて、これから話し合っていきたいと思いま

す。以上です。

【司会】ありがとうございました。次は北海道

にお住まいではありませんが、同じく海鳥グ

ループで全国的な調査を担当しておられます藤

田さんからお話をいただきたいと思います。

【藤田泰宏】海鳥研究グループに所属していま

す藤田です。私がお話しするのは、野球でもメ

ジャーリーグとマイナーリーグがあり、子供た

ちが小さなグラウンドで野球を始めるように、

海鳥調査においても誰でもまずやってみたい人

にやってもらう調査のことです。

去年奈良県で生態学会がありましたが、その

ときに「リメンバーナホトカ」と題して調査へ

の参加を呼びかけました。一つは海岸からの海

油汚染国際ワークショップ関係者会譲

鳥のカウントで、もう一つは船に乗っての航路

調査です。岸からのカウントの方が参加人数は

多く１１人、北海道は４グループが参加して１７

地点で岸からのカウントが行われました。この

｢リメンバーナホトカ」についてお話したいと

思います。

観察された鳥の種類はこのように多くありま

す。種ごとに挙げますと雑多になってしまいま

すので、科ごとにまとめました。北海道で最も

多く観察されたのはカモメ科で、次いでウ科、

ウミスズメ科などです。岸からの調査なのでス

ズメ目の鳥も観察されています。航路調査でも

カモメ科の鳥が最も多かったです。岸からの調

査と航路調査とで結果に差があるかと思います

と、（上が岸からのデータで、下が航路調査の

データになります）水色で示したカモメ科の鳥

がいずれも最も多く、次いでカモ類なのは共通

しています。ウミスズメ科の鳥が占める割合は

航路調査のほうが高く、できれば海からと岸か

らの両方の調査を行える方が良いと思います。

ただ、寒い北海道で冬季に船からの観察を行う

のは厳しいかとも思います。

今回の調査は、メーリングリストなどを通

じて呼びかけ、賛同いただいた市民の方々によ

るものです。呼びかけた期間は２ヶ月間、参加

者は200人ほどでした。場所や時間帯の指定は

こちらからはせず、できるところでできる範囲

でという条件でしたので、今後継続的に調査を

行うのであれば、鳥種の識別能力を一定以上に

することや、調査に適した場所の選定や調査時

間の統一など条件を揃えていく必要があるので

はないかと思います。また、航路調査において

は問題がもっとシビアになります。まず、定期

航路の数自体が不足していること、船の走る速

度において鳥を識別しなければならないことで

す。私は主に２００メートルの範囲で見ているの

ですが、たいていの人が最初は調査範囲を５００

メートルくらいで行ってしまいます。このよ

うな調査範囲の距離感を養うこと、できればス

ナップショットも考えたかったのですが、現時
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点ではそこまでは考えにくいかと思います。岸

からの調査においても航路調査においても、最

大の問題は人材の育成です。お金が十分にあれ

ばできるかもしれませんが。

また洲査結果を郡故対応に活かせるかどうか

という問題もありまして、これまでの経験を例

にしてお話します。

海鳥を大きく３つのグループに分けてみま

した。カモメやミズナギドリのように水而採

餌するグループ、アビ類やウの仲間のように潜

水はするが足を使って潜るグループ、ウミスズ

メ類のように空を飛ぶように翼を使って潜水す

るグループです。1991年から航路調査のデー

タを取っていましたので、ナホトカ号のときに

現場付近の洋上に烏がどのくらいいるかを推測

しました。航路調査の結果では、先ほどの３グ

ループのうち水而採餌するカモメ類が雄も多く

95％、ウミスズメ類は体が小さくて水に潜る烏

なので観察しにくいということを差し引いて

も、観察数が少ない結果になりました。

しかし、いったん油流出事故が起きますと、

全く違う結果となりました。1986年島根県沖

で起こった事故によると、９５％以上がウミス

ズメ類の被害でした。ナホトカ号のときは水面

採餌の烏は１０％以下で、ウミスズメ類は７５％

以上を占めていました。この結果からすると、

航路訓査の結果をそのまま生息数や被害数にあ

てはめるわけにはいかないことがわかります。

油被害を受けやすい烏の種類があるのではない

かと思います。

雌後にどのくらい調査すればいいのかという

問題ですが、烏の観察数は一日のうちでもかな

り差があります。私の調査地に三亜県の鳥羽航

路がありますが、この航路は１時間くらいなの

で、一|_|に３往復したことがあります。４月６

日のデータですが、１～６回目のなかで種によ

りかなり差がありました。ベースラインを平均

数にするか、最大、雌小数にするかという問題

があります。また、カモメなどがたくさん出現

した場合､種レベルでの同定は困難であるので、

科レベルでの分類にすればもう少し精度が期す

かもしれません。今後もデータの蓄積と、まだ

行っていない海域での調査、調査自体の精度を

上げていく努力を続けたいと思っています。

【司会】ありがとうございました。今日は特に

質問時間をとりませんので、疑問がある方は

途中で挙手して質問してくださって構いません

し、外国の方々も意見などいただけるのであれ

ば話の途11.'でも結構ですのでお願い致します。

次は、オホーツク海側の紋別市を中心に烏の観

察を続けておられる大館さんから、洋上の鳥に

ついて報告をお願い致します。

【大館和広】紋別から来ました大館です。北海

道沿岸でも、夏や秋であれば本州での過去の油

流出事故対策の実績を活用できると思います。

しかし北海道において問題になるのは、冬の流

氷域での油流出事故だと思います。今'-1は映像

をもってきましたので、刻々と変化する流氷の

姿を見ていただこうと思います。

夢＝令１譲
貿．。翌電吾､え

竜

聯
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これは流氷が来て間もない頃です。まだ波

しぶきがあがります。これが岸に着いたとき

です。小さいものから大きなものまで色々あり

ますが、大きなものは１メートルくらいで厚さ

は２０～３０センチあります。流氷の「せり」と

いうのは、沖で平らだった流氷が折り重なって

いってできます。これが雪の降った後です。砂

浜の上には波によって打ちあがった氷がありま

す。風と波がやむと全くフラットになります。

遠目には一面鱒の大地のように見えます。



こちらは流氷期に鳥がどこにいるかの図で

す。マガモです。沖に流氷があると、岸辺近く

はプールのように波が立たない状態になり、カ

モ類やカモメ類がそこに入ります。

1画

弓Ｅ聖１口
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ここを見るとわかるように、板状になった流

氷が折れて飯なっています。それを繰り返して

流氷は厚さを増します。油がいったん流れ出す

と、流氷の間に入ってサンドイッチ状態になる

可能性があります。そしてそのまま春まで残る

ことになります。一方春になると沖の方の流氷

は流れていきますが、岸辺近くの流氷は暖かく

なるとその場でとけます。サンドイッチ状の流

氷がとけますと、その海岸で油が流れ出すこと

になります。どの流氷に油が挟まっているかが

前もって分かれば取り除くことができるのかも

しれませんが、実際にはそれも困難です。

一三今一〃ワ,■‐

これは海岸から見た沖合の様子です。ここに

見えるゴマ粒のようなものは烏の群れで、ミズ

ナギドリです。おそらく１０万羽単位でいると

思います。これはアカエリヒレアシシギです。

通常は沖合で見られるのですが、このときは岸

辺で見ることができました。調査の際問題とな

油汚染国際ワークショップ関係者会議

るのは、このように群れでいる鳥を見たときこ

れが何羽ぐらいなのかの見方ができるかどうか

です。例えばこの群れは約3,000羽以上いるで

しょう。これはサロマ湖です。海面に現れた干

潟上にアジサシが群れている写真です。海鳥は

沖で浮かんでいるだけではなく、かなり動いて

いきます。アカアシヒレアシシギは水面採餌を

しますが､漁網があるのでしょうね､ここにざっ

と10,100羽はいるでしょう。しかし時間がた

つと、パッといなくなってしまいます。流氷が

ところどころに入るときは、カモメなどが流氷

の間に浮かんでいる状態でばらばらになること

もあります。

これはコムケ湖と海の境Ｈあたりです。こ

こには実際にアカエリヒレアシシギが２万羽く

らいいると思います。これはこの教室２～３個

分の広さのところに２万羽がいるような感覚で

す。このような狭くて鳥が密集している場所に

油が広がれば、一度にたくさんの被害が出るで

しょう。このようなイメージをこれからの話し

合いに活かしていただければと思います。

【質問】流氷の時期には、船の航行はできない

のですか？

【大館】ロシア漁船は氷が薄い場合、あるいは

まばらな場合は漁に出ています｡11本の漁船は、

稚内や紋別では遅くても１月末までには漁船も

貨物船も岸に上げてしまいます。オホーツク海

に氷がある時期には、観光船以外は船が出ませ

ん｡日本には砕氷能力のある船がないわけです。
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【質問】カートさんに、氷海域でのリスクと対

策の難しさについてコメントをお願いしたい。

東京ではこの報告も行っているのですが。

【カート】私たちの経験した海域でも流氷で海

が覆われることはありますが、写真のように

一面氷で覆われることはアメリカではありませ

ん。今のご指摘にもありましたように、流氷は

たえず動きを変えていくものですので、鳥の救

護は大変難しいと思います。どんな場合でも安

全が最優先ですから、救護においてはできるか

できないかをまず考えなければならないと思い

ます。

【司会】次は海獣類の生息状況と、海獣類を調

査研究している団体について説明していただこ

うと思います。

【渡辺有希子】私は学生時代に帯広畜産大学で

ゼニガタアザラシについて研究していましたの

で、海獣類について簡単にレビューしたいと思

います。

海獣類というのは、まず鯨類。クジラ、ハク

ジラ、ヒゲクジラ、小型のハクジラ類としてイ

ルカが分類されています。また、海牛類（ジュ

ゴンやマナテイ)、鰭脚類があります。そのほ

かにはシロクマやラッコも海の哨乳類と分類さ

れています。

北海道で見られる鯨類

アカボウクジラ科Z1PHlIDAE

アカボウクジラzmp"““w””ｓ

ツチクジラBEmFzji“baj城ｊ

マイルカ科DELPHINIDAE

マイルカＤ ｅ ゅ h 加 蝿 d ど ゅ 肱

カマイルカ“g”oﾀｶy"c伽so"j9皿施'１ｓ

セミイルカ“”火ゆAjsbo歴αﾉな

バンドウイルカ乃応iqpsmm“畑ｓ

コビレゴンドウＧわbicephaﾉα”c、ﾉiy"cﾉi“

オキゴンドウ蹄“｡b元acmss雄晒

シャチＯ応加“ｏＦ℃α

ネズミイルカ科PHOCOENIDAE

ネズミイルカPhocoe”p肋ＣＯ“α

イ シイルカPhocoe"o雄s血雌
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北海道でみられるクジラですｄ実際にはこの

リストよりもつと多くの種類がいると思います

が､まだわかっていないという実情があります。

油流出事故が起きた際、クジラを救護対象にす

るというのは収容場所や人員、コストや治療方

法にも限界があり難しいと思います。彼らが被

害を受けた際には、安楽死などの処置しかでき

ないと考えていますので、今日は主に鰭脚類に

ついてお話しようと思います。

鰭脚類にはセイウチ、アシカ、アザラシの３

種類があり、日本にはセイウチはいません。ア

シカとアザラシは混同される方が多いのです

が、立ち方や泳ぎ方、耳の形で簡単に区別でき

ます。北海道で見られるアシカ科は２種類で、

トドとキタオットセイです。アザラシ科は５種

でワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒ

ゲアザラシ、ゴマフアザラシ、ゼニガタアザラ

シといますが､環境省ではトドが絶滅危倶Ⅱ類、

ゼニガタアザラシが絶滅危倶ＩＢという形で

認められています。その他の種の個体数は比較

的安定していると考えられています。キタオッ

トセイは外洋にいますので、たまに弱った若い

個体やパップが海岸近くに来ることがあります

が殆ど見ることはないと思います。

トドも基本的には外洋性で、特に北海道沿岸

には１０月から５月にかけて回遊してくるので、

その時期に見ることができます。彼らの繁殖場

所は日本ではなく、サハリンや千島の島々にあ

ります。北海道には冬季に餌を食べにやってく

るのですがγ強いオスはカムチャツカに行って

いて、若い個体やメスが日本に来ています。北

海道ではトドの漁業被害が問題になっていて、

羅臼町や礼文島、積丹半島などでは有害鳥獣

駆除という形で年間約150頭が捕殺されていま

す。おそらくそれ以上の個体が殺されていると

いうのが現状です。トドの救護も実際問題難し

いと思いますが、確かにこの海域を利用してい

ますので、油汚染被害にあうリスクは高いと思

います。

つぎにアザラシ類ですが、ゴマフアザラシ、
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サスではラインをとって調査したことがありま

すが、ゴマフアザラシは３～４月に約１万頭、

クラカケは2,000～3,000頭をカウントしてい

ます。これは一部の海域しか飛行機で飛んでい

ないのでこの海域に限った生息数ではあります

が、このように推測しています。

ワモンアザラシ、クラカケアザラシ、アゴヒゲ

アザラシの４種は氷上繁殖（アイスブリーディ

ング）型アザラシとして分類されています。こ

れらは流氷の上で繁殖するので、北海道で見ら

れるのも冬期間で、オホーツク海側とｎ本海側

が主です。北海道で唯一一年中生息しているの

がゼニガタアザラシです。岩の上で繁殖します

ので、パップも親と同じ色をもって生まれてき

ます。

平成１５年に鳥獣保護法の一部が改正されて、

ようやく海棲賄乳類が入れられました。それ

まで日本の法律では海棲lIIIj乳類は除外されてい

て、何も保護対策がありませんでしたが、この

鳥獣保護法の改正によってニホンアシカ、おそ

らくこれは絶滅してしまったと考えられていま

すが､ジュゴン､アザラシが入りました｡しかし、

トド、オットセイ、ラッコ、クジラ、イルカ類

は水産庁の法令で毛皮取締りなどの古い法律に

入っており、環境省はタッチせずという立場で

すので、いまだに保護対策からは抜けてしまっ

ています。保護収容についてはあとで角本さん

からお話があると思いますが、絶滅危棋種であ

るゼニガタアザラシについては環境省が、その

他のアザラシについては北海道庁が取り扱うこ

とになっています。

氷上繁殖型のアザラシについては、陸からカ

ウントするのには限界があるので、セスナ機を

使って流氷上を飛んで航空センサスを行ってい

ます。今日は出席できませんでしたが、稚内に

住んでいます水野さんが大学時代からゴマフア

ザラシの専門家として研究されています。これ

は彼女のデータなのですが、ゴマフアザラシと

いうのは非常に分布が広く、‘北海道だけでなく

'-1本海域に広く分布していると考えられていま

す。しかし、寒い海で繁殖するので北海道以外

で観察されるのはニュースになるような珍しい

ことです。北海道でも冬季いくつか上陸場所が

観察されています。稚内、天売、礼文、知床、

根室の野付半島や風蓮湖などで１００～２００頭の

上陸がカウントされています。詳細な航空セン
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ゴマフアザラシも一部、有害鳥獣として積

丹半島や礼文烏では捕殺されています。上陸は

冬だけでなく夏場の６～７月にも観察されてい

て、稚内や根室の野付半島や風蓮湖では200頭

近く観察されています。これは繁殖に参加しな

い若い個体と考えられていますが、時期によっ

ては成体も見られますし、ゼニガタアザラシ

に混じって一年中北海道沿岸で生息している個

体もいますので、彼らも油汚染事故の被害にあ

うリスクというのは同様に抱えていると思いま

す。

陸上繁殖型アザラシのゼニガタアザラシは、

特定の岩礁しか利用していません。現在ゼニ

ガタアザラシの上陸場所は限られていて、この

地図に示した場所しかなく、太平洋東部沿岸の

みです。氷を嫌うアザラシですので、オホーツ

ク海や日本海には生息していません。このよう

に岩礁を休息や子育ての場として利用していま

す。ゼニガタアザラシの個体数調査は帯広畜産

大学のゼニガタアザラシ研究グループが２０年

来センサスを続けていまして、繁殖期の６月

に１週間を繁殖状況の調査にあて、換毛期の８

月には体を乾かすために岩の上で過ごす時間が

長くなり上陸数が最大になると言われているの

]C･刑

IきびＥ』型●１ｺがｐ]＝８砂『１４A●』』qｑ

獅厘.】.Ｄ胆lribUlIOno「lhcmOltcd託禽IamundJ”an．Ｒと【ごＩＤＴ､blg3fbrh1ul･out劇!ｃ心蜘



毛

で､道内の全生息域でカウントを行っています。

1970～1980年代に狩猟目的で過度に捕られ

たため、総個体数は一時期300頭以下に激減し

ました。そのあと狩猟が行われなくなり徐々に

個体数がllil復して、2005年の時点で800頭近

くを確認しました。しかし襟裳lIlIl1や大黒烏など

に生息が集中していますので、もしこのような

場所で何かおきれば、一気に個体数に影粋が出

てくると危倶しています。

期があることとも関係していると思いますが、

とくに襟裳lIlIIIのゼニガタアザラシに関しては独

立性がかなり商いと考えています。

一方道東個体群は遺伝的バリエーションが高

いため、南千烏、北方|ﾉﾘ島からの移入個体もあ

ると考えています。実際、北方四島とのビザな

し交流に行かれた角本さんの報告では、択捉島

ではゼニガタアザラシが500頭以上、ゴマフア

ザラシは200頭以上確認されました。また、特

筆すべきは歯舞群島と色丹島で、ゼニガタアザ

ラシが1,000頭以上、ゴマフアザラシが700頭

以上、また少し遠くてゼニガタとゴマフが判別

不可能だったこともありましたが、この狭い地

域に合計3,000頭以上のアザラシが住んでいる

のです◎先ほど長さんのお話にありましたエト

ピリカと同じように、北海道のゼニガタアザラ

シもこの地域の個体群に支えられていると思わ

れ、この地域での保全というのは非常に重要で

あると考えています。ハルカリモシリ島でもタ

グ付けをしましたが、この標識ゼニガタアザラ

シが根室やモユルリ島で確認されています。彼

らが行き来していることが遺伝的根拠だけでな

くタグによっても証明されています。

型
、

霜
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ラッコですが、道内での確認例は非常に少な

く、毎年２～３頭の報告があるだけです。しか

し一昨年は雄大１１頭のラッコの確認がありま

した。この写真は大黒島のラッコです。アザラ

シと一緒に上陸していました｡今までは襟裳lIlWI、

大黒島、根室のノサップ岬で確認されていて、

雄も目撃数が多いのはノサップ岬です。これは

やはり北方四脇からの移動個体が多いためと考

勘

ゼニガタアザラシ研究グループやえりもシー

ルクラブでは、このようなプラスチックタグや

頭にシールを貼って目印にして上陸場や移動分

散を調べるために、襟裳岬でゼニガタアザラシ

の捕獲調査を行っています｡その際採血もして、

北海道大学でウイルス検査や健康チェックなど

も行っています。今までタグをつけた個体のI|’

では、唯一ゴマフアザラシが釧路管内の白糠町

まで移動しているのが確認されています。余談

ですが、ウラジオストックでもゴマフアザラシ

にタグをつけて調査しているロシアの研究者が

いますが、ウラジオストックでタグをつけられ

た個体が稚内と大黒島で上陸しているのが確認

されました。このようにゴマフアザラシでは長

距離の移動が確認されていますが、ゼニガタア

ザラシでは移動が確認されている個体はなく、

かなり定若性が高いとされています。私は卒業

論文として遺伝子を使った研究をしましたが、

襟裳'１１mでとったサンプルと大黒島などの道束で

とったサンプルがそれぞれの地域で遺伝的に独

立していることが分かっています。これはかつ

て絶滅の危機に瀕するほど個体数の激減した時
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えられ、秋勇留・勇留島では４０頭近くのラッ

コの生息が確認されています。

実際に油汚染事故が起きたときには、アザラ

シ類は皮下脂肪で防寒しているのでインパクト

はそれほどないと思われ、口に入ったときと皮

膚への毒性が心配されるのでそれを取り除く処

置をしてあげれば救命率は上がると思います。

ただそれをする施設とテクニックをもつ人が

道内ではあまりいないでしょう。一方、ラッコ

は毛皮に含んだ空気の層で寒さを防いでいるの

で、油がついた場合は致命的になります。数は

少ないですが、この地域で油流出事故が起きた

ときはラッコも収容対象となると考えます。

さて道内の研究者および研究団体について

ですが、ゼニガタアザラシに関しては帯広畜産

大学のゼニガタアザラシ研究グループが一番た

くさんのデータを持っています。毎年個体数調

査を行っていますし、食性や個体識別、タグを

つけての行動調査、水族館や各学校などを回っ

て啓蒙活動やガイドも行っています。もう一つ

に襟裳の学校の先生や漁師さんが中心になって

作っている「えりもシールクラプ」があり、年

間を通しての個体数カウントやテレメを使用し

た標識調査、行動調査、啓蒙活動を行っていま

す。また、厚岸町では大黒島へアザラシを見に

行こうというツアーを企画しているコンキリエ

という第三セクターの会社が、企画初期の段階

からゼニ研と非常に良い関係を持ちながら行っ

ています。今のところ大黒島のアザラシに悪影

響を与えているわけではないですし、地元の漁

師さんの船を使用しているので、地元の活性化

や地元民とアザラシとの共生関係を育てる良い

モデルとなっていけばいいと思っています。

ゼニ研の調査は３年間環境省の委託を受けて

行っているのですが、この結果を取りまとめて

いるのが北の海の動物センターです。ゴマフア

ザラシに関しては水野さんが宗谷海獣連絡会と

いう団体を作っていまして、年間を通してゴマ

フアザラシのカウントや啓蒙活動を行っていま

す。水野さんのご主人が水産試験場にお勤めで

油汚染国際ワークショップ関係者会談

トドの調査を行っています。稚内周辺の個体数

調査、また死体があがったときはサンプリング

をして食性や生体情報を収集しています。トド

は水産庁の管轄なのですが、北海道区の水産研

究所では積極的にトドの死体を回収して調べて

おり、生息状況の把握に向けての動きが始まっ

ています。トドワーキンググループは札幌に本

拠を置いていますが、このような関係者がトド

も兼ねて研究していて、磯野さんという方が代

表を務めています。今までトドの来遊数は、漁

師さんの目撃情報を加算していくという計算法

でした。これに対して、ボランティアですが一

定期間センサスをして来遊数を正確にカウント

するという動きが始まっています。トドに関し

ては遅れている部分もありますが、アザラシと

トドは研究に携わっている人が限られているの

で、情報を取りまとめやすいということがあり

ます。簡単ですが、以上です。

【グレン】海鳥に使うようなベースラインデー

タが、アザラシのような小型海棲哨乳類にも使

用できると思います。ですから海鳥と同じよう

なやり方を適用しています。ただもっと大型の

クジラの類には別のベースラインが必要になり

ます。

【司会】ありがとうございました。続きまして、

海岸生態系の概況について演田さんからお願い

します。

【潰田誠一】今回ESIマップ（海岸脆弱性指標

地図）についての説明は省略いたします。ＥＳＩ

マップの海岸の地形的な要素について現場調

査と道庁のヘリコプターの写真、空中のエアー

フォトとサテライトイメージからマップを作っ

ているということです。この中には偶然に鳥が

写っているということはありますが、カウント

の対象になることはありません。こちらでは干

潟のような広大に分布するもの、海岸構造物、

現場では堆積物特性などを積み重ねておりま
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す。

早速ですがGIS，アークビューで全道海岸部

についてまとめたものを示しました。道路と海

岸線と川が情報として入っています。生態に関

係するものとしては､まず干潟を表示しました。

この干潟は遮蔽性干潟をESIランクの９Ａ，ま

た干潟の中に少し植生のあるものは9Ｂと表示

してあります｡これはESIの海岸線ランクです。

先日石狩浜でもお話しましたが、そこへ車両が

アクセスしやすいかどうかのランク付けがされ

ています。この部分はＰＤＦファイルで公開す

る予定でいます。

また生態に関するものは、鳥類が採餌する

干潟のほかに、藻場についても、環境省のデー

タに空中写真による藻場の判別を行っている

共同研究者のデータによる補正を加えた、全道

のデータができています。また、海岸へアクセ

スするための道路やアクセスポイント、養殖施

設、海岸エリアの植生、木か草か程度の植生の

区別を書き込むようにしています。１～２年前

室蘭のホエールウオッチングヘ行きましたとき

に、どこでどんなクジラが見られるのかという

手書きの情報をいただきました。例えば「地球

岬から南へ何マイル、東へ何マイル」という情

報があればこのように地図に落とすことができ

ます。

こちらは小野さんからお借りしたコロニー

データベースです。場所、鳥種、文献データ

などが書き込まれています。また、沿岸の漁

場についても漁師さんが持っている地図をデジ

タル化してここに組み込んでいます。これ以外

にも公園や遺跡などの社会施設も記録されてい

ます。遺跡情報は、回収した油の保管などで海

岸を一時的に使用するときに、知らずに遺跡を

掘ってしまわないようにするためです。このよ

うなデータを作っています。

私は鳥や植物の知識はありませんでしたが、

この仕事を始めてから鳥の観察をしてみました

ので､調査の大変さをわかっているつもりです。

ですから大館さんが冬場の調査を大変な思いを

5４

してされていることは理解しているつもりです

が、生物の専門家が集まっていらっしゃるので

その上で提案させていただけば、海岸線につい

ての生物情報はまだ完成していません。海岸線

の地図上でどこにどんな鳥が何羽くらいいるか

をお聞かせいただきたいと思います。２万分の

１地図をプリントアウトできるようになってい

ます。もっともその情報を公開するかは密猟な

どの問題もあるでしょうから情報ごとに考えた

方がいいと思うのですが、調査をしてくださっ

た方のお名前と所属を明記していただいて通年

の鳥の生息状況をプリントアウトした地図に落

としていただけたらと、お願いにあがりたいと

思っております。以上です。

【司会】ここで一時休憩をとりたいと思います。

休憩後の後半の内容ですが、時間が押している

ので省略してもいいところは飛ばしていきたい

と思います。

【司会】議論を再開します。次の項目は、現在

成文化されている緊急時計画についてです。ま

ず、北海道の作成した「油流出事故災害対策マ

ニュアル」について、北海道庁環境生活課環境

室の本郷さんからお話いただきます。

【本郷健雄】今みなさんのお手元にあります資

料は、北海道庁が準備しています「油流出事故

災害対応マニュアル」のコピーです。実際には

41ページの冊子です。

これはまず、目的として地域防災計画の一部

と位置づけられています。地域防災計画という

のは地震や火山の噴火などの様々な災害に対す

る対応策のことで、その中の一環として油流出

事故の対策が特別なマニュアルとして掲載され

ています。これが平成12年３月に作られてい

ます。平成１１年７月からサハリン石油開発が

始まったことを受けて、油流出事故のマニュア

ルを別に作る必要を感じまして、北海道総務部

防災消防課というところが作成いたしました。
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北海道全体の防災マニュアルの一部という形に

なっています。

目次をつけましたが、野生生物の保護収容に

ついて書かれているのは応急活動対策の10番

目に約１ページ半の非常に短い部分です。な

かみは具体的に事故を想定して書かれていまし

て、油の特性などの解説も入っています。昨日

萩原さんからもご指摘があったとおり、駒が非

常に少ないことは私たちも認めております。こ

こには責任の所在が書かれています。実際には

本庁では各機関間の調整くらいしかできないだ

ろうという推測がされていて、北海道の出先機

関として事故のあった支庁が実際に野生動物の

保護収容を行うことになります。

各支庁には１名ずつ獣医師が配置されていま

すが、一人では対応しきれないと思います。こ

れにどのような協力を求めるかですが、市町村

に協力を求めることになると、これにも問題が

あります。市町村では野生動物の保護収容は環

境衛生課の仕事であることが多いです。環境衛

生課は廃棄物の処理も行う課ですので、油流出

事故が起きた際は油の廃棄対策も扱わなければ

ならず、協力をお願いしても、あまり期待でき

ないと思われます｡ゆえに情けないことですが、

ボランティアの協力を仰ぐことをあらかじめ

想定しています。職員としては、ボランティア

の調整役をあらかじめ決めておくことができる

のではないかと思っています。食事やトイレを

はじめとするボランティアへの対応は別にボラ

ンティア対応マニュアルが存在しています。実

際にみなさんにご協力をお願いすることは、野

生動物の保護収容作業だと思いますが、活動時

における具体的な対応については、㈱日本鳥類

保護連盟発行の「野鳥等の油汚染救護マニュア

ル」を参考にするよう指示されていて、詳しく

は載っていません。

内容はこのような形で終わりますが、終わっ

た後に環境影響調査を行うことを明記していま

す。これがこのマニュアルの評価すべきする点

だと思います。対応が終わったあとにも環境影

油汚染国際ワークショップ関係者会繊

響調査を行ってどの程度の影響があったのかを

評価をしようという目的で、環境生活課が海鳥

調査を行うことになっています。これを続けて

いって必要な対策があれば行うことが考えられ

ています。ただ、事前の調査については何も書

かれておらず、事故後の調査だけでは環境影響

評価は難しいですので、これからの検討課題と

思われます。以上です。

【司会】私もこの資料を見まして、本郷さんの

おっしゃられたように、幾つかの問題点はあり

ますが、平成１２年という早い段階でこのよう

なマニュアルが作られていたことに感心いたし

ました。ありがとうございました。

では、日本のほかの地域でも油汚染対策を立

てているところがあるということで、植松さん

からご紹介いただきたいと思います。

【植松一良】お配りした資料は、環境省が所管

している千葉県の谷津干潟における油汚染防除

計画をJEDICが委託を受けて１年かけて作っ

たものの目次です。殆どの作業は甲野さんが

やってくれました。

我々が参考にしたのはカリフォルニア州の緊

急時計画です。それをたたき台にして作り環境

省に提出したところ、だいぶ手直しされてしま

いました。お見せするには最初にJEDICが作

成したものの方が適していると思いますが、作

成した当時は環境省の力がまだ弱かった頃で、

油汚染における野生生物救護への関心も今ほど

高くなかったからだと思います。これを参考に

今日はお話したいと思います。先ほど北海道の

油汚染対応マニュアルのお話がありましたが、

平成１２年の時点で野生生物の調査にまで言及

されているのは画期的です。ナホトカ号事故当

時、まだ環境省においても野生生物調査は対応

策に含まれていませんでした。

この目次では、実際には４章（油汚染防除等

計画策定及び体制整備について）が２章（水鳥

の油汚染被害対策及び救護対策）の前に来るべ
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きですね｡流出油の防除のことは割愛しますが、

計画の必要性と目標を明確にしておくことが重

要です。それを前提として地域災害防除計画を

立てるべきです。今までの計画に足りなかった

ことは、ベースラインデータをまず揃えましょ

う、という点です。そして事故が起きたら被害

調査をしましょうということです。もう一つ日

本になかった概念としては、油が海鳥の分布域

に広がることを防げなかった場合に、烏を追い

払って油に触れさせないようにする「ヘイジン

グ」というものがあります。グレンさんの上司

にポール・ケリーさんという方がいまして、ヘ

リコプターを飛ばして危険な海域から鳥を追い

払うということをやっています。

それから油汚染されてしまった鳥は救護し

なければなりませんが、これはカリフォルニ

ア州政府は最初からやる気がなく、ＮＧＯに委

託しています。IBRRCが必要時に動員されて、

NGOの指揮下でボランティアが救護を行うと

いう形をとっています。これは北海道庁さんの

考えが正しいかと思います。

ナホトカ号事故後は、環境省は調査をやりま

したが回復計画を立てていなかったのですね。

これが日本の緊急時計画に足りなかった点で、

昨日萩原さんがおっしゃったように、実際には

原因者がいて被害額を補てんしなければならな

いのです。これは国際法上も認められていまし

て、原因者が負担できなかった場合には、国際

油濁補償基金が全額ではないですが負担してく

れることになっています。そこで誰が回復計画

を立て費用を請求するのかを計画に盛り込んで

おくべきと思い、谷津干潟の場合は提案しまし

た。これは計画でして、マニュアルではありま

せん。計画を実行するには北海道の予算が必要

でしょうし、すべては無理かもしれません。し

かし、計画の実行のために何をしたらいいのか

をマニュアルとして作っていくべきで、そのマ

ニュアルを実行するためにどのくらいの予算が

必要かという議論に発展していくのでしょう。

私は獣医師ですので動物の治療という観点で

5６

０

申しますが、教科書的な治療法は対応計画にあ

たります。個々の症例について処方菱を書かな

ければなりませんが、この処方菱を書くのが北

海道庁の役割で、その費用は議会が考えたり、

原因者が負担するという制度を考えればいいわ

けです。計画とマニュアルの違いがそこです。

大切なのは実効性があるかどうかではなく、ま

ずやるべきことがほぼ完壁に書かれている計画

を立てていくべきです。その上で、その計画を

実行していくのに何をしなければならないかを

考えるのが、必要な作業なのではないかと考え

ています。以上です。

【質問】このほかの地域でも緊急時計画を作っ

たことはありますか？

【植松】緊急時計画は各都道府県にあります。

しかし、自然災害への対応計画と一緒になって

いるのが現状です。

【司会】ありがとうございましたｄでは次に、

これまでに北海道内で起こった油汚染被害対策

の経験をお話していただこうと思います。最近

起こりましたマリン・オオサカ号座礁事故につ

いて、武田さんからお願いします。

【武田忠義】私は名簿では野生生物救護研究会

として参加していますが、今は道庁の自然環

境課の武田としてお話させていただきます。１６

日にお話した内容とほぼ同じですが、時間が押

しているので端折りながらお話していきます。

昨年１１月にマリン・オオサカ号事故のときど

のような対応をとつたかの経緯を大まかに報告

します。

事故発生は１１月１３日未明です。韓国籍の

貨物船で5,500トン。暴風雨に流されてここか

ら近い石狩湾の防波堤に衝突しました。船体が

３つに分裂して沈没し、７名の方が亡くなって

います。このとき燃料として積んでいたＣ重油

200トンが海に流出しました。これは演田さん

、



にいただいた写真です。重油の処理のために対

策本部がすぐさま現地近くに設慨されて、軍油

の海上での拡散状況の調査と海岸への漂着訓査

を実施しています。現場近くに流出した油につ

いては、オイルフェンスを設瞬しポンプにてlIIl

収を実施しました。覗故発生３１１後に海岸への

油の漂着が確認され、このときは手作業による

回収が実施されています。ボランティアのI|'し

入れも多数ありましたが、関係機関のみで対応

ができています。写奥はバキュームカーです。

沖合に流れた油についてですが、事故発生翌

日午前に浜益村というところに薄い油の帯が達

しました。回収を要する量でないことが航空調

査によりわかり、事故発生２Ｈ後の確認を雌後

に消失しています。幸運なことに、広範|州にわ

たる油の海岸への漂蒲はありませんでした。

そのときの油の動態です。×印が事故発生場

所です。翌日この地点まで油の帯が移動してい

ます。さらに翌|･Iこの点線で示した地点で油は

消失しています。ここに石狩川の河口がありま

すが、ここから大並の水の供給があり、沖へ向

かうように潮の流れができていますので、海岸

への油の漂着は少なかったと想像されます。

実際に野鳥への影禅がどうなったかと、救護

活動の話です。海鳥への影響が懸念され、対策

本部では波剛さんがI|･'心になって作成した海岸

脆弱性指標地図（ESIマップ）を活用し対･策を

検討しましたが､野鳥については種類､分布域、

密度のデータが不足しており、影響の程度を鞭

前に予測することはできませんでした。あわて

て沿岸部の鳥類の分布を調査しました。これは

油汚染国際ワークショッブ関係者会議

本部で検討している写真です。

‘鳥調査の結果ですが、事故現場近くに海鳥の

集中域は見られませんでした。沿岸には一般的

な種類が見られましたが、特に集中域は見られ

ませんでした。しかし陸上からの訓査ですので、

沖合の鳥類の分布は分かりませんでした。結果

として被害を受ける鳥類の予測は全くできませ

んでした｡油に汚染された鳥類の回収に備えて、

先ほど本郷さんから説明がありましたマニュア

ルに沿って海岸調査を実施、これは道庁職員等

が行いました。発見と回収については、各海岸

で市町村の峨貝が常時漂蒲油の発見と回収にあ

たっていますので、協力を依頼して海鳥発見時

の記録をとることと、収容した場合は対策本部

に連ぶことをお願いしました。収容と治療につ

いては北海道獣医師会に依頼しました。そして

死亡した烏の解剖と病理検査については酪農学

Mil大学に依頼しました。

野鳥の漂芳状況です。噸故発生７１１後までに

35個体が確認されました。内訳は生体３個体、

死体３２個体でした。死体の３２個体のうち実

際に回収したのは２７個体でした。内訳ですが、

一番多いのはウミスズメです。ウミスズメ類は

82％を占めています。この中で着I.'すべきは

マダラウミスズメが含まれていたことで、これ

はIUCNでも国際的な希少種と認められてい

ます。マダラウミスズメもエトロフウミスズメ

もこの時期にこの地域で確認されるのは非常に

まれで、このような種が収容されるのは意外で

した｡これは海岸で確認されたウミスズメです。

この写真は油にまみれて収容されたウミスズ

メです。収容された死体です。これはスズガモ、

これはウミスズメの仲間です。野鳥の漂着が確

認された場所ですが、まず事故発生41-1目に赤

丸で示された地点で鳥が収容されています。事

故現場近くはこの３個体のみで、いずれも生

きた個体です。それ以外は浜益村で収容されて

いて、このように離れた場所で見つかったのは

風と潮流の影響だと思われます。その翌日、１１

月１８日に発見されたのが１８個体でいずれも
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浜益村においてです。更に翌'１６個体、最後が

１１月２０日の２個体、この後もしばらく海岸調

査を行いましたが、収容されたのはこれですべ

てです。

総括しますと、被害鳥はウミスズメ類が多数

を占め、これにより油汚染が主に沖合で起こっ

たことが推測されます。海岸からの調査では予

測できなかったことです。妓初の収容は事故発

生から４日後で、並後に収容されたのが事故発

生７ｐ後、現場近くで回収されたのは３個体で

残りはすべて浜益村で回収されました。このこ

とから汚染は事故現場近くの沖で発生し、海流

と風の関係から死体が浜益村で回収されたもの

と思われます。ただし、調査できなかった海岸

線も多数あり、死体が消失した可能性もあり、

実際に死亡した烏の数はもっと多いと推測され

ます。

死亡した烏の解剖所見は、実際に携わった酪

農学園大学の学生の方がみえていますので詳し

くお聞きになりたい方は直接聞いていただけま

すが、いずれの個体も重油の摂取に起因すると

思われる病変が認められました。内訳は消化管

からの出血、牌臓の肥大、腎臓の変性という一

般に重油汚染のときにみられる病変です。いず

れも栄養状態は良好で、油による羽毛の汚染で

溺死あるいは衰弱死したことが考えられます。

生きて収容されたものの治療の経過ですが、

ウミスズメ１羽はすぐに死んでしまいました。

アビは収容３日後に死亡しました。残ったウミ

スズメ１羽は、治探した斉藤先生の努力のおか

げで一時は放鳥を検討するまでに回復しました

が、結局収容２５日日に死亡しました。いずれ

も重油の摂取による病変がみられています。斉

藤先生から提供いただいた治療中のウミスズメ

の写真です。同じくアビです。洗浄後乾燥して

いるところです。

5８

最後に事故の反省と今後の課題についてで

す。野鳥の事前の調査は先ほどから何度も申し

ていますように質、垂ともに不十分でした。今

後、情報の蓄職が必要になります。被害状況の

評価ですが、事故の後で調査を行うということ

はマニュアルにもありますが、事前の調査とい

うのはわれわれも考えておりませんでした。事

前の評価がないと環境への影響の把握が困難

で、原因者に補悩請求を行うときもこれがネッ

クとなります。

野生生物保護の協力体制についてですが、今

回は幸いなことに関係行政機関のみでほぼ対

応ができました。しかし、より大きな事故が

起きた場合は多くの人の協力が必要で、その場

合役割分担や体制、戦略の構築が事前に必要で

す。ホームページなどで情報の集約があっても

よかったかと反省しています。北海道作成の危

機管理マニュアルを受けた、野生動物の救護に

的を絞ったきめ細やかな行動計画が今後必要に

なってくるかと思います。以上です。

【司会】ありがとうございました。つづいて、

ナホトカ号事故時の救護活動についてです。

【盛田徹】それではナホトカ号事故に際しての

海鳥救護の状況について説明いたします｡

まず、なぜウトナイ湖に烏を持ってきたかと

いうことですが、これは以前1993年のノード・

ホープ号事故のときに私たちがＷＲＶ（野生動

物救謹獣医師協会）の指導のもとで救誰活動を

行い、救護経験があるのと、日本野鳥の会ウト



ナイ湖ネイチャーセンターを提供していただけ

ること、空輸も野鳥の会が而倒をみてくださる

ということ、また、同じような種類が太平洋側

でも生息しているために放鳥できると考えられ

ることから苫小牧で行うということになりまし

た。

聯ﾐ聯

これは送られてきた烏の一般身体検在を行っ

ているところです。これは補液を行っていると

ころです。体力IrII復のため強制給餌を行ってい

るところです。これは洗浄を行っています。１

月２４日にスコット・ニューマン博士が到着さ

れて、それから今日おみえになっていますカー

トさんともうひと方に来ていただいて洗浄技

術の指導を受けました。ＩＦＡＷからもプール

やリハビリ用の道具などへの資金提供をいただ

いて行いました。これがコンテナの中に仕切り

を作って実際にリハビリをやっているところで

す。妓後に海岸でリリースをしているところで

す｡どのくらいの鳥が来たかと申しますと、トー

タルで149羽｡種類はこのようになっています。

歳初にリリースしたときに６０羽くらいいま

したが、そのとき専門家の大丈夫との判断でリ

油汚染国際ワークショッブ関係者会談

リースしたのですが、１２羽が擢水性が悪く溺

れ、そのうち５羽が死亡、７羽を再回収し自宅

に持ち帰り黒沢先生と面倒を見て、そのうちの

数羽ですがリリースできました。

まとめとしては、多くの物資の援助をいた

だきました。洗浄法のビデオやボランティアが

作ったマニュアルも成果品としてあります。映

像は以上です。

活動期間中はボランティアの方がたくさん来

られましたが、土曜日雌には人が集まるが、平

日はほとんどいないという人数の不均衡、経験

があまりないのに鳥を触りたがる人がいたり雑

事をしにきたわけじゃないとおっしゃられたり

と、ボランティアにこちらの思うように動いて

いただくことが難しかったこと、また鳥にぱか

り気をかけていてボランティアへの食事などの

生活の配慮ができなかったことが鰻初はありま

した。今日見えている甲野先生や斉藤先生、柿

松先生にも来ていただきまして、最終的には改

善されたかなと思います。これを参考に今度何

か起こりましたときは、実際には起こってほし

くないのですが、動きやすい形を取れるのでは

ないかと思います。

雌後に宣伝させていただきます。７月３１日

にウトナイ湖鳥獣保護センターにおいて油汚染

鳥の洗浄の講習会を行います。参加したい方が

いらっしゃいましたらお声をかけてください。

以上です。

【司会】ありがとうございました。次は、油汚

染ということではありませんが、現在北海道で

収容される海獣類の取り扱いはどうなっている

のかというお話を、北の海の動物センターの角

本さんからお願いいたします。

【角本干治】北の海の動物センターでは、海獣

類の調査と保護活動に取り組んでいます。こ

のような本も出版されていまして、漁業被害の

問題や野生動物保護やツアーに関しての情報も

載っています。

5９



｡■

鴬

先ほど渡辺さんから解説がありましたが、北

海道でみられる５種類のアザラシのうち、ゼニ

ガタアザラシを除く４種類の保護活動を北海道

からの委託を受け行っています。現在の救誰体

制ですが、北海道、北の海の動物センター、保

護収容登録施設、各行政機関が一体となって取

り組んでいます。通報者から直接施設に持ち込

まれることもあるのですが、保誰収容施設にお

いて健康な個体はすぐに放獣されます。治療、

リハビリが済んだものも放獣されます。漁業被

害の関係からそのまま施設で飼われるものもい

ます。死亡個体についてはサンプル採取を行い

ます。これらが終わりましたら救護記録票が私

たちのところに届き、それを元に保護施設に助

成費用が送られます。私たちのセンターから北

海道へ報告が行くことになります。

２００４年度地域別漂着頭数

ていますが、施設があるところ、人のいる町が

あるところでの収容が多い傾向にあります。

｡Q凸了
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、
苧
毎

管
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４～５ｊｊには、生まれた新生子が天候などの

理由で海岸や港で保護されることが多いです。

また秋に定置網で混狸されて生きていた個体が

収容されることもあります。この図には実際に

保護収容施設として登録している施設とそうで

ないのも含まれています。2004年度では、漂

着の報告があるのは例えばゴマフアザラシでは

30頭以上オホーツク海側であり、そのうち実

際に収容されたのは１９頭です。種類によって

差がありますが特にオホーツク側のゴマフアザ

ラシは多いです。保誰登録施設ですが､小樽市、

稚内市、紋別市、広尾町と４箇所ありますが、

獣医師がいるのは小樽水族館だけです。登別と

釧路は､施設登録はしていませんが､なにかあっ

たときに収容していただいている水族館や動物

園です。地図の黒丸はここ２～３年に保護収容

があった場所です。全道的に保謹収容は行われ

回復した個体は放欺されますが、そのときに

先ほどお見せしたタグをつけるようお願いして

います。タグは色分けされていて、救護個体と

調査研究用に捕獲された個体を区別し、救護個

体の中でもオホーツク海側と太平洋側とで色分

けされています。実際に紋別で放獣された個体

が根室周辺で見つかったり、斜里町で保護され

た個体が脚後島で見つかったりと移動が確認さ

れています。

現在の救誰体制の問題点は、収容施設が少な

いことです。小さな動物と違って特に水の必要

な動物ですので、長期になるとかなりのスペー

スが必要になります。獣医師のいる施設は限ら

れていて、しかも現在協力していただいている

２施設は、来年にも存続がどうなるかわからな

いという状況です。また、施設ごとの保護収容

地域が広く、引き取りに行くのが大変というこ

とです。他の傷病鳥獣にも言えることですが、

役所では土11祝日の対応がないこと、漁業被害

のため太平洋側では放献ができず、そのまま施

設に飼われていることがありますが、これが続

けば施設の負担が大きくなってしまいます。ま

た、救護技術は各施設にまかせてあり、蛾医

師がいない施設では治療内容が限られているこ

と、油汚染についての対策が考えられていない

こともあります。施設によっては保護収容川の

プールが建設されているところもありますが、

ないところでは魚用のプールで長期収容すると

１

ｉ

剛

保護地域

オホーツク海側

日本海側

太平洋側

種類

ゴマフアザラシ

ヮモンァザラシ

クラカケアザラシ

ゴマフアザラシ

ゴマフアザラシ

ワモンァザラシ

(ゼニガタアザラシ）

漂着頭数

３１以上

３
２

６以上

６以上

収容数

伯
３
２

５

４

１

１
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ころもあります。もし油汚染でアザラシが大量

に搬入された場合は、かなり収容が厳しい状況

であると思います。以上です。

【司会】時間が押してきましたので､次の項目｢活

動を担保する体制」については、その次の「今

後のアクションプラン」のところで討議してい

きたいと思います。現在運用中の北海道傷病鳥

獣救護システムにおいて、油汚染についてはど

のように扱っているかという話です。これは各

支庁を中心に鳥獣保護員、動物園、北海道獣医

師会傘下の指定動物病院に協力を依頼して行う

というもので、一般傷病野生鳥獣の収容対策を

油汚染事故時に拡大して運用することになって

います。これは油汚染事故によって大量の鳥を

救護しなければならない時には十分なものでは

ないという説明をするにとどめます。

そしてまた、さきほどから資金についてどの

ように調達するかの話が出ていますが、これに

ついてカリフォルニア州法の例を植松先生から

簡単に紹介していただきます。

【植松】この資料をあとで読んでください（資

料編に収録)。これは日本のどこの都道府県や

世界のどの国においても同じかもしれません

が、油流出事故についての被害補償請求は原

因者に請求できるようになりつつあります。こ

れは国際油濁補償基金においても認められ、

ＩＦＡＷの国際的なキャンペーンにより国際油

濁基金のトーンも上がってきています。イギリ

ス沖のタンカー事故においては、ＲSPCがケア

したときは救護について一部補償されたという

事例がすでにあります。請求をするシステムを

作っておけば、事故が起きた後の対策費用は全

額ではないにしても補償されるでしょう。しか

し、そのベースラインデータを作るためには誰

がどのように費用を負担するのかという点は、

問題として残ります。

アメリカはこの国際油濁基金に加盟してい

ません。なぜ入っていないかというと、アメ

油汚染国際ワークショップ関係者会溌

リカ国内の法律のほうが厳しいからです。アメ

リカの法律では油濁事故は無限責任であり、事

故を起こした原因者が破産しても補償しなけ

ればならないのです。また、アメリカはもう

一つ強力な制度を持っていて、起こる前の調査

の費用も利用者に払ってもらうことにしていま

す。まず国の法律として、アメリカの海域を通

るタンカーからは税金を取っています｡１バレ

ルあたり何ドル、という形で課税しています。

OPA90を作るときに、カリフォルニア州の法

律は国の法律に協調して作っていて、カリフォ

ルニアの方が更に厳しい基準を設けました。

なぜこの話をするかというと、北海道庁と

してもこのことを検討してほしいと思うからで

す。ただ、北海道に船が寄ってこなくなると道

の経済が困るので、提案としては船によって安

全性の高い船は優遇するという措置をとるが対

策のない船からはお金を取りますよ、とするな

どです。これは先日私たちが千葉県にも提案し

たことです。このように何らかの形で生態系保

護のための事前調査費用をまかなう制度を作ら

ないと、なかなかこれまで話したようなことを

実行できないのではないかと思います。日本の

法制上で可能なシステムを検討していってはど

うかということです。以上です。

【司会】これで報告については一通り済みまし

たが､何かご意見がありましたらお願いします。

ないですか？

ではこれからは提案事項の話をしたいと思い

ます。今までの議論をふまえて、これからどん

なことをしていけば良いものができるかという

話をしたいと思います。実はどこがやるのか、

だれがやるのかという話も決まっていません。

どのような形が実効性が高いのかとご相談し

たいところですが、民間で計画を作ってすべて

行うのは実力的にもできそうもないということ

と、官庁を含めないと実効‘性がないものになっ

てしまうと考えます。そこで民間で案を作り

官庁へ提案するという形をとりたいと思います

6１



が、いかがでしょうか。そういうときにすべて

案を作り上げてから提出するのではなく、官庁

と共同でデータの提供をしたり知恵をお借りし

たりして案を練り上げていくのがいいかと思い

ます。

また私たちが十分理解していない点ですが、

北海道における、というと北海道庁とお話する

のが現実的と思いますが、環境省はどのくらい

関わっていただけるのかという問題です。特に

国レベルの保護を行う希少種は海鳥や海獣類と

もに種類数も多いので、そのあたりをお伺いし

たいと思います。

【環境省東北海道事務所西野雄一】傷病鳥獣の

救護に関しては基本的に北海道庁の管轄で、環

境省では希少種について担当しています。

【環境省西北海道事務所奥山正樹】補足として

は、防災対策であって野生生物のほうは触れら

れていません。通常の傷病鳥獣の保護は各都道

府県にあります鳥獣保護事業計画のなかに体制

が書かれています。油汚染などで大量に傷病鳥

獣が発生したときの対策もそこへ書いてくださ

いと国の基準には記してあります。受け入れ態

勢については個別にネットワークを作っていた

だいているのが現状です。

【司会】奥山さんのお話から問題になった点が

あります。今回の議論では、事故が起きたとき

の体制と、被害をはっきりさせるためのベース

ラインデータの作成とＮＲＤＡと、油防除の際

にどこを守りたいかという情報の集積と、とい

うように問題が幾つかに分かれているというこ

とになってきました。これらを道や国で分担す

るということができるのでしょうか。また北海

道の立場としては、これらを一括して何かに盛

り込むことができるのか、分野ごとに管轄を分

けたほうがやりやすいのかという点をお聞きし

たいのですが。

例えば私たちが行っている救護というのは傷

6２

病鳥獣の救護として行い、油防除の際にこの地

域を救いたいというようなことは油汚染対策部

門にと、ばらばらにお願いした方がいいのか、

それとも一括でいいのかということです。

【道関係者】いま、この場でご返答するわけに

はいかないのですが､私見としてお答えします。

まず、油汚染マニュアルはあくまでも全体的な

もので、このなかの傷病鳥獣のページは非常に

少ないです。これは別のマニュアルを参考にす

るよう'ことか、他へ委任するような形で書かれ

ています。野生生物の保護収容ということに着

目するのであれば、やはりその部分を別に作っ

た方が効果的ではないかと思うのです｡しかし、

官庁としては油汚染の中でどのように野生生物

の保護の位置づけを持たせるのかを考えたとき

に、そこだけを特出する具体的目的を示すのが

難しくなってくるのです。まず、油流出事故に

対してどのようなアクションをするかというの

は、事故対策全体を見た中で油汚染された野生

生物保護をする目的を明確にした上で提案して

いただくことが必要と考えます。そうすれば、

油汚染対策の中の野生生物保護が重みを持つこ

とになるのではないかと思います。

【司会】わかりました。私たちとしては提案し

たものが何に盛り込まれるか分からなくても

使っていただければいいと思うので、状況は了

解いたしました。このように実行委員会として

は考えていますが、関係機関の方々にはお知恵

を拝借することもあると思いますが、よろしい

でしょうか。

それでは、アクションプランに必要な点、特

に検討すべき課題や盛り込むべき課題を列挙し

ていきたいと思います。私自身が全部を理解し

きれていないかもしれないので、ご自分の関係

しているところではぜひ提案していただきたい

です。

いくつか大きな区分けをしますが、一つは油

の防除作業において守るべき地域の特定です。



これは先ほど演田さんのデータを活かして補強

していくという話になりました。次はビーチセ

ンサスで、事前の調査と事後のNRDＡのため

の海岸漂着調査が必要ということです。もう一

つは汚染された鳥の救護体制づくりということ

で､この３つの分野のものが必要と思いますが、

いかがでしょうか。

では演田さんにお伺いしたいのですが、洋上

の海鳥のデータはどのくらいの範囲を取り込む

ことができるとお考えですか。

【漬田誠一】先日石狩浜でもお話しましたよう

に、洋上の鳥類のデータが全くありませんでし

た。しかし実際に海岸漂着したのは洋上の種類

でしたので、そのデータは大事だと思っていま

す｡まずは今できることで最大限の努力をして、

事故のときにデータを提供できることを目指し

ています｡ゆえに必要だとは認識していますが、

そこまではできていないのが現状です。

【司会】もし、そのような調査記録や観察記録

が出てきた場合、データに盛り込むことは可能

ということでいいでしょうか。了解いたしまし

た。

守るべき地域の特定という関係でご意見のあ

る方はいらっしゃいますか。海浜植物の話もお

伺いしたかったのですが、今回は専門の方をお

呼びできなかったのです。演田さんのデータに

そういうのも入ってきますか？

【漬田】環境科学研究センターでは、ハマナス

の調査を行っています。ただの草よりも木本の

ほうが上を車で走ったときの影響が大きいです

ので、この情報をマップに載せる可能性はあり

ます。

【司会】実際に油の除去作業をする際に入って

はいけない場所がわかるということですね。

では次に、どのようなビーチサーベイができ

るかどうかについて話したいのですが、小野さ

油汚染国際ワークショップ関係者会溌

んのご経験からこうすれば部分的にでも実行で

きるのではないか、或いはできないのではない

かというお考えがありましたらお願いします。

【小野宏治】先ほど黒沢さんがうまくまとめら

れたなと思うのですが、ＮRDAとベースライ

ンデータの収集について述べますと、ベースラ

インデータは油汚染対策のみに使われるもので

はありません。私たちが生物情報を把握するた

めにも使えますし、漁業活動によってどんな鳥

が被害を受ける可能性があるかを推測できるか

もしれません。このようなベースラインデータ

をどのように整備していくかということが重要

です。

ベースラインデータを構築していくために

は、専門的に進める人員と資金の問題がありま

す。われわれとしても文献データの入力と整理

もおぼつかないくらいで、日常業務があるなか

でそれをどのようにこなしていくかという問題

があります。遠く離れた人に頼むこともできま

すが、来てもらわないとできない作業も多く、

人員と資金面で問題があります。市民に関わっ

てもらう方法などこれから考えていく必要があ

ります。

今回ビーチサーベイの講習を受けられた方が

今後調査を継続していくかと考えると、実際に

は最初の数回だけやって続かないと思います。

では､どうしたらいいかということですが､もっ

と面白味や市民が関わる喜びを感じられる内容

を盛り込んでいかないと続かないと思います。

そういう意味でショアウォッチの考えは良かっ

たと思いますが、今回専門の方が多くいらっ

しゃっていますので、始めていただければと思

います。実際に海岸をよく見ているのは私たち

ではなく、昆布拾いの方や海岸近くに住んでい

る方、地元の小学生などです。このような方々

をうまく巻き込んで市民レベルでの調査を行っ

ていくのがいいかと思います。

【司会】基本的な問題ですが、海岸調査という
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のはどこでやっても全部が同じ意味を持つの

か、漂着物が特に多く流れ着く場所があるのか

ということをお聞きしたいのですが。

【グレン】海岸といってもそれぞれ特徴がある

ので、それぞれの地形や特徴をよく示した海

岸ごとに調査をされるという考え方はいかがで

しょうか。ただ、市民参加により市民の関心を

高めるということに関連して申し上げますと、

せっかくビーチウォッチに来たのに何も鳥がい

なかったらつまらないじゃないかと市民に思わ

れることはあると思います。しかし今皆さんが

おっしゃられたような姿勢で取り組んでいただ

ければいいと思います。

【司会】わかりました。その他に疑問点や提案

がありますか。さきほど植松先生からへイジ

ングについてのご提案がありましたが、私たち

は未経験なのでヘイジングの方法や効果につい

て、海外の方からご説明いただければと思うの

ですが。

【グレン】ヘイジングをするにあたり、どのよ

うにすれば効果的かというお話をさせていただ

けばいいですか。そのためには幾つかの要因が

あります。

ヘイジングの効果は種にもよります。どのく

らい気にするか、ということです。また追い出

した後、鳥たちの行くところがあるかどうかで

す。安全な場所がない場合はやってはいけない

のです。それから個体群がそのときにいる場所

にどのくらい執着しているかです。例えばそれ

が繁殖地であったり重要な採餌場であったりし

た場合は、出て行きにくいです。これらを考慮

して、追い出しに何を利用するかを決めなけれ

ばなりません。方法は幾つかありますので、そ

の中から安全に鳥たちを誘導できる方法を選択

することになります。もう一つ、鳥の行動に関

わってきますが、渡り鳥であるとやりやすいで

す。留鳥でその場所に定着しているとか繁殖地
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であると難しいかと思います。また、一回やっ

てみたけれどしばらくやらずにまたやるなどで

は効果が薄く、一貫してやっていかないといけ

ません。

具体的な方法は、視覚的なもので光るテープ

を使用する、風で揺れてキラキラ光るもの、夜

はストロボを焚いたりライトで照らしたりしま

す。聴覚的な方法は、音です。また浮くものと

してブイを使用する。場合によっては船や飛行

機を出すこともあります。空の鉄砲を撃つこと

やクラッカー、花火のようなものの使用、これ

についてはマニュアルがありますので関心のあ

る方には後ほど紹介させていただきます｡また、

経験談を聞くことであれば、アメリカの場合は

空港関係者がよろしいかと思います。

【司会】ありがとうございました。救護の関係

では新しく盛り込むべき点がありますでしょう

か。

【武田】行政の立場でもＮＧＯの立場でも同じ

結論になるのですが、常に悩むのは何を助けて

何を除外するのかです。また救護の目的が日本

ではまだ未整備で、それを行政側としても知り

たいのですが情報がありません。実際行動する

NGOでもそれがはっきりしていないことがあ

るため､場合によっては空中分解しかねません。

救護の目的と対象について議論をしっかり重ね

ることが必要になると思います。

【司会】そのあたりで実際に救護に携わってい

る方々の率直な意見を伺いたいですが。

【盛田】非常に難しい問題です。一般の人に「こ

の鳥は希少種だから助けるけれど、こちらの鳥

は有害鳥獣駆除の対象種だから助けない」と説

明したところで、わかってもらえないと思いま

す。ただ、少なくとも道からの通達の中で有害

鳥獣駆除の対象種はできるだけ助けないという

ことで進んでいます。救護する目的は一言で言



うと、いわゆる人災、人間が関連して害を与え

たものについて助けるという目的で動いていま

す。絶滅危‘倶種は優先して救護を行いますが、

一般種はおろそかにしていいかという点は難し

い問題です。答えにならないですが。

【司会】ＩＦＡＷではどのような仕切りをしてい

ますか。

【カート】確かにこれは複雑で難しい問題だと

思います。特に使用できるリソースが限られて

いる場合はそうです。どの動物にフォーカスす

るべきか決定するのは難しいです。しかし、今

盛田さんがおっしゃいましたように、一般市

民に啓蒙する目的として人間が汚染した鳥を助

けることを教えることは重要だと思います。さ

らに言えることは、私たちは一般種へのケアも

行っているからこそ希少種へのケアの方法が分

かるのであって、希少種のみをケアしているの

であればこのような経験の蓄積ができないので

はないかと思います。ひとつ私からのアドバイ

スをできることは、事前によく話し合って共通

認識を作り、救護活動に臨んでいただきたいと

いうことです。

【司会】ありがとうございました。ほかに何か
●

言っておかないと、ということはありませんか。

【渡辺】鳥類については既に経験もありある程

度スムーズに対応できると思いますが、海棲哨

乳類の場合は非常に混乱が起きると思います。

アザラシが救護の対象となる場合には、洗浄は

あまり重要でないかもしれませんが、衰弱して

いる個体を回復させる技術のレベルアップが関

係機関すべてで必要だと思います。また、洗浄

が必要な対象として物品や洗浄テクニックなど

の準備をする必要があると考えられるのはラッ

コだと思います。この場合は管轄が環境省でも

北海道でもなく、さらに水産庁ではこのような

救護のことには携わってこなかったために、対

油汚染国際ワークショップ関係者会議

応に困ると思います。ラッコについてはどう連

携をとっていけばいいのか心配しています。

【司会】今後作るアクションプランでは、ラッ

コは洗うべき動物として扱って、救護対象に挙

げておくことが望ましいと思います。

【植松】油汚染や野生生物救護について話し合

う場になる定期的な会議はありますか。

【司会】そのような声かけは、現在のところあ

りません。油汚染対策などで集まることはある

と思いますが、定期的な会議はないです。それ

をやってほしいという意見でしょうか。そうで

すね。やれればいいと思いますが、状況が刻々

と変化していくので労力が大変ですね。

【小野】救護に関しては、北海道は広いのでエ

リアごとに分けて具体的な名前まで入れたネッ

トワークの構築が必要だと思います。石狩浜で

の事故のときもそれぞれ動いていたと思います

が、事故が起きたとき、例えば道北だったら野

生生物の情報はここに集めて、救護の搬送先は

ここで、と明記したネットワークの構築をでき

るのではないかと思います。

【司会】当初、救護施設は災害発生現場の近く

に作らなければならないとされていましたが、

昨日も話がありましたように、今は初期手当て

を済ませればかなり遠い距離を運べるというこ

とになっているので、地域ごとのセンター的な

収容施設を明記したものが可能ではないかと個

人的には考えています。

【盛田】実際、各市町村に野生生物の救護を任

せているということで、動物園や動物病院な

どを通じて市町村が対応することになってい

ます。苫小牧の鳥獣保護センターの場合をお話

しますと、施設としては環境省が建てた施設で

す。しかし運営は苫小牧市が行っています。し
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たがって市町村をまたがって違う場所から持っ

てくるのは原則としてできません。使えるとす

れば、特例的な手続きを踏んだ上での持ち込み

になってきます。

【司会】救護の最前線はＮＧＯやボランティア

で行うことになると思うので、各官庁の溝を埋

めるのが民間であるのかなあと、漠然と考えて

います。

【植松】今日お集まりいただいたのは、自然保

護や野生生物救護関係の方々だと思いますが、

今日話したことを防災、総務、ほかの分野の

方や一般市民の方にいかに伝えられるかによっ

て、運営や予算確保がやりやすくなると思いま

す。計画後に普及や啓蒙、部署間の相互理解を

深めていって野生生物救護の地位が向上してい

けばすばらしいと思います。過去10年間いつ

もそれが悩みでしたので、すぐに解決すること

ではないでしょうが、少しでも進んでいけばい

いと思います。

【司会】いろいろな内容のことが話し合われま

したので、後で振り返ってみると収拾のつかな

いことになっているかもしれませんが、最後に

今後の活動についてご説明したいと思います。

本来なら奥谷先生にしていただこうと思ったの

ですが、席をはずしておられるので私がさせて

いただきます。

本日の会議を持ちまして、油汚染国際ワーク

ショップは全てのプログラムを終了します。実

行委員会はいったん解散することになります。

引き続き同様のメンバーで、あるいはプラスア

ルファでアクションプラン作りをしたいと考え

ていますので、皆様のご協力とご理解をお願い

申し上げます。

【ポール】最後に私がIFAWに代わり、お礼を

申し上げたいと思います。今回お招きをいた

だき、この意義のあるワークショップに参加

6６

させていただきましたこと、また本日のワー

クショップが盛んな意見交換の場になりまし

たことに感謝しています。日本には様々な分

野の専門家がいらっしゃって活躍されていま

すが、今後アクションプランを作り大きな対応

計画を立てていくことになるでしょう。私たち

とJEDICとのお付き合いもありますし、私た

ちと直接コミュニケーションをとっていただい

てもいいので、差し出がましいかもしれません

がアドバイスなり情報提供なりのお力添えを今

後も継続的にさせていただきたいと考えていま

す｡‘そのためには私たちの間の風通しをよくし

ておいて、何が皆様の問題になっていてその原

因が何なのかをうかがって私たちも的確な情報

を提供していきたいと思いますので、宜しくお

願いします。今皆様が取り組んでいらっしゃる

ことは大変意義のあることです。この成功を心

からお祈りしています。どうもありがとうござ

いました。

【奥谷実行委員長】二日間にわたり熱心なご討

議ありがとうございました。大変意義ある集ま

りになりました。アメリカから専門の方に来て

いただいて、また今日は環境省や道庁の方々に

もお集まりいただいて熱心なご討議をいただき

ました。また、北海道では初めての油汚染の野

生生物救護に取り組んだ会議でした。それにふ

さわしい中身の濃いワークショップであったと

思います。これをバネにして新しいネットワー

ク作りをしたいと思います。

それとご相談なのですが、実は昨日の懇親

会でお金が大量に余ったのですね。23,365円預

かっています。これを新しいネットワーク作り

の資金にあててはいかがかと思いますが、いか

がでしょうか｡(拍手)ありがとうございました。
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⑤
④

３目Ｃ:明瞭

ｓ:埋没

Ｇ:ない

Ｕ:不明

2足Ｐ:柔軟

Ｓ:硬直

Ｒ:腐敗

Ｕ:不明

'注:それぞれの鳥に

個別標識番号を

装着する

4発見場所Ｈ:高所

Ｄ:漂着物線上

Ｌ:低所

Ｓ:波打ち際

5残存する体の部位

Ｉ:全体Ｆ:足(数）

Ｈ:頭Ｗ:翼(数）

Ｂ:胸

6体に絡んでいるもの

Ｎ:無しＨ:釣り針

Ｎ:網Ｌ:釣り糸

６:６缶パックのﾘング

Ｂ発見された死亡烏

漂着鳥調査記録用紙（BEACHEDBIRDSURVEYFORM）

発見時の鳥

までの距離

標識番号’ 種 名 ‘ 体表の油

汚染率％

写真番号 足の状態２ 目の状態３ 発見場所４ 残存する体

の部位５

体に絡んで

いるもの６

ｺﾒﾝﾄ(性別､羽衣､年令､油で汚

染された部位など）

●

Ａ鯛査開始

日付：

海浜区域名：

該当する項目を丸で囲む

天 候：晴天曇り霧小雨大雨

調査者氏名､所属団体､連絡先：

潮：上 げ 潮 引 き 潮 不 明調査方法：トラック全地形万能車(ATV）徒歩

開始時間：

開始位置:GPS緯度

地形の説明/地理的目標

GPS経度

海 岸 のﾀｲブ：岩場巨喋大磯砂浜その他

調査した海浜の推定距離(片道)：

海浜の平均幅：

Ｃ調査終了

終了時間：

終了位置:GPS緯度

地形の説明/地理的目標

GPS経度

漂着物線(Debris)：なし点在する連続的にある

kｍ 見える油の状態：なし光沢タール状の塊どろどろ

その他のコメント：、
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｢UnifiedlncidentCommand｣危機管理システムと
カリフォルニアにおける野生生物の存在

要旨

カリフォルニア州魚類鳥獣保護局油流出防止対策室長

ビート・ボンタデリ
国際シンポジウム「ナホトカ号油汚染鳥類の救護・保全活

動から何を学ぶか？環境保全における危機管理の将来像」

1997年１２月７日銀座ガスホールでの講演

アラスカでのエクソン・バルディーズ（ExxonValdez）号と南カリフォルニアのハンテイ

ントン海岸沖でのアメリカン・トレーダー（AmeがｃａｎＴ庇,der）号による油流出事故の後、カ

リフォルニア州は「海洋油流出事故対策を管理する州法」を制定しました。連邦政府の法律、

つまり油汚濁法（1990年制定）（OilPollutionActofl990、以下OPA90）も同時に米国議会に

よって制定されました。州法は連邦の法律よりも早く可決されています。これからお話しす

る内容は、この２つの法律を調和、統合させる必要′性や、それが野生生物救護活動上どんな

意味を持つのかについてです。また、事故対策の最中に行われる被害を受けた野生生物の救

護とカリフォルニア州で油事故の後に必ず行われることになっている自然資源損害アセスメ

ント（NaturalResourceDamageAssessmentandRestoration.、以下NRDA）についてもお話し

します。

私が室長として指揮を執っているカリフォルニア州魚類鳥獣保護局油流出防止対策室

(CalifbrniaDepartmentofFishandGame,OfficeofOilSpillPreventionandResponse,以下ＯＳPR）

は、この２つの法律をカリフォルニア州において一体化して実施する責任を担ってきました。

この２つの法律を一体化するための作業は、次の２つのことに手をつけることからスタートし

ました。

Ｉ）連邦レベルでの法規作成過程への参加。これは、米国沿岸警備隊船舶対応計画規則

（U・SCoastGuardVesselResponsePlanRegulations）を作成するのに役立ちました。

２）カリフォルニア州海洋油流出事故緊急時計画（StateofCalifornia'sMarineOilSpill

ContingencyPlan）に地区別の補足計画を追加するための基礎として、連邦の地区緊急時

計画の手順を用いるというＯＳＰＲの決定。つまり、油流出に対応するカリフォルニア州

の全ての自治体の対策手順を、カリフォルニア州海洋油流出事故緊急時計画で規定する

ということです。

連邦レベルでの法規作成過程へ参加した理由は、連邦の法律が完成したとき、同時進行で

作成されていた州の法律も連邦の法律と同じ原則に基づいたものとするためです。また、連

邦と州の法律が矛盾していなければ、州法の要求が満たしやすくなるからですoOPA90は、

連邦政府の法律に矛盾しない限り、各州が各々の環境保全を一層促進すような法律の制定を

認めています。

カリフォルニア州は実際に連邦政府の法律を上回るような州の規制を持っています。例え

ば、連邦政府よりカリフォルニア州の方が金銭的な保証を強く要求しています。州が設立す

*カリフォルニアの州法は、連邦政府の法律よりきびしい環境回復義務を州政府に要求している。
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る「船主責任相互保険組合（ProtectionandlndemnityClubs,P&IClubs)」にメンバーを募集し、

会費を集め、さらにこれとは別にカリフォルニア州の海で運行されるタンカーには900億円

(１＄120円で計算)の保険に入っていることを証明してもらうことになったといった具合です。

流出対策地域では、カリフォルニア州は海上流出対策機材を約25％多く要求しますし、事故

のために備えておくオイルフェンスの量も、その必要量を各港の地区緊急時計画（Area

ContingencyPlan,ACP)にあった海上漂流結果分析に基づいて算出することを要求しています。

地区緊急時計画の作成過程を正式なものとする連邦政府の手続きには長い時間を必要とし

ました。米国議会が、連邦、州、地方自治体が各船舶の事故対策計画のための基礎と枠組み

を作成する過程として地区緊急時計画を位置づけていたからです。この各船舶の事故対策計

画書というのは、米国で営業している全てのタンカー保有者が作成を義務づけられている計

画です。

カリフォルニア州では、船舶および施設の緊急時計画作成のための基礎がＯＳＰＲによって

作られることになりました。これらの計画書は、防止と対策の項目が１つの文書にまとめら

れています。ＯＳＰＲはまず指導書を作成しました。それはOPA90の要求を満たすものでした

し、また各々の船舶や施設が緊急時計画を作成しやすくするためです。作成する人が必要と

する自然資源トラステイー（NaturalResourcetrustee,以下トラステイー）からの情報も提供し

ました。この指導書は、自然資源の位置といった環境情報、レクリエーション目的で利用さ

れている港などの特に経済的に重要な場所の位置情報、ポートの多いエリア、州立、国立の

公園、養殖や漁業が行われている水域などの位置情報も含んでいます。この情報は他の連邦

や州のトラスティー派遣機関と協力してＯＳＰＲが収集したものです。また、海洋大気庁

(NationalOceanicandAtmosphericAdministration、以下NOAA）の基準を用いてカリフォルニ

ア州の海岸線の地図化も行いました。そうすることによって全ての海岸の全ての生息地の地

形学的な位置を特定できるようにすることが可能だからです。１０タイプの生息環境（湿地、

岩礁など）の１つ１つは、政府や民間から得られる情報に基づいて、それぞれ適切な油除去行

動計画に組み込まれています。次にＯＳＰＲは、最も環境的に重要な場所を特定し、各々のオ

イルフェンス計画を作成しました。法律上救護しなければならない鳥や海棲哨乳類の数とそ

の分布の基準を示した野生生物救護の指導書も、緊急時計画を作成することを支援するため

にＯＳＰＲが提供したものです。

ＯＳＰＲはまた第１l米国沿岸警備隊と共に油事故の際の事故対策統轄体制（IncidentCommand

System）の現地対策ハンドブック（FieldOperationsGuide）を発行しました。このハンドブッ

クでは、一つの一貫した、しかも応用のきくような流出管理システムが示されています。こ

のシステムは、後にそれぞれの地区緊急時計画にも盛り込まれましたし、米国沿岸警備隊が

全国レベルで事故対策統轄体制を採用する基礎的な参考資料の役割をはたすことになりまし

た。これらの文書は、地区緊急時計画を作成する際に大変役立ち、油事故の際の野生生物対

応の主な問題に対するガイドになっています。

事故対策統轄体制が連邦と州と事故原因者の３者を１つの合同事故対策統轄本部にまとめま

す。この指令団が事故の対応を一括して担います。事故原因者がこの指令団に参加する理由

は、事故原因者は事故対応にかかった費用の支払いと油除去活動を州と連邦の法律で義務づ

けられているからです。カリフォルニア州ではカリフォルニア州魚類鳥獣保護局が州の自然
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資源のトラステイー派遣機関として事前に指定されており、その管轄下にあるＯＳPRが主な

事故対応組織として活動します。つまりカリフォルニア州ではトラスティー派遣機関と事故

に対応する機関が同一のものですが連邦レベルでは、トラステイー派遣機関と事故対応組織

が同一ではありません。魚類、野生生物のトラステイー派遣機関（例えば米国魚類野生生物

局（U､S,FishandWildlifeService）や海洋水産局（NationalMarineFisheriesService）等）が自

然の管理者であり、事故対応組織である米国沿岸警備隊とは別のものです。

カリフォルニア州ではこの２つの役割を1つの組織が担うことで、事故対応の最中や事故後

の魚類野生生物への対応の全てを一括して行うことができます。私の個人的意見では、自然

の管理と事故対応を同一の機関が担うという仕組みによって、事故対応の期間中、全ての重

要な環境の要素に一貫して、しかも完全に対応できることになると思います。この事故対応

の期間というのは、事故発生から法律で事故原因者に義務づけられている環境の完全な回復

までを意味します。さらにこの仕組によって、事故原因者である石油業界は事故を起こした

際に自分たちの環境回復責任を果たしやすくなります。何故なら流出事故が起きた時に事故

原因者がどの機関と連絡をとればうまく対応できるかが明確になっているからです。回復責

任というのは、油の流出が自然資源や野生生物に直接または間接的に必ず与える悪影響を回

復させる責任のことです。

ＯＳＰＲが所属するカリフォルニア州魚類鳥獣保護局はまたカリフォルニア州の漁業および養

殖地を管轄する当局でもあります。ですからそれらの問題点も事故対応の際に確実に取り扱

われることになります。ＯＳＰＲの室長の法律で定められた責任範囲は、レクリエーション、

海岸の使用、釣り、観光などへの流出事故による被害に短期および長期に渡り十分に対応し、

その損害を補償する責任も含みます。このように、ＯＳＰＲという一つの組織が油流出事故対応

で懸念しなければならない問題を全て一括して取り扱っています。

事故対策統轄体制でまず初めにすることは、毎日の事故処理計画（IncidentActionPlan）に

盛り込む事故対応の目標を定めることです。この事故対策統轄体制は、日々の事故対応の活

動を指示し、それを記録として残します。

この目標とは通常次のようなものです。１）流出源からの流出を止める、２）油除去作業を

している人および一般市民の安全を確保する、３）汚染領域の拡大を防ぐ、４）油の洋上回収、

5）地区緊急時計画の過程を通して明確になった最優先で保護すべき環境および経済的に重要

な場所を守る。このように事故対応の初期の段階から野生生物への影響が考慮されています。

油流出によって危機に瀕する野生生物の生息地を明確化し、さらにその野生生物の救護と

リハビリテーションを実際に行うのは事故対策統轄体制の対策課の野生生物対策グループで

す。その事故によって悪影響を受けうる環境的、経済的に重要な場所が正確に指定されてい

ることを確認し、さらにそれぞれの場所にあった対策を計画するのが計画課です。この計画

の作成は通常、地区緊急時計画を基に、実際の流出による各現場への影響を予測することか

ら始まります。

次に海岸線油除去およびアセスメントチーム（shorelineCleanupandAssessmentTeam，

SCAT）の活動が始まります。このチームには、ＯＳＰＲおよび州、自治体、連邦の機関から派

遣される訓練を受けた生物学者、そしてさらに事故原因者の代表を含む場合もあります。こ

のチームが、実際の油の漂着がどれくらいあるのかを明確にし、事故対策統轄体制が行う全
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体の対策に細かい油除去の対策が盛り込まれるように、事故対策統轄体制の計画課を通して

提案します。

さらに、州および連邦の機関によって監視活動が行われます。これは、事故原因者が十分

に自分の責任を果たしていることを確認するためです。事故原因者には法律上、事故処理計

画の油除去活動を効果的かつ安全に、しかも環境を保護するように実施する義務があります。

ここでは油除去作業のやり方によって資源がさらに悪影響を受ける恐れがないかが検討され、

場合によっては自然回復措置が提案されます。これが提案されると野生生物対策グループに

相談し、さらなる影響が予想される場合には現場からの鳥の追い出しが確実にされるように

計画されます。野生生物対策活動の詳細については、後程ポール・ケリー氏がお話しします。

油で汚染された野生生物は救護された後、油汚染野生生物救護ネットワーク（Oiled

WildlifeCareNetwork,ＯＷＣＮ）によって治療を受けます。ネットワークの活動については後

程ジヨナ・マゼット先生がお話しします。カリフォルニアの州法は、州全域をカバーする野

生生物救護センターのシステムを作るように求めています。現在数年をかけてこういったセ

ンターを設立している最中で、資金はカリフォルニア州の60億円の油流出対策信託基金の利

子収入から得ています。この基金というのは、事故原因者を特定できない場合、もしくはそ

の原因者が責任をただちに認めない場合に、迅速かつ効果的な事故対応をするためにＯＳＰＲ

の室長が使えるお金です。この仕組みは、事故の原因者がタンカー以外の船でカリフォルニ

ア沖を航行する際に流出油除去契約が事前に結ばれていなかった場合に特に効果を発揮しま
す。

州の法律では、流出事故におけるあらゆる目的のためにこの基金をＯＳＰＲの室長が使える

ようになっています。例えば、ＮRDAに使うこともできますし、環境を十分に回復させたり

事故原因者に全ての費用を支払ってもらったりするために訴訟を起こす場合にも使えます。

この基金は、法律上の「原因者による支払い」という原理に基づいて作られました。すなわ

ち州の海域で採掘、輸入、通過する全ての石油は、その量（バレル）ごとに一定の金額が課

税され、それが基金になります。連邦レベルでもOPA90によって似たような方法で1,200億

円の基金が作られています。

しかし、この連邦の基金は、連邦の連邦現場統轄指揮官（FederalOn-SceneCoordinator，

FOSC）が実際の油除去活動とＮＲＤＡ用の予備評価をするためにしか使えないことになってい

ます。訴訟の費用や連邦のトラステイーがNRDAを十分に行うための資金は別途米国議会に

請求する仕組みになっているからです。

このような違いから、カリフォルニアでは法律が要求する「完全な回復」が確実に実施さ

れるようにするための事故後の訴訟などの活動を、ＯＳPRが主な受託者として統括します。州

の法律は、影響を受けた自然の回復または、同等生息地評価過程に基づく代替資源の確保を

要求しています。この過程は罰則ではなく、環境保護の観点から全ての失われた用途が完全

に回復されることを保証するためのものです。

十分なＮＲＤＡが効果的に行われるためには様々な情報が必要になります。それらは、事故

対策統轄体制の計画課が海岸線油除去およびアセスメントチームを通して収集するデータや、

対策課の野生生物対策グループが収集する情報および地区緊急時計画の基礎となる自然資源

のベースライン（平常時の）データといった情報です。

さらに影響を受けた全ての野生生物を収容することによって得たデータや、油で汚染され
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た野生生物の個々のリハビリテーションデータも大切です。被害を受けた個々の鳥や海棲哨

乳類の治療をすることの生物学的な意味を疑問視する人もいますが、私はこういった活動で

得られる情報もＮＲＤＡの過程における重要なリンクになると考えています。何故なら、こう

いった情報は流出した油の経路が生態系に及ぼした生物学的な影響を教えてくれますし、さ

らにリリースされた野生生物のモニタリングによって流出事故の長期渡る影響も推定するこ

とができるからです。

現在ＯSPRでは、ワシントン州、オレゴン州の同様な州のトラスティーと、連邦の魚類野

生生物保護のトラステイー派遣機関、そして石油業界とも協力し、油流出事故の影響を科学

的に評価する手順を補足し標準化する努力を続けています。目指すところはより協調的な方

法でコストを最低限に抑え、トラステイー派遣機関どうしの対立をなくし、迅速な環境の浄

化と回復を実現することです。このような協力体制には、さらに次のような利点があります。

それは、上記の形で収集された情報を公開することによって、さらなる研究が進められ、将

来の事故対策をより適切なものにするための参考にもできるということです。

上記の内容をまとめますと、油の流出事故によって野生生物やその生息地が必ず受ける被

害を十分に効果的に回復させるためには、ＮRDAの過程は不可欠だということです。カリフ

ォルニア州ではＮＲＤＡを充実させるために、自然資源のベースラインデータを収集し、特に

地区緊急時計画の作成過程のような平常時のプランニングを行い、さらに事故対策統轄体制

を通して野生生物の問題点を全て網羅するように努力しています。こういったことで、将来

起こりうる油流出事故の対応をより充実したものにしようと努力しているのです。

今日は州および連邦の法令に基づいたカリフォルニアで採用されているシステムについて

お話ししました。しかし、米国と違って日本は油流出事故の補償を管理する国際協定の加盟

国です。実は、日本は流出事故補償の国際基金に最も貢献している国の１つです。もしかす

ると一番の貢献国かも知れません。この基金は環境被害の補償に使うことができるものなの

ですが、今までそういった用途に使われてきていません。もし日本が環境被害の補償のため

にこの基金を使うことを主張すれば、油流出事故によって環境が被る被害を完全に補償する

ことを確実にするという点で日本はリーダーになれるでしょう。

環境被害の補償を行うためには、事故以前に存在していた自然資源の本来の姿を表わすベ

ースラインデータと被害の範囲と程度に関する全ての情報が、環境被害を証明するために文

書化されなければなりません。鳥そのもの（鳥類海岸線調査）や、汚染鳥に関する十分な文

書、および汚染された鳥の放鳥率といったデータはより重要なものとなるでしょう。今日の

シンポジウムでは、今まで日本で行われてきた努力が明らかになりました。このシンポジウ

ムをきっかけに、今までの努力が実を結び、日本の事故対応がより発展していくことになる

でしょう。今後日本は日本の海運業界と協力し、アジアおよび世界における流出事故対応の

リーダーとなることを私は確信しています。油流出事故の補償に関する国際協定で、環境回

復のために基金を使うことは許されています。このような基金および事故原因者からの賠償

金をうまく活用すれば、流出事故で被害を受ける海鳥だけでなく漁業や養殖も含めた他の資

源、さらにはそれらの全ての土台である自然生態系に対するより効果的な回復対策が実現す

ることになるでしょう。
（野生動物救護獣医師協会1998年１１月１日発行の報告書に収載）
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